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ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証結果（平成２４年度）（案）に対する意見及びその考え方 

 

総論 
意   見 考  え  方 

意見１ 客観的事実等に対する要因分析や課題の整理等を行うことにより、具体的な政策措

置につながるよう検証を深めるべき。 

 考え方１ 

■ ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度（以下、「本制度」という。）

は、我が国の基幹的政策であるブロードバンドの普及促進とその実現の前提条件たり得る公

正競争環境の実現のため、毎年度の継続的なチェックを行う施策であると認識しています。 

本制度基づく検証結果（平成 24 年度）（案）（以下、「本検証結果（案）」という。）に

は、昨年度まで実施の競争セーフガード制度に比べ、一部項目について総務省殿の考え方が

明確に示される等、改善が図られているものと考えます。その一方で、依然として数値や関

連法令等の改正や行政・事業者の取組が列挙されるのみに留まる項目も存在しています。総

務省殿においては、客観的事実等に対する要因分析や課題の整理等を行うことにより、具体

的な政策の措置につながるよう検証を深めることが必要です。具体的には、ユーザアンケー

トを含めた実態調査や部分的な要素の検証のみに留まらない網羅的な調査を行うこと、或い

は、証拠等の収集に当たって競争セーフガード制度の実施時より指摘しているとおり、事業

者のみに頼らない手段をとること等のプロセス上の問題解決を図って頂くことを要望しま

す。 

平成 26 年を目途として実施する包括検証に向けてはもちろんのこと、本制度の毎年の取り

組みにおいても、事態の改善を図り、市場における課題を確実に解決に導く検証制度として

頂くことを期待し、次頁以降に本検証結果（案）に対する個別の意見を述べさせて頂きま

す。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

■ ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュ

ー制度（以下「本制度」という。）は、ブロードバ

ンド普及促進のための「基本方針」（平成２２年１

２月策定。以下「基本方針」という。）及び「ブロ

ードバンド普及促進のための環境整備の在り方」に

ついての情報通信審議会答申（平成２３年情通審第

１０８号。以下「ブロードバンド答申」という。）

を踏まえ、制度整備の実施後３年を目途に行う包括

的な検証に資するため、毎年度の継続的なチェック

を行う仕組みとして創設したものである。 

本制度の運用は、このような位置付けを念頭に置

きつつ行っているものであり、平成２６年を目途と

して実施する包括的な検証に当たっては、御指摘の

ような客観的事実等に対する要因分析や課題の整理

等を行うことが必要となることも考えられる。 

 

■ また、「ブロードバンド普及促進のための公正競

争レビュー制度の運用に関するガイドライン」（平

成２４年５月策定。以下「制度運用ガイドライン」

という。）に示しているとおり、ブロードバンド普

及促進の観点から包括的な検証の結果を待つことな

く速やかに対応すべき課題があると認められる場合

には、総務省は、必要に応じて情報通信審議会にお

ける審議も活用しつつ、所要の検討を行うものであ

る。 

 意見２ ＮＴＴグループに対する禁止行為規制や機能分離といった公正競争ルールは引き続

き必要であり、禁止行為事業者によるドミナント規制の潜脱防止を強化すべきだが、モバ

 考え方２ 



 

イル市場については、競争が機能していることを踏まえ、規制は最小限とすべき。 

■ ブロードバンド普及を推進やＩＣＴ利活用の促進するにあたっては、規制緩和を行うこと

で、事業者の創意工夫・競争促進につなげることが重要と考えます。ただし、公正競争ルー

ルの検証においては、通信レイヤーにおけるドミナント規制の緩和が必ずしも必要になるわ

けではない点に留意が必要です。 

ＮＴＴグループは、歴史的経緯から、公社時代に全国４７都道府県各地域に配備された営

業基盤、ほぼ全世帯を網羅した顧客基盤を継承・維持し、国民負担で全国に整備されたイン

フラを独占的に所有しています。また、ＮＴＴグループは契約数シェアで明らかなとおり、

今でも圧倒的な支配力を保持しています。 

ＮＴＴは国の出資を受けた特殊会社であり、依然としてＮＴＴ東・西、ＮＴＴドコモとも

に契約数シェアが高く、強いブランド力も維持しています。このため、これまで有効に機能

してきた禁止行為規制や機能分離といった公正競争ルールは引き続き必要であり、競争促進

を通じてお客様の利便向上を図ることが重要です。 

加えて、ＮＴＴ再編の趣旨を踏まえると、公正競争ルールの更なる整備・徹底を図り、禁

止行為事業者によるドミナント規制の潜脱防止を強化することが必要です。 

ただし、モバイル市場については、競争が機能していることを踏まえ、原則として規制は

必要最小限とすべきと考えます。 

総務省におかれましては、以上を踏まえ、公正競争レビュー制度に基づく検証を実施して

いただきたいと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

■ ＮＴＴグループに係る規制の在り方については、

「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュ

ー制度に基づく検証結果（平成２４年度）（案）」

（平成２５年１月公表。以下「検証結果（案）」と

いう。）Ⅲ２（３）イ（ウ）において示したとお

り、本制度を通じて引き続きその遵守状況を検証す

ること等により、公正競争環境を担保していくこと

が適当であり、その上で、平成２６年を目途として

実施する包括的な検証において、既存の市場構造や

考え方を前提とした競争ルールに制度的課題が生じ

ていると認められる場合には、ＮＴＴの在り方のほ

か、指定電気通信設備制度及びＮＴＴ等に係る累次

の公正競争要件を中心として構成されている競争ル

ール全体の見直しについても検討することとする。 

 

■ モバイル市場の規制は必要最小限とすべきとの御

意見については、モバイル市場に関して、本制度に

おいて、移動系超高速ブロードバンドサービスの基

盤利用率、移動体データ通信サービスの利用者料金

等に関する検証を実施しているところであり、これ

らの検証結果や近年のモバイル市場における環境変

化を踏まえ、複数事業者が協調する状況が生じる

等、競争が機能していない状況が生じていないか否

か等について、今後の状況を注視することとする。 

 意見３ 本制度の重要性を鑑みれば、結果報告のみならず審議会等においてオープンな形で

の調査審議を行うべき。 

 考え方３ 

■ 当社は従前よりブロードバンドの普及促進を図るための公正競争確保にはドミナント規制

こそが最重要政策であると主張してきました。 

これは、電電公社の巨大な事業基盤を引き継ぎ、「ヒト・モノ・カネ・情報」を所有する

強大な NTT グループに対する適切な規制こそが競争を活発にし、ひいてはブロードバンドの

普及促進につながると考えるからです。 

本制度は総務省が検証をし、その結果を情報通信審議会に年に 1 度報告する方法で行って

■ 本制度の運用のプロセスについては、制度運用ガ

イドラインにおいて示しているとともに、本制度に

基づく検証の結果を情報通信審議会に報告すること

に加え、検証の対象となる各事項についての事前の

意見公募及び再意見公募、検証結果の案についての

意見公募と提出された意見等に対する総務省の考え

２ 

 



 

いますが、調査検証の過程のオープン化、問題点について制度化やルール化に結びつける行

程は必ずしも明確とはいえません。 

当社としては、本制度の重要性を鑑みれば、結果報告のみならず審議会等においてオープ

ンな形での調査審議を行うことが適当であると考えます。 

（ジュピターテレコム） 

方を付した検証結果の公表を行うことにより、透明

性・客観性等が確保されているものと考えている。 

なお、情報通信審議会への報告に際し、同審議会

において議論された内容を踏まえつつ、次年度の本

制度の運用を行うことを予定している。 

意見４ 市場環境や競争環境の変化を踏まえ、現行の指定電気通信設備規制や禁止行為規制

等の必要性から検証し、実態にそぐわない不要な規制は見直しまたは撤廃すべき。また、

ＩＣＴ利活用の促進に関する検証においては、政府の取組の効果や通信事業者等の関係プ

レイヤーの貢献についても分析評価を行うべき。 

 考え方４ 

■ 情報通信市場は、技術のイノベーションが非常に早く、モバイル化、ブロードバンド化が

大きく進展し、同時にサービスやプレイヤーのグローバル化が急激に進むなど、大きなパラ

ダイムシフトが進展しています。 

・ 移動通信市場においては、過去１０年間で、最大３８４Ｋｂｐｓ（当初）の通信が可能な

３Ｇユーザ数は１０万から１．２億へと拡大し、さらに、ＷｉＭＡＸやＬＴＥは平成２４年

９月末時点で約１，１３０万契約となっています。加えて、ＫＤＤＩ殿、ソフトバンクモバ

イル殿が平成２４年９月からｉＰｈｏｎｅ５の販売開始と同時にＬＴＥを提供開始してお

り、今後、訴求力のあるデバイスを梃子に更にＬＴＥサービスが拡大し、超高速ブロードバ

ンド市場においてもモバイルが固定を凌駕していくことも想定されます。 

・ また、平成２４年度版情報通信白書に記載されているとおり、各事業者の携帯電話の新規

販売台数に占めるスマートフォンの割合は、約１０％（平成２２年度）から約４０％（平成

２３年度）に急増し、その結果、平成２３年度のスマートフォンの販売台数は約２，５００

万台を超えております。 

・ このスマートフォンの利用者は、自宅ではＷｉＦｉ＋固定ブロードバンド回線、駅や公共

施設・カフェ等では公衆無線ＬＡＮ、それ以外の屋外では３ＧやＬＴＥで利用する等、１つ

の端末で移動・固定を組み合わせ、最適な回線を選択して利用しています。また、携帯事業

者も、移動通信のオフロード対策として固定ブロードバンド回線や公衆無線ＬＡＮを活用す

るようになっています。 

・ こうしたスマートフォンの普及拡大を背景に、他事業者は自社のスマートフォンと自社ま

たは他社のＦＴＴＨ・ＣＡＴＶを組み合わせた割引サービスの提供を開始しており、例えば

ＫＤＤＩ殿のａｕスマートバリューの契約数は既に２８５万を突破しています（平成２５年

１月２８日ＫＤＤＩ殿決算発表より）。このようにスマートフォンをトリガーに固定通信と

移動通信が融合したＦＭＣ市場が急速に拡大し、これが単体のＦＴＴＨ市場にも影響を与え

る状況となってきています。 

■ 市場環境や競争環境の変化を踏まえた検証を行う

べきとの御意見については、本制度における検証

は、 

① 固定系ブロードバンドサービスのみならず、移

動系ブロードバンドサービスについても対象とし

ていること 

② 「関係主体の取組に関する検証」に当たり、ネ

ットワーク・プラットフォーム・端末の各レイヤ

ー間の関係についても着目していること 

③ 「関係主体の取組に関する検証」に当たり、

「ＩＣＴ利活用の促進」についても対象とした上

で、本制度の趣旨に照らして重要と考えられるも

のについて整理を行っていること 

から、市場環境や競争環境の変化を踏まえたものと

なっているものである。 

 

■ ＮＴＴグループに係る規制の在り方に関する御意

見については、考え方２のとおり。 

 

■ ＩＣＴ利活用の促進に関する検証において、政府

の取組の効果や関係プレイヤーの貢献についても分

析評価を行うべきとの御意見については、「ＩＣＴ

利活用の促進に関する取組」の検証を含む検証結果

（案）Ⅲ１（２）において示したとおり、政府の取

３ 

 



 

・ 加えて、ジュピターテレコム殿はジャパンケーブルネット殿との経営統合が予定され、そ

れにより、国内ＣＡＴＶ市場の５０％超のシェアを有する会社が誕生する見込みとなってお

り、放送サービスのシェアを背景に超高速ブロードバンド市場における優位性を強めていく

ことも想定されます。 

・ さらには、ＧｏｏｇｌｅやＡｐｐｌｅ等の巨大なグローバルプレイヤーが、タブレットＰ

Ｃやスマートフォン上のアプリケーションにより通信サービス（電話・メール等）を自在に

提供するなど、端末やコンテンツ・アプリケーションと通信の垂直統合による一体的なサー

ビス提供が進展し、また、アプリケーション市場単独でもＳｋｙｐｅやＬＩＮＥ等、従来の

通信サービスの代替となるアプリケーションのユーザが全世界で約８億に達しており、情報

通信市場においてサービスやプレイヤーのグローバル化や多様化が急速に進んでいます。 

・ また、ジュピターテレコム殿が放送・通信サービスと電力をセットでの提供を開始してお

り、情報通信市場の枠組みを越えた新たなサービス連携も創出されています。 

・ このように、移動通信の超高速ブロードバンド化の進展、ＦＭＣ市場の拡大、グローバル

プレイヤーによる一体的なサービス提供といった市場環境・競争環境のパラダイムシフト等

により、ユーザの選択肢が固定通信と移動通信の垣根を越えるとともに、サービスの裾野が

情報通信市場以外の市場にまで広がり、国内の通信事業者だけでなく、海外のプロバイダが

提供する通信サービスまで非常に多様化し、ユーザはその多様なサービスを個々の必要に応

じて自由自在に使いこなしています。こうした点は、サービスを提供する通信事業者が当初

ＮＴＴ１社しかなく、アプリケーションも音声通信しかなかった電話時代とは大きく状況が

異なっています。 

・ こうした状況にありながら、これまでの競争セーフガードや接続ルール見直しの議論・答

申においては、市場環境や競争環境の変化は踏まえずに、依然として固定通信と移動通信、

通信レイヤと上位レイヤを分けた議論がなされ、当社をはじめとするＮＴＴグループに対し

て、依然として電話時代を前提とした指定電気通信設備規制や禁止行為規制といった非対称

規制を課していますが、こうした規制は、ユーザの利便性を損ねているとともに、更なるＩ

Ｐ・ブロードバンドサービスの普及拡大、ひいてはＩＣＴ利活用の促進や日本の国際競争力

の向上に障害になると考えます。 

・ 公正競争レビュー制度の目的であるブロードバンドの普及促進を図るためには、通信事業

者のネットワークのみならずＩＣＴ利活用やコンテンツ・アプリケーションサービスまで含

めて、情報通信市場全体を俯瞰した議論がなされるべきであり、当社も含めた全てのプレイ

ヤーが他のプレイヤーと自由にコラボレーション等を可能とする等により、新たなビジネス

の創出を促し、多様で低廉なサービスを迅速に提供できる環境を整備するといった視点で検

討を進めることが重要であると考えます。こうした、原則自由なマーケットにおいてこそ、

組やこれに関連する地方公共団体・電気通信事業者

の取組等のうち、検証の趣旨に照らして重要と考え

られるものについて整理を行っているところである

が、ブロードバンドの普及促進との関係で定量的な

効果を示すことが可能なものについては、必要に応

じ対象とすることが考えられる。 

 

４ 

 



 

競争を通じてイノベーションが起こり、新たなサービスが創造され、ユーザ利便が向上する

と考えます。 

・ したがって、公正競争レビュー制度に基づく検証を行うにあたっては、市場環境や競争環

境の変化をしっかりと踏まえた検証を行っていただく必要があると考えており、具体的に

は、ＦＴＴＨ、ＤＳＬ、ＣＡＴＶ等のサービス毎の市場に閉じた検証を行うのではなく、固

定通信を代替するＷｉＭＡＸや公衆無線ＬＡＮ等を含めたブロードバンドサービス市場全体

の検証や、固定通信・移動通信を一つとして捉えたＦＭＣ市場の検証、ＦＭＣ市場が個々の

市場に与える影響、さらには、上位レイヤやＣＡＴＶ市場で市場支配力を持つプレイヤーが

通信市場に参入することによる影響について検証を行う等、現在の市場環境を捉えた検証を

行う必要があるものと考えます。 

・ 加えて、当社は、従来より事業法等の法令及び各種ガイドラインを遵守して事業活動を行

っており、さらに、改正事業法によるさらなる公正競争環境整備についても、適切な措置を

講じていることから、公正競争上の問題は特段生じていないものと考えます。上述のとお

り、ブロードバンドの普及促進を図るためにも、過去の延長線で今後の競争政策を決定する

のではなく、市場環境や競争環境の変化を踏まえ、現行の指定電気通信設備規制や禁止行為

規制等の必要性から検証し、実態にそぐわない不要な規制は見直しまたは撤廃していただき

たいと考えます。 

・ また、モバイルを含めたブロードバンド全体のエリアカバー率は１００％、超高速ブロー

ドバンドの世帯カバー率でみても９７％（総務省推計。平成２４年３月末）に達しており、

ブロードバンド基盤は全国的に整備されてきておりますが、平成２４年度版情報通信白書に

も記載されているとおり、日本におけるＩＣＴ利活用は、例えば公的分野では諸外国と比較

して遅れており、ＩＣＴ利活用促進に向け、多様なプレイヤーが様々な形で貢献していくこ

とが求められています。当社はこれまで、自治体と連携した住民へのブロードバンド回線を

利用した告知サービスや、医療機関と連携したテレビ電話による遠隔健康相談、光ｉフレー

ムを活用した高齢者への買い物支援、教育機関と連携した校務システムやデジタル教材の提

供等、医療、教育、行政等の分野におけるＩＣＴ利活用の促進に向けた事業展開を進めてき

ておりますが、こうした取り組みをさらに推進していくためには、今後とも政府や自治体等

に加え、端末メーカ、アプリケーション・コンテンツプロバイダ等のプレイヤーと連携、協

業していく必要があると考えております。 

・ 今回の検証結果案においては、政府が主体となったＩＣＴ利活用の促進策（予算確保、事

業推進、規制・制度等の見直し等）の一例が紹介されていますが、政府の取組みを紹介する

だけでなく、その取組みがＩＣＴ利活用促進にどれだけ効果があったのか分析・評価すると

ともに、通信事業者や、通信事業者以外の端末メーカ、アプリケーション・コンテンツプロ
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バイダ、医療機関や教育機関等のプレイヤーがそれぞれどのような役割を果たし利活用促進

に貢献したのかといった点について、利用者側の視点も踏まえ、より掘り下げた分析・評価

を行う必要があると考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

■ 情報通信市場は、技術のイノベーションが非常に早く、移動通信の高速ブロードバンド化

の進展、ＦＭＣ市場の拡大、グローバルプレイヤーによる端末とアプリケーションサービス

の一体提供等により、市場環境・競争環境の急激なパラダイムシフトが進んでいます。その

結果、ユーザの選択肢も、固定から移動へ、国内から海外へ、通信サービスからアプリケー

ションサービスへといった具合に、これまでの垣根を越えるようになってきており、ユーザ

も個々の必要に応じてそれらの多様なサービスを自在に使いこなせるようになっています。

こうした点で、サービスを提供する通信事業者が当初はＮＴＴ１社しかなく、アプリケーシ

ョンも音声通信サービスしかなかった電話時代はもちろんのこと、スマートフォンが出現す

る以前に想定していた情報通信市場の市場構造からも大きく異なっています。 

・ ブロードバンド市場においては、３．９世代携帯電話パケット通信アクセスサービス（Ｌ

ＴＥ）、ＢＷＡアクセスサービス（ＢＷＡ）が急速に普及しており、平成２４年７月～９月

において、ＦＴＴＨアクセスサービス（ＦＴＴＨ）の純増数が約３６万純増である一方、Ｌ

ＴＥは約３６７万純増、ＢＷＡは約９７万純増と、両者をあわせた純増はＦＴＴＨの純増の

約１３倍に達しており、３者を合わせたブロードバンド市場においてＦＴＴＨの純増シェア

は約８％に過ぎない状況となっています。（注：数字は、「電気通信サービスの契約数及び

シェアに関する四半期データの公表（平成２４年度第２四半期（９月末））（平成２４年１

２月１９日総務省報道発表資料）」より） また、急速な技術革新によりＬＴＥについて

は、１００Ｍｂｐｓを超えるメニューが提供され始めており、移動通信における超高速ブロ

ードバンドとしての需要代替性はますます高まってきています。 

・ 携帯電話の新規販売台数に占めるスマートフォンの割合は約１０％（平成２２年度）から

約４０％（平成２３年度）に急増し、平成２３年度のスマートフォン販売台数は約２，５０

０万台を超えるようになってきています。スマートフォン利用者は、自宅ではＷｉＦｉ経由

で固定ブロードバンド回線を、駅や公共施設・カフェ等では公衆無線ＬＡＮを、それ以外の

屋外ではモバイルブロードバンド回線を利用する等、１つの端末で、固定と移動の中から、

最適な回線を選択しながらインターネットにアクセスするようになっています。そのため、

他事業者もスマートフォン利用者向けに、自社のモバイルブロードバンド通信と自社又は他

社の固定ブロードバンド通信を組み合わせた割引サービスを提供開始する等、スマートフォ

ンをトリガーとした固定通信と移動通信の融合が進んでいます。その結果、例えばＫＤＤＩ
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殿のａｕスマートバリューの契約数が既に２８５万（平成２４年１２月末）になる等、ＦＭ

Ｃ市場が急速に拡大し、単体の固定ブロードバンド市場やＦＴＴＨサービス市場に影響を与

えるようになっています。 

・ ＧｏｏｇｌｅやＡｐｐｌｅ等のグローバルプレイヤーやＳｋｙｐｅ等の様々なアプリケー

ションサービスプロバイダが、スマートフォンやタブレットＰＣ上で、これまで主に通信事

業者が提供してきた電話やメール等の通信サービスをアプリケーションサービスとして自在

に提供するようになっています。また、それら事業者は、端末とコンテンツ・アプリケーシ

ョンを一体的に提供するようになっています。さらには、アプリケーション市場単独でもＳ

ｋｙｐｅやＬＩＮＥ等、従来の通信サービスの代替となるアプリケーションのユーザが全世

界で約８億に達しており、情報通信市場においてサービスやプレイヤーのグローバル化や多

様化が急速に進んでいます。 

こうした状況にありながら、今回の公正競争レビューにおいては、これまでの競争セーフ

ガード制度や接続ルール見直しの議論・答申と同様に、依然として固定通信と移動通信、通

信レイヤと上位レイヤといった、ユーザにとっては意味がなくなりつつある区分を前提とし

た議論がなされ、当社をはじめとするＮＴＴグループに対し、電話時代を前提とした指定電

気通信設備規制や禁止行為規制といった非対称規制を課していますが、こうした規制は、ユ

ーザの利便性が損ねるだけでなく、ＩＰ・ブロードバンドサービスの普及拡大にも影響が及

び、ひいてはＩＣＴ利活用の促進や我が国の国際競争力の向上にとっても障害になると考え

ます。 

公正競争レビュー制度の目的であるブロードバンド普及促進を図るためには、通信事業者

のネットワークサービスのみならず、国内外の様々なプレイヤーが提供するコンテンツ・ア

プリケーションサービスまで含め、情報通信市場全体を俯瞰した議論がなされるべきであ

り、当社も含む全てのプレイヤーが他のプレイヤーと自由にコラボレーションすること等を

可能とし、新たなビジネスを迅速に創出できる環境や、多様で低廉なサービスを迅速に提供

できる環境を整備するといった視点で検討を進めることが重要であると考えます。こうした

自由なマーケットにおいてこそ、各社の創意工夫や競争を通じたイノベーションが起こり、

新たなサービスが創造され、ユーザ利便が向上していくと考えます。したがって、今回、公

正競争レビュー制度に基づく検証を行なうにあたっては、ＦＴＴＨ、ＤＳＬ、ＣＡＴＶ等の

サービス毎の市場に閉じた検証を行なうのではなく、固定通信・移動通信を一つとして捉え

たＦＭＣ市場の検証やそのＦＭＣ市場が個々の市場に与える影響、更には、上位レイヤで市

場支配力を持つプレイヤーが通信市場に参入することによる影響等、市場環境や競争環境の

変化をしっかりと踏まえた検証を行なっていただく必要があると考えます。 

また、包括的検証に向けては、ＮＴＴ東西における規制の遵守状況や料金の低廉化、市場
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シェア等の動向だけでなく、ＩＣＴ利活用の促進に向けた取組を検証することとされており

ますが、今回の検証結果案においては、政府が主体となったＩＣＴ利活用の促進策（予算確

保、事業推進、規制・制度等の見直し等）の一例が紹介されているものの、その取組が情報

通信市場やＩＣＴ利活用促進に与えた影響・効果については、定量的な分析が行われておら

ず、より掘り下げた検証が必要であると考えます。加えて、通信事業者や、通信事業者以外

の端末メーカ、アプリケーション・コンテンツプロバイダ、医療機関や教育機関等のプレイ

ヤーがそれぞれどのような役割を果たし、どのようにＩＣＴ利活用促進に貢献したのかとい

った点についても、利用者側の視点も踏まえ、検証を行う必要があると考えます。 

なお、当社については、従来より事業法等の法令及び各種ガイドラインを遵守して事業活

動を行っており、また、改正事業法に定められた更なる公正競争環境整備についても、適切

な措置を講じており、公正競争上の問題は特段生じないものと考えています。上述のとお

り、ブロードバンドの普及促進を図るためにも、過去の延長線で今後の競争政策を決定する

のではなく、市場環境や競争環境の変化を十分踏まえて、現行の指定電気通信設備規制や禁

止行為規制等については、改めてその必要性から検証し、実態にそぐわない不要な規制につ

いては速やかに見直しまたは撤廃を行っていただきたいと考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

 

 

１ ブロードバンド普及促進に係る取組状況等に関する検証 
（１）ブロードバンド普及状況に関する検証 

ア ブロードバンド基盤の整備率及び利用率に関する検証（基盤整備率、基盤利用率） 
 意見５ 総務省は、次年度以降の検証において各年度の「基盤整備率」、「基盤利用率」の

目標値を設定した上で段階的な達成度合いや課題、必要な措置を明確にし、包括的検証を

実施すべき。 

 考え方５ 

■ 「基盤整備率」、及び「基盤利用率」は、都道府県別のデータが示されたことにより、実

態把握は可能と考えます。 

しかしながら、本検証結果案については、例えば、固定系超高速ブロードバンドの基盤利

用率の状況については「ブロードバンド基盤の利用が一定程度進んでいる。」と記載されて

いるに留まり、一定程度進んでいるとする背景や「ブロードバンド普及促進のための環境整

備の在り方」答申（以下、ＢＢ普及答申）などで示された「２０１５年頃を目途に全世帯で

のブロードバンドの利用」の目標に対する進捗状況が十分に検証されているとは言えないも

のと考えます。 

■ 検証結果（案）Ⅲ１（１）ア（イ）において、

「ブロードバンド基盤の利用が一定程度進んでい

る。」としているのは、全都道府県における固定系

ブロードバンドサービスの基盤利用率及び固定系超

高速ブロードバンドサービスの基盤利用率が、平成

２１年度末から平成２４年９月末にかけて向上して

いることを踏まえたものである。 
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従って、次年度以降の検証では、各年度の「基盤整備率」、「基盤利用率」の目標値を設

定した上で段階的な達成度合いや課題、必要な措置を明確にしていただき、本検証で集積し

た結果を踏まえ、包括的検証を実施していただくことが検証プロセスの透明性確保にもつな

がると考えます。 

（イー・アクセス） 

■ 本制度は、基本方針及びブロードバンド答申を踏

まえ、制度整備の実施後３年を目途に行う包括的な

検証に資するため、毎年度の継続的なチェックを行

う仕組みとして創設されたものであり、平成２６年

を目途として実施する包括的な検証においては、２

０１５年頃を目途に全世帯でのブロードバンドの利

用という目標に照らした基盤整備率及び基盤利用率

の達成度合いについての検証を行うことが考えられ

る。 

このような毎年度の継続的なチェックとしての本

制度の位置付けを踏まえつつ、制度運用ガイドライ

ンに示しているとおり、本制度に基づく検証の結

果、包括的な検証の結果を待つことなく速やかに対

応すべき課題があると認められる場合には、総務省

は、必要に応じて情報通信審議会における審議も活

用しつつ、所要の検討を行うものである。 

意見６ 基本的には数値が列挙されるに留まっているため、客観的事実等に対する要因分析

や課題の整理等を行うことにより、政策措置の必要性を判断することが可能なレベルまで

検証を深めるべき。 

 考え方６ 

■ 本検証結果（案）においては、基本的には数値が列挙されるに留まっているため、総務省

殿においては、客観的事実等に対する要因分析や課題の整理等を行うことにより、政策措置

の必要性を判断することが可能なレベルまで深めることが必要と考えます。 

特に、ブロードバンドサービスの基盤利用率は来年で 100％を目標とされているところ、例

えば、平成 23 年 9 月末～平成 24 年 9 月末の固定系ブロードバンドサービスの基盤利用率推

移は、全国で 0.6%増の 65.1%と現実的に進捗が芳しくない状況にあります。従って、本検証

結果（案）における「固定系ブロードバンドサービスの基盤利用率及び固定系超高速ブロー

ドバンドサービスの基盤利用率は、平成 21 年度末から平成 24 年 9 月末にかけて向上してお

り、ブロードバンド基盤の利用が一定程度進んでいる」の記載は、「固定系ブロードバンド

サービスの基盤利用率及び固定系超高速ブロードバンドサービスの基盤利用率は、平成 21 年

度末から平成 24 年 9 月末にかけて向上しており、ブロードバンド基盤の利用が一定程度進ん

でいるが、まだ十分とはいえない」という記載が適切と考えます。 

ブロードバンド基盤の利用が十分に進まない要因は、競争が不十分であるためと考えます

が、その場合にどういった原因・課題（回線貸出形態・貸出条件・それらに付帯する制約条

■ 客観的事実等に対する要因分析や課題の整理等

を行うべきとの御意見については、考え方１のとお

り。 

 

■ 検証結果（案）における基盤利用率に係る記述に

関する御意見については、考え方５のとおり。 

 

９ 

 



 

件、利用者への提供条件等）が存在するためであるか等の分析を行うことが必要です。 

この分析により明らかとなった課題については、平成 26 年を目途として実施する包括的な

検証の実施を待つのではなく、その年毎に、課題解決に向けた措置の実施等、追加的施策の

提案までをプロセスに組み込んで頂きたいとと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

意見７ 固定系と移動系では、歴史的背景、競争状況や技術特性等が異なるため、移動系と

固定系のデータ通信市場をそれぞれ別々の市場として市場画定・検証すべき。 

 考え方７ 

■ 固定系通信市場と移動系通信市場では、歴史的背景、競争状況や技術特性等が異なりま

す。歴史的背景をみると、固定系通信市場において、公社時代からの営業基盤・顧客基盤・

インフラを保有するＮＴＴ東・西は大きな市場支配力を持っていますが、移動系通信市場に

おいては、各社が設備競争を通じて自らインフラ構築を行ってきました。競争状況をみる

と、移動系通信と異なり、固定系通信は、平成２４年９月末でのＦＴＴＨサービスにおける

ＮＴＴ東・西のシェアは７３．４％*もあり世界的に見てもドミナント事業者のシェアが高く

なっています。さらに、技術特性をみると、移動系通信では電波の有限性により帯域幅の拡

大に限界があること等から移動系通信サービスが固定系通信サービスを代替できていない現

状があり、これが最も大きな市場の差異になっています。 

ついては、「電気通信事業分野における競争状況の評価２０１１」と同様に、移動系と固

定系のデータ通信市場をそれぞれ別々の市場として市場画定・検証することが適当と考えま

す。 

＊電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（平成２４年度第２四

半期（９月末））（平成２４年１２月１９日公表）による 

（ＫＤＤＩ） 

■ 固定・移動を一つの市場として捉えた検証を行う

ことについては、電気通信事業分野における競争状

況の評価（以下「競争評価」という。）において

も、将来的な検討の必要性は指摘しつつ、現在はサ

ービス市場について固定・移動を区別した市場画定

を行っているところであり、現時点においては別の

市場として捉えることが適当である。 

 

 

イ ブロードバンド市場環境に関する検証（契約数、提供事業者数、市場シェア、市場集中度） 
意見８ マイグレーションによりメタル市場における競争環境が失われ、結果的に固定系ブ

ロードバンドの普及促進が阻害される懸念があることから、メタル・ＰＳＴＮから光・Ｎ

ＧＮへのマイグレーションが競争環境に与える影響も検証すべき。 

考え方８ 

■ 検証結果案にも示されている通り、ＮＴＴ東西殿のＦＴＴＨの市場シェアは高い水準に推

移しておりますが、このような状況下で、メタル・ＰＳＴＮから光・ＮＧＮへのマイグレー

ションが進めば、メタルの市場環境で培った競争環境が衰退し、結果として、固定系ブロー

ドバンドの普及促進を阻害することが懸念されます。 

従って、検証結果案に示されている、ＦＴＴＨ、ＡＤＳＬの「市場シェア」、「利用者料

金」、「接続料」などのデータを用いて、例えば、「ＦＴＴＨの利用者料金の低廉化」や

■ 各種データが競争環境に与える影響を検証すべき

との御意見については、考え方１のとおり。 

 

■ ＰＳＴＮのマイグレーションの取組状況について

は、今後とも必要に応じ、検証結果（案）Ⅲ１

（２）の「関係主体の取組に関する検証」において

１０ 

 



 

「加入光ファイバ・ＮＧＮオープン化の進展状況」、「メタル回線に係る接続料の上昇」が

競争環境に与える影響も検証すべきと考えます。 

（イー・アクセス） 

対象とすることが考えられるが、情報通信審議会電

気通信事業政策部会電話網移行円滑化委員会におい

て、必要なフォローアップが行われているところで

ある。 

 意見９ 固定系ブロードバンド市場において、ＮＴＴ東西は引き続き圧倒的な市場支配力を

保有しており、ＦＴＴＨ・ＡＤＳＬ・ＣＡＴＶインターネットのサービス全体でのＮＴＴ

東西の市場シェア・市場集中度もむしろ高まっていることに留意した検証をすべき。 

 考え方９ 

■ 前述のとおり、固定系ブロードバンドの代表的サービス（平成２４年９月末で、固定系ブ

ロードバンドサービスの６５．９％を占める）であるＦＴＴＨサービスにおける平成２４年

９月末のＮＴＴ東・西のシェアは７３.４％で、依然として高止まりしています。ＮＴＴ東・

西以外で最もシェアの高い事業者でも１０％で推移しています。 

ＮＴＴ東・西のシェアが独占的であるＦＴＴＨサービスの契約数が増加し、ＡＤＳＬサー

ビスの契約数が減少していることを勘案すると、固定系ブロードバンド市場において、ＮＴ

Ｔ東・西は引き続き圧倒的な市場支配力を保有しており、ＦＴＴＨ・ＡＤＳＬ・ＣＡＴＶイ

ンターネットのサービス全体でのＮＴＴ東・西の市場シェア・市場集中度もむしろ高まって

いることに留意した検証が必要と考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

■ 検証結果（案）においては、ＦＴＴＨサービスに

ついてＮＴＴ東西のシェアが高い水準で推移してい

ることや、ＦＴＴＨサービスの市場集中度は若干減

少しているものの、各ブロードバンドサービス等の

市場集中度は寡占的な市場で見られるような高い水

準で推移していること等について示しているところ

であり、市場シェアや市場集中度の動向について

は、引き続き適切に検証を行っていく予定である。 

 

ウ ブロードバンド利用環境に関する検証（利用者料金、接続料と利用者料金との関係） 
 意見１０ ＮＴＴドコモは低利用者向けの料金プランや、シニアや若年層の利用者向けの低

料金の料金プランの提供を開始している。 

 考え方１０ 

■ 当社は新たな通信方式である LTE 方式に対応した料金プランにおいて、2012 年 10 月より、

通信速度が制限されない通信料の上限を 3GB/月とする低利用者向けの料金プランを提供開始

したほか、らくらくスマートフォンやスマートフォン for ジュニアといったシニアや若年層

向けの端末の利用者に適した 2,980 円/月を上限とする低料金の料金プランを 2012 年 8 月、

2013年 2月にそれぞれ提供開始し、お客様から大変ご好評をいただいているところです。 

今後も当社は、お客様満足を第一に考え、お客様の様々なニーズに対応した料金・サービ

スを提供していく所存です。 

（ＮＴＴドコモ） 

■ 総務省としては、移動体データ通信サービスの利

用者料金について、各事業者の経営判断による低

廉・多様な料金プランの設定等により、利用者にと

って利用しやすい料金となることを期待していると

ころである。 

 意見１１ 移動体データ通信サービスの利用者料金については、今後も事業者間の競争に委

ねるべき。 

 考え方１１ 

■ 移動体データ通信サービスの利用者料金については、これまで事業者が、より高速・大容

量のサービスを提供する中、競争環境等を考慮し、設定しています。 

■ 総務省としては、移動体データ通信サービスの利

用者料金について、各事業者の経営判断による低

１１ 

 



 

料金水準の各国との比較については、サービス（LTE 等）の普及状況やその内容・品質、ユ

ーザの利用実態（データ使用量等）が、各国間さらには事業者間において異なる状況である

こと、また電気通信サービスに係る内外価格差調査の結果も、購買力平価による評価とは差

があること等を踏まえ、本検証結果（案）のとおり、一概に「高い水準」といえるのか慎重

に検討する必要があると考えます※1。 

更に、こうした移動体データサービスの市場環境を考慮すると、今後においても利用者料

金については事業者間の競争に委ねることが適切と考えます。 

※１「電気通信サービスに係る内外価格差調査－平成 23 年度調査結果－」（平成 24 年 8 月

28 日）の注釈では「購買力平価による評価では、東京は共に平均的な水準にあると評

価している。」と記載 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000173763.pdf 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

廉・多様な料金プランの設定等により、利用者にと

って利用しやすい料金となることを期待していると

ころであるが、検証結果（案）Ⅲ１（１）ウにおい

て、ＭＮＯ各社のスマートフォン用の定額制プラン

の料金が一律に同水準となっていること、当該定額

制プランにおいて通信速度が制限されない通信量の

上限は一部の料金プランを除き一律７ＧＢ／月とな

っていること、「電気通信サービスに係る内外価格

差調査 －平成２３年度調査結果－」（平成２４年

８月公表）において携帯電話の音声・メール・デー

タ利用について東京は最も高い水準にあると評価し

ていること等を指摘しているところであり、これら

の検証結果や近年のモバイル市場における環境変化

を踏まえ、例えば利用者料金において複数事業者が

協調する状況が生じる等、競争が機能していない状

況が生じていないか否か等も含め、今後とも状況を

引き続き注視していくこととする。 

 

■ なお、各国のサービス提供条件は様々であり、同

内外価格差調査の結果は指標の一つとして捉えるこ

とが適切であることは、調査結果の中で述べている

とおりである。 

 意見１２ 総務省が実施するスタックテストについては、検証に利用した数値の算出方法や

検証の考え方を公開し、その基準が適当かどうかを検証できるようにすべき。また、接続

料と利用者料金の関係については、各種割引サービスを考慮した利用者料金を用いて評価

を行うべき。 

 考え方１２ 

■ スタックテストにおいては、平成 24 年 7 月 27 日「接続料と利用者料金との関係の検証

（スタックテスト）の運用に関するガイドライン」の改正において、総務省殿の考え方「NTT 

東西の設備構成を想起させる情報など経営情報に該当する情報を非公開としているところで

ある。」が示されています。 

・ しかし、シェアドアクセス方式を利用したサービスについては、1 芯あたりの利用芯線数

により、その検証結果が異なるケースが想定されます。よって、総務省殿が実施するスタッ

クテストについては、総務省殿が検証に利用した数値の算出方法や検証の考え方（妥当とす

■ 総務省が実施するスタックテストにおいて検証に

利用した数値の算出方法や検証の考え方を公開すべ

きとの御意見については、「接続料と利用者料金と

の関係の検証（スタックテスト）の運用に関するガ

イドライン」（平成２４年７月改正。以下「スタッ

クテストガイドライン」という。）においては、ス

タックテストの透明性を確保するため、検証結果に

１２ 
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る分岐あたりのユーザ数、対象とする設備範囲（例：ＯＳＵ～ＯＮＵ等）を公開し、その基

準が適当かどうかを検証できるようにすべきです。 

・ なお、現在のフレッツ光の戸建ての料金は、ＮＴＴ東日本殿（2 年目：実質 3,570 円）・Ｎ

ＴＴ西日本殿（8 年目：3790.5 円）で提供をされています。一方で、事業者がＦＴＴＨサー

ビスを提供するため、ＮＴＴ殿の設備をＯＳＵから屋内配線までを借りた場合は、Ｈ25 年度

の接続料申請値でＮＴＴ東西各 5,000 円程度が必要となります。この費用にその他の必要費

用を上乗せすると、ＮＴＴ東西殿とは到底勝負が出来ない状況となります。 

・ また、ＮＴＴ東西殿は販売施策として各種キャンペーンを実施しています。例えば、基本

料数ヶ月無料や工事代相当額を基本料から値引くというものです。それらには、キャンペー

ン名を変えることで実質的には定常割引サービスと考えられるものも存在し、利用者からす

ると、キャンペーンを加味したものが利用者料金（基本料）であるといえます。 

・ よって、接続料と利用者料金との関係からは、各種割引サービスを考慮した利用者料金を

用いて競争評価レビュー制度で評価を行うべきです。 

・ 総務省殿におかれましては、公正競争の観点から実勢利用者料金を把握したうえで、その

利用者料金についてはスタックテストの結果として公開頂きたいと考えます。 

（ＤＳＬ協議会） 

ついては、当該結果が接続料設定事業者の経営情報

に該当する場合があることに配意しつつ、可能な限

り公開することとしている。これを踏まえ、検証に

利用した数値の算出方法や検証の考え方について

は、これを公表することによりＮＴＴ東西の設備構

成が想起される等、ＮＴＴ東西に不当な不利益が生

じるおそれがあることにも留意しつつ、経営情報に

該当しないと認められる情報については公開してい

るところである。 

 

■ スタックテストについて、割引サービスを考慮し

た利用者料金を用いるべきとの御意見については、

スタックテストは、接続料の水準が不当なものでな

いことを確認するために行うものであり、利用者料

金の妥当性を検証することを目的とするものではな

い。また、接続料を設定する事業者が大括りのサー

ビスごとにスタックテストの実施を求められている

ところであり、接続料の適正性の検証の観点から

は、必ずしも割引サービスを考慮した利用者料金を

用いる必要はないと考えられる。 

 

■ 各種割引サービスを考慮した利用者料金と接続料

の関係を競争評価において検証すべきとの御意見に

ついては、今後の参考とさせていただく。 

 意見１３ スタックテストにおいて、利用者利便性の確保及び競争環境維持の観点より、

「移行期における接続料のあり方」の観点を新たに追加し、評価を行うべき。 

 考え方１３ 

■ スタックテストは、「接続料の妥当性を多角的に検証する観点」で実施されており、総務

省殿が実施するスタックテストの検証区分は、「個々のサービスメニューごととし、その対

象範囲は、次のサービスのうち市場が拡大傾向にあるものを基本として、総務省が毎年度決

定する。」であり、新規サービスや市場拡大を前提としたものになっています。 

しかし、PSTN から IP 網へのマイグレーションを本格化している現状においては、需要の減

少に伴い接続料は上昇し、利用者料金における接続料割合は増すばかりです。 

一方、事業者が利用者料金の値上げを実施することは、利用者利便性の観点から現実的で

■ 移行期におけるメタル回線の接続料算定の在り方

については、ブロードバンド答申において、コスト

の検証を行い、更なる適正化に向けた検討を行って

いくことが適当であるとされたことを踏まえ、現

在、「メタル回線のコストの在り方に関する検討

会」において検討を行っているところである。 
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はありません。 

接続料金が上昇し続けた場合においても、事業者はサービス提供に最善を尽くしますが、

今後、事業者によっては、接続料上昇に耐えきれず、サービス維持のために利用者料金の値

上げを行うこと以外に手段がなくなる場合も想定されます。その結果、当該事業者は市場よ

り排他され、競争市場が歪められることとなり、適格電気通信事業者である東日本電信電話

株式会社（以下、「NTT 東日本」という。）殿及び西日本電信電話株式会社（以下、「NTT 西

日本」という。）殿（以下、合わせて「NTT 東西殿」という。）の独占に回帰することも考え

られます。 

よって、総務省殿においては、利用者利便性の確保及び競争環境維持の観点より、「移行

期における接続料のあり方」の観点を新たに追加し、評価を行うべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

■ スタックテストガイドラインにおいて、ＮＴＴ東

西は大括りのサービスごとにスタックテストの実施

を求められているところであり、「加入電話・ＩＳ

ＤＮ基本料」、「加入電話・ＩＳＤＮ通話料」「フ

レッツＡＤＳＬ」等の検証区分により検証がなされ

ていることから、需要が減少しつつあるサービスに

ついても接続料の妥当性について一定の検証がなさ

れており、現時点においては、これに加えて新たな

検証を行うまでの必要性はないと考えられる。 

 

■ また、総務省が実施する個々のサービスメニュー

ごとのスタックテストの対象については、スタック

テストガイドラインにおいて、①新規に接続料が設

定された機能を利用して提供されるサービス、②接

続料の算定方法が変更された機能を利用して提供さ

れるサービス、③将来原価方式により算定された機

能を利用して提供されるサービスのうち、市場が拡

大傾向にあるものを基本とすることとしている。こ

れらに該当しない加入電話・ＤＳＬ等のサービスに

ついては、接続料の適正性の検証の観点からは、長

期増分費用方式又は実績原価方式により算定されて

いる接続料についてまで必ずしも総務省が実施する

スタックテストの対象とする必要はないと考えられ

る。 

 

（２）関係主体の取組に関する検証 
ア 未整備地域における基盤の整備に関する取組 

  

意見なし 意見なし 

 

イ 公正競争環境の整備に関する取組 
 意見１４ 総務省は、加入者光ファイバ接続料に係るエントリーメニューの利用実数を検  考え方１４ 

１４ 

 



 

証・評価することに加え、大手事業者が当該メニューを活用し非競争地域に参入したかど

うかも合わせて検証すべき。 

■ エントリーメニューについては、「十分な光配線区画の拡大策が講じられるまでの間につ

いて、多様な事業者、とりわけ ＦＴＴＨ サービス市場への参入のハードルが高いと想定さ

れる規模の比較的小さい事業者に「参入の弾力化」という効果をもたらす競争促進策を補完

的に講じることが適当」との考えにより導入されたと理解していますが、我々地域のＤＳＬ

事業者が利用し、ドライカッパ接続料と同水準とするためにはＮＴＴ東日本エリア 2.8、ＮＴ

Ｔ西日本エリア 2.7との大手事業者のみ達成可能な数字であることには変わりありません。 

・ また、利用しないメニューの多額の改修費用負担を強いられることも残念でありません。 

・ 更に、情報通信行政・郵政行政審議会 接続委員会にて「スケールメリットを活かせる体力

のある大手事業者が、エントリーメニューを活用して非競争地域に参入してくることが容易

に想定できるため、むしろ当該地域で少数の大手事業者の寡占を許すような方策」の可能性

について警告をしてまいりました。 

・ よって総務省殿は、エントリーメニューの利用実数を検証・評価することに加え、大手事

業者が当該メニューを活用し非競争地域に参入したかどうかも合わせて検証すべきです。 

（ＤＳＬ協議会） 

■ エントリーメニューについては、平成２５年３月

から提供が開始されたため、ＮＴＴ東西からの状況

報告等を踏まえ、総務省において、利用状況を注視

するとともに、情報通信行政・郵政行政審議会にお

いて、適宜の時機に報告することとする。 

 

 意見１５ 「業務委託先子会社に対する監督義務」及び「機能分離措置」が公正競争環境の

確保に実効的に機能しているか明確化すべき。 

 考え方１５ 

■ 検証結果案の内容に加え、「業務委託先子会社に対する監督義務」、及び「機能分離措

置」が公正競争環境の確保に実効的に機能しているか明確化すべきであり、「ＮＴＴ東西殿

の実施内容」、及び「総務省殿の検証結果」も評価の対象とすべきと考えます。 

（イー・アクセス） 

■ 検証結果（案）Ⅲ１（２）イの「公正競争環境の

整備に関する取組」は、これまでに進められた様々

な施策や取組について検証を行うものであり、業務

委託先子会社等監督及び機能分離の運用状況に関す

る検証については、検証結果（案）Ⅲ２（４）及び

（５）において、公正競争環境の確保の観点から検

証を行っているところである。 

 意見１６ エントリーメニューの「利用事業者数」や「新規参入事業者数」などの実績につ

いても検証を行うべき。また、競争評価の戦略的評価における「事業者間取引の状況」に

おいてもオープンに評価・分析すべき。 

 考え方１６ 

■ ２０１２年３月に、情報通信行政・郵政行政審議会にて、ＦＴＴＨ市場におけるサービス

競争促進は「ＮＴＴ東西殿による光配線区画の拡大」と、その補完的措置として多様な事業

者のＦＴＴＨサービス市場への参入の弾力化を目的の一つとした「エントリーメニューの導

入」により進められる方向性が示されましたが、これらの取組が、競争事業者の新規参入の

促進に実効的に機能しているか検証する必要があると考えます。 

■ 本制度におけるエントリーメニューに係る検証に

ついては考え方１４のとおり。 

  なお、競争評価の戦略的評価におけるエントリー

メニューの扱いについては、今後の参考とさせてい

ただく。 

１５ 

 



 

従って、検証結果案の内容に加えて、例えば、当該メニューの「利用事業者数」や「新規

参入事業者数」などの実績や、競争評価の戦略的評価における「事業者間取引の状況」にお

いてもオープンに評価・分析していただくべきと考えます。 

（イー・アクセス） 

 意見１７ 配線区画の拡大について、拡大配線区画においても既存配線区画から拡大配線区

画への屋内配線の転用が既存配線区画と同等に可能となるような工法を採用するようＮＴ

Ｔ東西に要請すべき。また、エントリーメニューについては、利用可能性が著しく低いと

想定されること、多額の システム改修を行っていることから、競争評価で利用実数や費

用対効果等といった導入効果の検証・評価を行うべき。 

 考え方１７ 

■ 加入光ファイバ接続料の見直しについては、「競争阻害要因の解消に向けた本質的な対

応」※2 との考えより、光配線区画の拡大とその補完的措置としてのエントリーメニューが導

入されたと理解しています。 

配線区画の拡大については、トライアルが進められていますが、NTT 東西殿より、拡大配線

区画においては屋内配線の転用ができない可能性がある旨の説明がなされています。既存配

線区画では、約 9 割程度の屋内配線の転用ができており、一定の競争環境は担保されている

と考えられます。しかし、「競争阻害要因の解消に向けた本質的な対応」の考えにより導入

される拡大配線区画において屋内配線の転用ができない場合、事業者は利用者宅内の工事を

再度実施する必要があり、利用者利便性を下げるだけではなく事業者の競争力を下げる結果

となります。 

よって、総務省殿においては拡大配線区画を利用する新規参入事業者のサービス競争を活

発にすべく、拡大配線区画においても既存配線区画から拡大配線区画への屋内配線の転用が

既存配線区画と同等に可能となるような工法を採用するよう NTT 東西殿に要請すべきと考え

ます。 

エントリーメニューについては、接続委員会において、ほとんどの事業者が積極的に利用

する意向がなかったことが示されており、利用可能性が著しく低いと想定されるメニューで

あること、また多額のシステム改修を行っていることからも、総務省殿においては、競争評

価で当該メニューの利用実数や費用対効果等といった導入効果の検証・評価を行うべきと考

えます。また、配線区画の拡大についての進捗についても、継続的に検証を行い、どの程度

FTTH市場の活性化に寄与したかを具体的に検証すべきと考えます。 

また、その結果が不十分な場合は、ブロードバンドの基盤利用率向上を目的とした低廉な

接続料を実現するため、普及を優先し接続料を大胆に下げる等の新たな考え方を採用するこ

とも必要と考えます。 

※2 「加入光ファイバ接続料の算定に関する検討（答申）」（平成 24 年 3 月 29 日）より抜

■ 他事業者向けの光配線区画における光屋内配線の

転用等については、まずはトライアルにおいて課題

を整理し、その解決に向けた方策について、本格提

供に向けて検討を行うことが適当である。 

 

■ 競争評価におけるエントリーメニューの扱いにつ

いては、今後の参考とさせていただく。 
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粋 http://www.soumu.go.jp/main_content/000153271.pdf 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

ウ ＩＣＴ利活用の促進に関する取組 
  

意見なし 意見なし 

 

２ ＮＴＴ東西等における規制の遵守状況等の検証 
（１）第一種指定電気通信設備に関する検証 

ア 指定要件に関する検証 
 意見１８ ネガティブリスト方式を維持すべきであり、また、端末系伝送路設備の種別（メ

タル・光）を区別せず指定することを維持すべき。 

 考え方１８ 

■ 指定しない設備を具体的に列挙する方式（ネガティブリスト方式）を維持すべき、端末系

伝送路設備の種別（メタル・光）を区別せず指定することを維持すべき等の指摘（意見７）

について 

検証結果案の通り、「ネガティブリスト方式」は、競争事業者がボトルネック設備を用い

た新たなサービスを迅速に提供することを可能とし、市場の公正競争環境を確保するために

必要不可欠なものであるため、現行の指定方法は維持すべきであると考えます。 

また、「端末系伝送路設備の種別（メタル・光）」についても、両回線は共通の線路敷設

基盤上にて敷設され、ブロードバンド回線として代替性の高い回線であること等を踏まえれ

ば、引き続き現行の指定方法を維持すべきであると考えます。 

（イー・アクセス） 

 

■ 第一種指定電気通信設備の指定要件については、「①共に利用者から見て代替性の高いブ

ロードバンドサービスの提供に用いられていること、②既存の電柱・管路等の共通の線路敷

設基盤の上に敷設されていること、③実態として NTT 東西はメタル回線を光ファイバ回線に

更新する際のコスト・手続の両面において優位性を有していること等に鑑みれば、合理性が

ある」と認められ、実態的にも従来の考え方を変更する特段の事情が認められないことか

ら、引き続き、ネガティブリスト方式の採用と端末系伝送路設備の種別（メタル･光）を区別

せずに第一種指定電気通信設備の指定を行うとの考え方を維持する本検証結果（案）に賛同

します。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

■ 検証結果（案）に対する賛成の御意見として承

る。 
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■ 現行の指定方式は「一種指定設備制度の趣旨に照らして妥当」であると考えます。また、

「考え方を変更すべき特段の事情は依然認められない」とする総務省の考え方は適切であ

り、現行方式を維持する考え方に賛同します。 

（ＫＤＤＩ） 

 意見１９ 一種指定設備の指定については、サービス開始前に認可申請が必要になるなど、

競争上不利となることから、ネガティブリスト方式からポジティブリスト方式に見直すと

ともに、必要最小限のものに限定すべき。 

 考え方１９ 

■ 現行制度の下においては、ＮＴＴ東西のほぼ全ての県内電気通信設備が、ボトルネック性

の有無についての十分な検証がされないままに、ボトルネック性を有するとの蓋然性がある

という理由で、原則として全て指定電気通信設備とされるネガティブリスト方式が採用され

ています。 

  しかしながら、本来、規制の対象となる設備は、行政当局が個別に不可欠性を挙証できた

必要最小限のものに限定すべきであると考えます。 

  なお、昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果において「ポジティブリスト方式

に変更した場合、ボトルネック性を有する設備であるにもかかわらず一定期間指定されない

場合が生じ得るため、電気通信市場の健全な発達が損なわれる可能性がある」とされており

ますが、新たに導入する設備が不可欠性を有することになるかどうかは、導入当初では判断

できないはずであり、むしろ現に指定されているルータ等の局内装置は、他事業者が自ら設

置し、当社の局内装置を利用するケースはほとんど皆無であることを踏まえれば、不可欠性

はなく、これらの装置を指定電気通信設備とすることは、過剰な規制であると考えます。 

  このように、新たに導入する設備をすべて指定電気通信設備の対象とする現行の指定方法

は、「必要以上の設備を指定電気通信設備として指定することは回避されなければならな

い」とする「コロケーションルールの見直し等に係る接続ルールの整備について」答申（平

成１９年３月３０日）の趣旨にも反していると考えます。 

  加えて、昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果において「現時点においても、

ネガティブリスト方式の採用がＮＴＴ東西による迅速なサービス提供等に対し重大な支障と

なっているという事実は認められない」とされておりますが、熾烈な競争が繰り広げられて

いるブロードバンド市場においては、たとえ「数ヶ月」であっても、サービス開始前に接続

約款の認可又は告示改正等の行政手続きが必要となること、また事実上、認可申請前にも事

前説明に一定の時間が必要となることは、当社を競争上極めて不利な立場に置くだけでな

く、お客様に対して新サービスの提供や料金値下げが遅れる結果となり、お客様利便を著し

く損ねていると考えます。 

■ 検証結果（案）Ⅲ２（１）アにおいて示したとお

り、現行の第一種指定電気通信設備（以下「一種指

定設備」という。）の指定については、情報通信審

議会答申「コロケーションルールの見直し等に係る

接続ルールの整備について」（平成１９年情通審第

３４号。以下「３月答申」という。）において、伝

送路設備及び交換等設備に対する指定方法をネガテ

ィブリスト方式（指定しない設備を具体的に列挙す

る方式）からポジティブリスト方式（指定する設備

を具体的に列挙する方式）に変更した場合、ボトル

ネック性を有する設備であるにもかかわらず一定期

間指定されない場合が生じ得るため、電気通信市場

の健全な発達が損なわれる可能性がある旨が示され

ているところである。 

昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果

では、ネガティブリスト方式の採用がＮＴＴ東西に

よる迅速なサービス提供等に対し重大な支障となっ

ているという事実は認められないとしたところであ

る。 

この点については、新たに導入する設備は、アク

セス回線と一体的に機能する蓋然性は高いものと考

えられることに加え、競争セーフガード制度及び本

制度において毎年度指定対象設備を検証しているこ

とを踏まえると、現行の指定方法は、「必要以上の

設備を指定電気通信設備として指定することは回避
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  また、昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果において「新たに導入する設備

は、アクセス回線と一体的に機能する蓋然性は高いものと考えられる」とされております

が、当社は、光ファイバ等のアクセス回線を当社（利用部門）と同等の条件で他事業者に貸

し出しており、現に、他事業者は、オープン化された当社の光ファイバ等を利用してエンド

エンドでＩＰ通信網を構築しサービスを展開していることから、アクセスのボトルネック性

はネットワークとは遮断されおり、こうしたご指摘は当たらないと考えます。 

   したがって、行政当局においては、現行の指定告示の規定方法である「指定しない設備を

具体的に列挙する方法」を「指定する設備を具体的に列挙する方法」に見直すとともに、指

定電気通信設備の対象とする具体的な基準を明らかにし、その対象設備は、行政当局が個別

にボトルネック性を挙証できた必要最小限のものに限定すべきであると考えます。   

（ＮＴＴ東日本） 

 

■ 殆ど全ての県内設備に事前規制をかける現行の第一種指定電気通信設備の指定方法を継続

した場合、健全な競争が繰り広げられているブロードバンド通信市場においても、サービス

開始前に接続約款の認可又は告示改正等の行政手続きが必要となり、また、認可申請前の事

前説明にも一定の時間が必要となるため、お客様に対する新サービスの提供や料金値下げを

遅らせる原因となり、当社を他事業者との競争上極めて不利な立場に置くことになるだけで

なく、更なるブロードバンド普及に向けたインフラ整備や新規サービス開発の芽を摘むこと

によって、お客様の利便の向上を妨げることになると考えます。 

・ したがって、現行制度の下においては、ＮＴＴ東西のほぼ全ての県内電気通信設備が、ボ

トルネック性の有無についての十分な検証がされないままに、ボトルネック性を有するとの

蓋然性があるという理由で、原則として全て指定電気通信設備とされるネガティブリスト方

式が採用されておりますが、本来、規制の対象となる設備は、行政当局が個別に不可欠性を

挙証できた必要最小限のものに限定し、具体的に列挙する方式（ポジティブリスト方式）を

採用すべきと考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

されなければならない」とする３月答申の趣旨に反

しているものではなく、一種指定設備制度の趣旨に

照らして妥当である。 

 

イ 指定の対象に関する検証 
 意見２０ 競争事業者にとってＮＴＴ東西殿の加入光ファイバを利用することが必要不可欠

であることから、検証結果（案）のとおり、加入光ファイバを引き続き一種指定設備の対

象とすべき。 

 考え方２０ 

■ ＦＴＴＨ市場におけるＮＴＴ東西殿の市場シェアは７３．４％（※１）、設備シェアは７

７．３％（※２）と依然として独占化傾向にあり、競争事業者にとってＮＴＴ東西殿の加入

■ 検証結果（案）に対する賛成の御意見として承

る。 
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光ファイバを利用することが必要不可欠であることから、検証結果案の通り、加入光ファイ

バを引き続き一種指定設備の対象とすることが必要と考えます。 

（※１）電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データ 

（２０１２年９月末時点） 

（※２）平成２３年度末における固定端末系伝送路設備の設置状況 

（イー・アクセス） 

 

■ NTT 東西殿の次世代ネットワーク（以下、「NTT-NGN」という。）、地域 IP 網や光アクセス

回線については、依然として競争事業者にとって実質的に代替性の無いボトルネック設備で

あること等から、現在指定を受けている第一種指定電気通信設備について、引き続き指定を

継続すべきといった考え方を維持する本検証結果（案）に賛同します。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 「状況は現時点においても変わりはないことから、加入光ファイバを引き続き一種指定設

備に指定することが適当」との総務省の考え方に賛同します。 

ＮＴＴ東・西は、公社時代からの線路敷設基盤を利用して光ファイバを敷設し、全加入者

回線の９割以上の回線を保有しています。当社は、設備競争によりＦＴＴＨ市場を活性化さ

せるべく努力してきましたが、公社時代からの優位性や強固な財務基盤のない競争事業者に

とって、全国あまねく敷設することは事実上困難です。ＮＴＴ東・西の光ファイバを利用す

ることができなくなれば、独占回帰することは明らかであり、ひいてはお客様への利便性を

損ねることになります。公正競争によりＦＴＴＨ市場を活性化させるためには、ＮＴＴ東・

西の光ファイバを引き続き一種指定設備に指定することが必要です。 

（ＫＤＤＩ） 

 意見２１ マンション向け屋内配線の指定設備化が重要。屋内配線の相互転用の実施につい

ては、継続的にトライアルの進捗状況を確認し、課題等について積極的に検証を行うべ

き。 

 考え方２１ 

■ マンション向け屋内配線の指定設備化については、日本の全世帯の約 42％が集合住宅であ

ること、NTT 東西殿のマンション向け屋内配線の光配線方式の割合が上昇していることから、

非常に重要な方策であると考えます。 

屋内配線の相互転用の実施についてはトライアルの実施が計画されているところ、総務省

殿においては継続的にトライアルの進捗状況を確認し、課題等について積極的に検証を行う

べきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

■ 検証結果（案）Ⅲ２（１）イ（イ）において示し

たとおり、マンション向け光屋内配線については、

３種類の設置形態のうち、光ファイバを用いて各利

用者宅まで屋内配線を敷設する方式である光配線方

式の割合は約２３％（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日

本）（いずれも平成２４年３月末時点）に留まって

おり、ＮＴＴ東西のＦＴＴＨシェアとマンション向
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け屋内配線のシェアは依然連動しているとはいえ

ず、光屋内配線の法的位置付けを変えるまでには至

っていないと考えられることから、一種指定設備と

して指定する必要性については、現時点では認めら

れず、引き続き状況を注視していくこととする。 

 意見２２ 設備ベース競争の進展に鑑み、不可欠性のない設備については、早急に一種指定

設備の対象から除外すべき。 

 考え方２２ 

■ 指定電気通信設備制度が導入された当時は、電話の時代であり、他事業者が加入者回線の

敷設や加入者交換機を設置して、当社と同等のネットワークを自ら構築することが実質的に

困難であったことから、他事業者がサービスを提供するために当社の固定電話網が不可欠で

あるとして、規制が課されてきました。 

  しかしながら、ＩＰ・ブロードバンド時代においては、他事業者は、ルータ等の局内装置

を自ら設置し独自のＩＰ通信網を構築し、アクセス回線も自ら敷設、あるいは当社がオープ

ン化により提供しているダークファイバ等を利用してサービス提供しており、当社のＮＧＮ

をはじめとするＩＰ通信網に固定電話網のような不可欠性はありません。 

  現に、電力系事業者、ＫＤＤＩ殿、ＣＡＴＶ事業者といった固定系の事業者だけでなく、

ＷｉＭＡＸやＬＴＥ等を用いた移動系の事業者を含め、自ら設備を構築してサービスを提供

する事業者間で熾烈な競争が展開されています。 

  また、ＮＴＴ東西の加入電話契約者数は、平成１０年年３月末時点のピーク時に約６，３

００万でしたが、平成２４年９月末時点では約３，０００万へと減少しています。一方、フ

レッツ光のひかり電話契約者数（ｃｈ数）は、平成２４年９月末時点で約１，５００万たら

ずであり、加入電話のピーク時に比べると約１，８００万ものお客様が、ＮＴＴ東西の固定

電話以外の他社直収電話やＦＴＴＨサービス又は携帯電話等へ移行したものと想定されま

す。 

  こうした状況は、お客様ご自身が他社サービスのご利用を自由に選択した結果であり、ま

た、近年の傾向として、スマートフォン等の携帯電話しか持たないお客様も相当数いらっし

ゃることも踏まえれば、当社のＩＰ通信網は、携帯電話も含め、各事業者が提供する多様な

ネットワークの選択肢の一つに過ぎないと考えます。 

したがって、今年度の検証にあたっては、このような市場環境・競争環境を十分に検証

し、「不可欠性」のない設備については、早急に指定電気通信設備の対象から除外していた

だきたいと考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

■ 「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビ

ュー制度の運用に関する意見及びその考え方」（平

成２５年１月公表。以下「検証結果（案）参考資

料」という。）の考え方９において示したとおり、

一種指定設備の対象については、競争セーフガード

制度及び本制度による運用を通じて毎年度検証する

こととしており、今年度においても制度運用ガイド

ラインに示す考え方に基づき検証し、その妥当性・

適正性の確保に努めることとしている。 
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■ 指定電気通信設備制度が導入された当時は、電話の時代であり、他事業者が加入者回線や

加入者交換機を自ら設置して、当社と同等のネットワークを自前構築することは実質的に困

難であったことから、他事業者がサービスを提供するためには、当社の固定電話網が不可欠

であるとして、規制が課されてきました。 

しかしながら、ＩＰ・ブロードバンド時代には、他事業者は、ルータ等の局内装置を自ら

設置して独自のＩＰ網を構築し、アクセス回線も自ら敷設、あるいは当社がオープン化して

提供するダークファイバ等を利用してサービス提供しているところであり、現に、電力系事

業者、ＫＤＤＩ殿、ＣＡＴＶ事業者といった固定系の事業者だけでなく、ＷｉＭＡＸやＬＴ

Ｅ等を用いた無線系の事業者を含め、自ら設備を構築してサービスを提供する事業者間で熾

烈な競争が展開されていることから、当社のＮＧＮをはじめとするＩＰ網には当社の固定電

話網のような不可欠性はありません。 

また、ＮＴＴ東西の加入電話契約者数は、平成１０年３月末時点のピーク時に約６，３０

０万でしたが、平成２４年９月末時点では約３，０００万へと減少しています。一方、フレ

ッツ光のひかり電話契約者数（ｃｈ数）は、平成２４年９月末時点で約１，５００万足らず

に留まっており、加入電話契約者数のピーク時と比べると、約１，８００万ものお客様が、

携帯電話や他社直収電話に移行したものと考えられます。これらに加えて、特に、最近の傾

向として、スマートフォン等しか持たないお客様が増えてきていることも踏まえれば、当社

のＩＰ網は、携帯電話網を含め、各事業者が提供する多様なネットワークに係る選択肢の一

つに過ぎないと考えます。 

したがって、今年度の検証にあたっては、このような市場環境・競争環境を十分に検証

し、「不可欠性」がない設備については、早急に指定電気通信設備の対象から除外していた

だきたいと考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

 意見２３ ＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網等のＩＰ通信網は、現に他事業者は独自の

ＩＰ網を構築するなど、ボトルネック性はないことから、一種指定設備の対象から除外す

べき。 

 考え方２３ 

■ 当社のＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網等のＩＰ通信網については、以下の観点か

ら、指定電気通信設備の対象から除外していただきたいと考えます。 

（１）世界で最も徹底したオープン化を図ってきた結果、他事業者は当社と同等の条件で独

自にＩＰ通信網を構築できる環境が十分整っており、現に他事業者は独自のＩＰ通信

網を既に構築していること、 

・また、他事業者は、アクセス回線を自ら敷設、若しくは当社の光ファイバ等を利用し

てエンドエンドで設備を構築し、サービスを展開していることから、光ファイバ等の

■ ＮＧＮについては、検証結果（案）参考資料の考

え方８において示したとおり、情報通信審議会答申

「次世代ネットワークに係る接続ルールの在り方に

ついて」（平成２０年情審通第５３号。以下「ＮＧ

Ｎ答申」という。）において、シェア７４％超を占

めるＦＴＴＨサービスやシェア７０％近いひかり電

話等に利用されるネットワークであり、他事業者の
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アクセス回線のボトルネック性はネットワークとは遮断されており、当社のＮＧＮを

はじめとするＩＰ通信網自体にボトルネック性はないこと。 

・他事業者が自前の設備を使って独自のＩＰ通信網を構築できるよう、当社は光ファイ

バや局舎コロケーションといった「素材」や、電柱・管路といった線路敷設基盤を最

大限提供しております。 

    中継ダークファイバの提供実績： 

１６４事業者、３，４０８区間、約５．０万芯（平成２０年３月末） 

⇒１５２事業者、３，８３２区間、約７．３万芯（平成２４年９月末） 

局舎コロケーションの提供実績： 

１００事業者、１，９００ビル、約３．５万架（平成２０年３月末） 

⇒９６事業者、２，０５２ビル、約４．５万架（平成２４年３月末） 

・また、年々多様化する他事業者からの新しい要望等にお応えするため、接続メニュー

の多様化、手続きの迅速化、情報開示の充実等を通じて、市場拡大・サービス競争の

促進に寄与しています。 

（２）競争が進展しているブロードバンド市場において、当社のＩＰ通信網（ＮＧＮを含

む）を規制する理由はないこと。 

・固定ブロードバンド市場における、当社のシェア（平成２４年９月末)は５８．１％、

特に首都圏では５１．５％と熾烈な競争が展開されており、その結果、我が国では、

光サービスが世界に先駆けて普及する等、世界で最も低廉で高速なブロードバンドサ

ービス環境が実現しています。 

・ＦＴＴＨサービスだけに市場を限定した場合でも、ＫＤＤＩ殿の本格展開に伴い、四

半期別の純増数で見ると、当社のシェアは平成２３年度第３四半期では７７．１％で

あったのに対し、直近の平成２４年度第２四半期では３５．７％まで低下していま

す。さらに、純増数シェアをエリア別に見ると、例えば競争の激しい東京都は約１

０．６％となっております。 

・冒頭で述べたとおり、ＷｉＭＡＸやＬＴＥが商用化され、超高速ブロードバンド化が

急速に進展してきていることや、スマートフォン等の高度な機能を有する端末の普及

に伴い、固定系ブロードバンドは利用せずに移動系ブロードバンドのみを利用するユ

ーザもいることを踏まえると、移動系を含めたブロードバンド市場全体の中の１つの

ネットワークとして当社のＩＰ通信網（ＮＧＮを含む）を捉えることが適当であり、

当該市場におけるＮＴＴ東西のシェア（平成２４年９月末)は１０．２％に過ぎませ

ん。 

（３）加入者光ファイバについて、諸外国で日本のように厳格なアンバンドル規制を課して

構築したネットワークを利用してサービス提供を行

うビジネスモデルを採用する事業者（ＦＶＮＯ）や

固定電話網・ＩＰ網などネットワークを自ら構築し

保有している事業者（ＦＮＯ）にとって、利用の公

平性が確保された形で自網とＮＧＮを接続可能であ

ることがその事業展開上不可欠であり、かつ、利用

者利便の確保の観点からも不可欠であると考えられ

ること等から、ＮＧＮを一種指定設備に指定するこ

ととされたものである。 

ブロードバンド答申においても、同様の点につい

て確認がなされた上で、「今後我が国の基幹的なコ

ア網としての役割が想定されるＮＧＮにおいて、多

様な事業者が、競争的なサービスや多様なコンテン

ツ・アプリケーションサービスを柔軟に提供できる

環境を整備することがこれまで以上に重要となって

いる」とされたところである。 

また、ＮＴＴ東西のＦＴＴＨユーザは、ＮＧＮの

収容ルータに収容されると、現時点ではコア網とし

て他事業者網を選択できないことから、ＮＧＮはメ

タル回線をアクセス回線とする電話網等よりも他事

業者にとっての事業展開上のボトルネック性が一層

高いという特性を有している。 

平成２４年１２月末時点でもＦＴＴＨサービスに

おけるＮＴＴ東西のシェアは７２．９％、０ＡＢ－

ＪＩＰ電話におけるシェアも６３．０％（番号ベー

ス）の状況にあることを踏まえると、これらの状況

は現段階においても変わりはないことから、引き続

き、ＮＧＮは、一種指定設備に指定することが必要

と考えられる。 

 

■ 地域ＩＰ網については、検証結果（案）参考資料

の考え方８において示したとおり、ＮＧＮへの移行

が進められているところであるが、現時点において
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いる例はないこと。 

・「光の道」構想に関する意見募集（平成２２年８月１７日)において、米国電気通信協

会殿から、「米国では、高速大容量の光ファイバー網を構造分離・機能分離・オープ

ン化する規制ではなく、規制を軽微に留めて設備ベースの競争を促す方針が一貫して

採られています。」「このように、日本においては、さらなる規制負担によって高度

通信網への設備ベースの投資を阻害するのではなく、現存するオープン化規制などの

障壁を取り除くことを検討する必要があると考えられます。米国には、高度通信網の

オープン化規制が存在しません。」 

といった意見が提出されております。 

なお、昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果において、当社のＮＧＮ、地域Ｉ

Ｐ網、ひかり電話網を指定電気通信設備とする理由については、以下のとおり、合理性はな

いと考えます。 

 

《ＮＧＮの検証結果》 

  昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果では、当社のＮＧＮについて、 

 ①ＮＧＮはシェア７４％超を占めるＦＴＴＨサービスやシェア７０％近いひかり電話等に利

用されるネットワークであり、他事業者の構築したネットワークを利用してサービス提供

を行うビジネスモデルを採用する事業者（ＦＶＮＯ）や固定電話網・ＩＰ網などネットワ

ークを自ら構築し保有している事業者（ＦＮO）にとって、利用の公平性が確保された形で

自網とＮＧＮを接続可能であることがその事業展開上不可欠であり、かつ利用者利便の確

保の観点からも不可欠であると考えられること、 

 ②ＮＴＴ東西のＦＴＴＨユーザは、ＮＧＮの収容ルータに収容されると、現時点ではコア網

として他事業者網を選択できないことから、ＮＧＮはメタル回線をアクセス回線とする電

話網等よりも他事業者にとっての事業展開上の不可欠性等が一層高まるという特性を有し

ており、これらの状況は現段階においても変わりはないこと、 

 ③今後我が国の基幹的なコア網としての役割が想定されるＮＧＮにおいて、多様な事業者

が、競争的なサービスや多様なコンテンツ・アプリケーションサービスを柔軟に提供でき

る環境を整備することがこれまで以上に重要となっていること、 

から、引き続き第一種指定電気通信設備に指定することが必要とされています。 

  しかしながら、こうした理由は、以下の観点から、合理性はないと考えます。 

・シェアについていえば、そもそもシェアは各事業者がエリア展開や営業活動を積極的に展

開したか否かの結果に過ぎず、他事業者にとって、事業展開上の不可欠性とは何ら関係の

ないこと。 

もＮＴＴ東西合計で１６０社のＩＳＰ事業者が地域

ＩＰ網に接続している状況等から、地域ＩＰ網との

接続は引き続き他事業者にとって事業展開上不可欠

であり、利用者利便の確保の観点からも不可欠であ

る状況に変わりはないと考えられる。 

このため、地域ＩＰ網は、ＮＧＮへの移行の進展

状況等に留意しつつ、当面は引き続き一種指定設備

に指定することが必要と考えられる。 

 

■ ひかり電話網については、検証結果（案）参考資

料の考え方８において示したとおり、ＮＧＮへの移

行が進められているところであるが、現時点におい

ても、固定電話事業者や携帯電話事業者が、ひかり

電話網のひかり電話ユーザに対する着信サービスを

提供することは、その事業展開上不可欠であり、ま

た、０ＡＢ－ＪＩＰ電話市場は引き続き拡大傾向に

あり、今後その重要性が高まると考えられる。 

平成２４年１２月末時点でも同市場におけるシェ

アは６３．０％（番号ベース）であることから、Ｎ

ＧＮ答申において一種指定設備に指定することが必

要とされた状況に変わりはないと考えられる。この

ため、ひかり電話網は、引き続き一種指定設備に指

定することが必要と考えられる。 
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・また、シェアの見方についていえば、 

  －固定ブロードバンド市場における、当社のシェア(平成２４年９月末)は５８．１％、特

に首都圏では５１．５％と熾烈な競争が展開されていること。 

  －ＦＴＴＨサービスだけに市場を限定した場合でも、四半期別の純増数で見ると、当社の

シェアは平成２４年度第２四半期では３５．７％まで低下していること。さらに、純

増数シェアをエリア別に見ると、例えば競争の激しい東京都は１０．６％となってい

ること。 

  －移動系を含めたブロードバンド市場全体におけるＮＴＴ東西のシェア（平成２４年年９

月末）は１０．２％に過ぎないこと。 

・ＦＶＮＯやＦＮＯにとっての不可欠性という観点についていえば、それぞれお客様を抱え

る独立したネットワーク間の接続は、双方の事業者にとって事業展開上不可欠であり、当

社のＮＧＮのみを指定電気通信設備とする理由とはならないこと。 

また、現に一般中継局ルータ等での接続は利用されておらず、仮に、今後、ＰＳＴＮマ

イグレーションに向けてＩＰ網同士の直接接続を実施したとしても、独立した対等のネッ

トワーク間の接続であり、当社のＮＧＮのみを指定電気通信設備とする理由とはな らな

いこと。 

・当社のＮＧＮは「他事業者にとっての事業展開上の不可欠性等が一層高まるという特性を

有している」「今後我が国の基幹的なコア網としての役割が想定される」とされているこ

とについていえば、IP・ブロードバンド市場においては、他事業者が当社の固定電話網と

接続して中継電話サービスを提供していた時代とは異なり、他事業者は当社のＮＧＮに依

存することなく、お客様を獲得する競争構造となっていること。 

加えて、スマートフォン等の携帯電話しか持たないお客様も相当数いることも踏まえれ

ば、当社のＩＰ通信網（ＮＧＮを含む）は、携帯電話も含め、各事業者が提供する多様な

ネットワークの選択肢の一つに過ぎず、当社のＮＧＮは必ずしもＰＳＴＮの移行先の基幹

的なコア網となるわけではないこと。 

・アクセスとネットワークの一体性についていえば、他事業者は、アクセス回線を自ら敷

設、もしくは、オープン化された当社の光ファイバ等を利用してエンドエンドで設備を構

築し、サービスを展開していることから、光ファイバ等のアクセス回線のボトルネック性

はネットワークとは遮断されていること。 

 

《地域ＩＰ網の検証結果》  

  昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果では、地域ＩＰ網について、 

・現時点においてもＮＴＴ東西合計で１６０社のＩＳＰ事業者が地域ＩＰ網に接続している

２５ 

 



 

状況等を踏まえれば、地域ＩＰ網との接続は引き続き他事業者にとって事業展開上不可欠

であり、利用者利便の確保の観点から不可欠である状況に変わりはないと考えられるこ

と、から、引き続き第一種指定電気通信設備として指定することが当面必要とされていま

す。 

  しかしながら、こうした理由は、以下の観点から、合理性はないと考えます。 

・当社の場合、ＩＳＰフリーのオープン型モデルを採用し、ＩＳＰ事業者と公平に接続して

おり、今後もオープンなネットワークとして相互接続性の確保を図っていく考えであるこ

と。 

・また、ＩＳＰ事業者は、当社が提供するアクセス網だけでなく、他事業者の提供するアク

セス網を利用してサービスを提供されており、自由にアクセス網を選択できる状況にある

こと。 

 

《ひかり電話網の検証結果》 

  昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果では、ひかり電話網について、 

 ①固定電話事業者や携帯電話事業者が、ひかり電話網のひかり電話ユーザに対する着信サー

ビスを提供することは、その事業展開上不可欠であること、 

 ②０ＡＢＪ－ＩＰ電話市場は引き続き拡大傾向にあり、今後その重要性が高まると考えられ

る中で、同市場におけるシェアは平成２３年６月時点で６６．５％（番号ベース）である

こと、 

から、引き続き第一種指定電気通信設備に指定することが必要とされています。 

  しかしながら、こうした理由は、以下の観点から、合理性はないと考えます。 

・それぞれお客様を抱える独立したネットワーク間の接続は双方の事業者にとって事業展開

上不可欠であり、ひかり電話網のみを指定電気通信設備とする理由とはならないこと。 

・ＮＴＴ東西の加入電話やＩＳＤＮ以外の直収電話、０ＡＢＪ－ＩＰ電話、ＣＡＴＶ電話、

０５０ＩＰ電話の合計に占めるＮＴＴ東西の０ＡＢＪ－ＩＰ電話シェアは４２．０％(東西

計：平成２４年９月末)に過ぎないこと。 

 また、そもそもシェアは各事業者がエリア展開や営業活動を積極的に展開したか否かの

結果に過ぎず、他事業者にとって、事業展開上の不可欠性とは何ら関係のないこと。 

・更に携帯電話を含めたシェアで見れば、ひかり電話のシェアは８．４％であり、ソフトバ

ンクモバイル殿が３，０００万契約を超えている中で、ひかり電話は１，４４０万番号(東

西計：平成２４年９月末)に過ぎないこと。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

２６ 

 



 

■ 当社のＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網（以下、ＮＧＮ等）については、以下の観点

においてボトルネック性がないことは明らかです。 

①他事業者がＩＰ網を自前で構築する際の素材となる線路敷設基盤やアクセス網は、世界的

に最もアンバンドリング／オープン化が進展しており、また、ＩＰ網の自前構築に必要な

ルータ等の電気通信設備は誰でも容易に市中で調達し、自ら設置することが可能であるた

め、他事業者がこれらの設備を組み合わせて当社と同様のネットワークを自前構築するこ

とは十分可能となっていること。  

②現に、他事業者は当社のＮＧＮ等に依存することなく、独自のＩＰ網を構築し、当社に匹

敵するブロードバンドユーザを獲得しており、当社のＮＧＮ等は各事業者が提供する多様

なネットワークの選択肢の一つに過ぎないこと。具体的には、固定系ブロードバンドサー

ビス市場で見た場合、当社シェアは西日本マクロで５０．１％（平成２４年９月末）、府

県別では最小で約３８％（同上）、ＦＴＴＨ市場での競争が激しい関西エリアでは、２府

４県でシェアが約４２％（同上）に過ぎないこと。  

さらに、モバイル系ブロードバンドサービスも含めたブロードバンド市場全体で見た場

合、ＮＴＴ東西のシェアはわずか１０％程度（同上）に過ぎないこと。 

③ひかり電話サービスについて、加入電話と代替的なサービス市場で見た場合、直収電話、

０ＡＢＪ－ＩＰ電話、ＣＡＴＶ電話、０５０ＩＰ電話の合計に占めるＮＴＴ東西のシェア

は４２％程度（平成２４年９月末）、さらに、携帯電話も含めたシェアで見れば８％程度

（同上）に過ぎないこと。 

④アクセス回線のボトルネック性に起因する影響は、オープン化により遮断されており、他

事業者はアクセス回線からの影響を受けることなくネットワークを構築可能であるため、

当社のアクセス回線のシェアが高いか否かは当社のＮＧＮ等自体のボトルネック性の有無

の判断にあたって直接関係がないこと。 

⑤主要国において、ブロードバンドサービスのネットワーク部分をアンバンドルし、厳格な

提供義務が課せられているのは日本だけであること。 

 上述のとおり、当社のＮＧＮ等にボトルネック性がないことは明らかであり、また、Ｉ

Ｐ・ブロードバンド時代は、各事業者がそれぞれネットワークを構築し、お互いのお客様同

士が相互に通信しあう、同じ立場での接続形態となっており、当社の固定電話網を中継事業

者へアクセス網として貸し出す形態が中心であった電話時代の接続とは大きく異なっている

ことから、当社のＮＧＮ等は、第一種指定電気通信設備の対象から除外していただきたいと

考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

 意見２４ ＮＴＴ東西の局内装置類及び局内光ファイバについては、加入者光ファイバと既  考え方２４  

２７ 

 



 

に切り離されていることから、一種指定設備の対象から除外すべき。 

■ メディアコンバータやＯＬＴ、スプリッタ等の局内装置類や局内光ファイバについては、

以下の観点から、指定電気通信設備の対象から除外していただきたいと考えます。 

（１）メディアコンバータやＯＬＴ、スプリッタ等の局内装置類は、誰でも容易に調達・設

置可能であり、現に他事業者は局舎コロケーションを利用して自ら設置していること。

その結果、接続料を設定したものの他事業者の利用は皆無であること。 

（２）局内光ファイバについては、ダークファイバの提供を開始した平成１３年当初から他

事業者による自前敷設を可能としており、平成１５年からは効率的な利用を目的とした

中間配線盤の開放等の取組を実施してきた結果、８４．９％が他事業者による自前敷設

となっていること。また、他事業者も計画的に自前工事を行えば、当社と同等の期間で

敷設が可能となっていること。 

自前局内光ファイバの割合：８４．９％（局内光ファイバ総数４９１千芯のうち他事業

者の自前局内光ファイバ４１７千芯（平成２

４年９月末）の割合） 

なお、昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果では、局内装置類及び局内光ファ

イバについて、「加入光ファイバと一体として設置・機能するものであり、加入光ファイバ

のボトルネック性とは無関係に、装置類だけを切り出して、その市場調達性や一部事業者に

おける自前設置の実績をもって、ボトルネック性の有無を判断することは適当ではない」こ

とから、指定電気通信設備の対象外とすることは適当でないとされています。 

  しかしながら、当社の加入者光ファイバは、はじめから競争下で構築されてきており、ボ

トルネック性はないことに加え、現に、他事業者はオープン化された当社の加入者光ファイ

バや自ら敷設したアクセス回線と、自ら設置したルータ等の局内装置を組み合わせて独自の

ＩＰ通信網を構築しております。 

  また、当社のＩＰ通信網も、オープン化された加入者光ファイバと局内装置を組み合わせ

て構築しているに過ぎず、当社の局内装置類及び局内光ファイバは、加入者光ファイバと既

に切り離されていることから、上記の理由については、合理性はないと考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

■ イーサネットスイッチ、メディアコンバータ、光信号伝送装置（ＯＬＴ）、光局内スプリ

ッタ、ＷＤＭ装置等の局内装置類については、以下の観点においてボトルネック性がないこ

とは明らかであることから、第一種指定電気通信設備の対象から除外していただきたいと考

えます。  

①他事業者がＩＰ網を自前で構築する際の素材となる線路敷設基盤やアクセス網は、世界的

■ メディアコンバータやＯＬＴ等の装置類及び局内

光ファイバについては、検証結果（案）参考資料の

考え方８において示したとおり、加入光ファイバと

一体として設置・機能するものであり、加入光ファ

イバのボトルネック性とは無関係に、装置類だけを

切り出して、その市場調達性や一部事業者における

自前設置の実績をもって、ボトルネック性の有無を

判断することは適当ではない。 

以上の点を踏まえれば、現時点においても、局内

装置類及び局内光ファイバについて指定の対象外と

することは引き続き適当ではない。 

なお、ＮＴＴ東西からは、接続事業者が自前敷設

した芯線数の割合が高いとの御意見が示されている

が、これについては、接続事業者が局内光ファイバ

を自前敷設するのは主として一回の工事により大き

な需要に対応できる場合であることを踏まえる必要

があり、「他事業者も計画的に所定の手続、自前工

事を行えば、当社と同等の期間で敷設が可能」との

御意見については、実態を十分に考慮した上で、更

に検証することが必要である。 

 

■ ＷＤＭ装置については、検証結果（案）参考資料

の考え方８において示したとおり、装置類の市場調

達性のみから判断するべきではなく、中継ダークフ

ァイバと一体として設置され、ネットワークの一部

として機能するものであることから、ボトルネック

性がないと判断することは適当ではない。 

 

■ イーサネットスイッチについては、考え方２５の

とおり。 
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に最もアンバンドリング／オープン化が進展しており、ＩＰ網の自前構築に必要な当該装

置類は誰でも容易に市中で調達し、自ら設置することが可能であるため、他事業者がこれ

らの設備を組み合わせて当社と同様のネットワークを自前構築することは十分可能となっ

ていること。  

②現に、他事業者は自前の光アクセスと当該装置類を組み合わせて、もしくは、当社の光ア

クセスと当社の局舎コロケーションを利用して当該装置類を設置し、サービス提供してい

ること。  

③アクセス回線のボトルネック性に起因する影響は、オープン化により遮断されており、他

事業者はアクセス回線からの影響を受けることなくネットワークを構築可能であるため、

当社のアクセス回線のシェアが高いか否かは当社の当該装置類自体のボトルネック性の有

無の判断にあたって直接関係がないこと。 

・ なお、当該装置類の全てを第一種指定電気通信設備の対象から除外するのに時間を要す

る場合には、少なくとも、他事業者がコロケーションできない局舎に設置された局内装置

類、中継光ファイバの空きがない区間に設置されたＷＤＭ装置等に指定対象を限定してい

ただきたいと考えます。 

・ 局内光ファイバについては、他事業者による自前敷設が可能であり、また、他事業者が

計画的に所定の手続き・自前工事を行うことで、当社が局内光ファイバを敷設する場合と

同等期間で、当該他事業者も局内光ファイバを自前敷設できることに鑑み、第一種指定電

気通信設備の対象から除外していただきたいと考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

 意見２５ イーサネット系サービス等のデータ通信網については、一種指定設備の対象から

除外すべき。 

 考え方２５ 

■ イーサネット系サービス等のデータ通信網については、以下の観点から、指定電気通信設

備の対象から除外していただきたいと考えます。 

（１）イーサネットサービスの市場における当社のシェアは、１９．２％（平成２４年３月

末）であり、競争は十分に進展していること。 

（２）また、イーサ装置の価格は１台当たり数十万円から数百万円程度であり、当社又は電

力系事業者等から光ファイバを借り、自前で装置を当社ビル等にコロケーションすれ

ば、他事業者は同等のサービス提供が可能となっており、現にそれらを利用してサービ

スを提供していること。 

なお、昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果では、イーサネットサービス等の

データ通信網について、 

 ①現状では、その他の専用線等と伝送路を共用しており、設備のボトルネック性という意味

■ イーサネットサービス等のデータ通信網について

は、検証結果（案）参考資料の考え方８において示

したとおり、現状では、その他の専用線等と伝送路

を共用しており、設備のボトルネック性という意味

においては他の専用線に用いられている設備と異な

るものではない。 

このため、イーサネットスイッチはネットワーク

の一部に過ぎず、これが市場において容易に調達可

能であることや、一部の事業者がネットワークを自

前構築できることをもって直ちにボトルネック性が

ないと判断することはできない。 

２９ 

 



 

においては他の専用線に用いられている設備と異なるものではないこと、 

 ②イーサネットスイッチはネットワークの一部に過ぎず、これが市場において容易に調達可

能であることや、一部の事業者がネットワークを自前構築できることをもって直ちにボト

ルネック性がないと判断することはできないこと、 

から指定電気通信設備の対象外とすることは適当でないとされています。 

  しかしながら、こうした理由は、以下の観点から、合理性はないと考えます。 

 ・専用線等と伝送路を共用していることと、設備のボトルネック性とは直接関係がないこ

と。 

 ・現に他事業者は、当社の中継ダークファイバと自ら調達したイーサネットスイッチを組み

合わせ、独自のデータ通信網を構築しており、それ自体が当社のイーサネットサービス等

のデータ通信網にボトルネック性がないことの証左であること。 

（ＮＴＴ東日本） 

以上を踏まえれば、イーサネットサービス等のデ

ータ通信網について、現時点において指定の対象外

とすることは適当ではない。 

 意見２６ ＷＤＭ装置は市中調達・自ら設置可能で不可欠性がないので、指定電気通信設備

の対象から除外すべき。 

 考え方２６ 

■ ＷＤＭ装置については、市中で調達可能なものであり、他事業者は、当社の中継ダークフ

ァイバ等と組み合わせて、自ら設置することが可能であることから、当社のＷＤＭ装置に不

可欠性はなく、指定電気通信設備の対象から除外すべきであると考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

■ 考え方２４のとおり。 

 

 意見２７ 加入者光ファイバについて、一種指定設備の対象から除外すべき。  考え方２７ 

■ 現行の固定系の指定電気通信設備規制は、メタル回線と光ファイバ回線を区別せず、端末

系伝送路設備の１／２以上の使用設備シェアを保有する場合には、これと一体として設置さ

れる電気通信設備を指定電気通信設備として規制する仕組みとなっています。 

  しかしながら、指定電気通信設備規制（ボトルネック規制）の根幹となる端末系伝送路設

備のうち、加入者光ファイバについては、はじめから競争下で構築されてきており、ボトル

ネック性はなく、既存のメタル回線とは市場環境や競争状況等が以下のとおり異なっている

ことから、メタル回線と競争下で敷設される光ファイバ回線の規制を区分し、加入者光ファ

イバについては指定電気通信設備の対象から除外していただきたいと考えます。 

 ・線路敷設基盤は既に開放済であり、他事業者が光ファイバ等を自前敷設できる環境は十分

整備されていること。また、電柱については、より使い易い高さを利用できるよう改善

し、その手続きも簡便なものに見直してきており、他事業者が光ファイバを自前設置でき

る環境は更に整備されてきていること。 

 ・現に他事業者も当該線路敷設基盤を利用して光ファイバ等を自前で敷設しサービスを提供

しており、ＫＤＤＩ殿や電力系事業者は相当量の設備を保有していること。 

■ 加入光ファイバの指定を除外すべきとの御意見に

ついては、検証結果（案）Ⅲ２（１）アにおいて示

したとおり、昨年度の競争セーフガード制度に基づ

く検証結果では、ＮＴＴ東西は、全加入者回線の９

割以上の回線を有しており、競争事業者にとって、

ＮＴＴ東西の光ファイバを利用することが欠かせな

いことから、加入光ファイバを引き続き一種指定設

備に指定することが適当としたところである。 

平成２４年３月末時点においても、ＮＴＴ東西は

全加入者回線の８５．３％の回線を有しており、そ

の状況に変わりはないことから、加入光ファイバを

引き続き一種指定設備に指定することが適当であ

る。 

なお、線路敷設基盤の開放については、ブロード
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 ・「光の道」構想に関する意見募集(平成２２年８月１７日)において、ジュピターテレコム

殿から「ケーブルテレビ事業者は、線路敷設基盤を保有しない状態で、今まで設備競争を

行ってきた。体力のある通信大手キャリアと異なり、規模の小さいケーブルテレビ事業者

が、一社一社のカバーエリアは狭いながらも業界全体で世帯カバー率、88％まで設備を整

えられたことは、電気通信業界において、設備競争をより活発に行うことが可能であるこ

との証明であると考える」といった意見が提出されているように、線路敷設基盤を持たな

くても、意欲のある事業者であれば、当社や電力会社の線路敷設基盤を利用して自前ネッ

トワークを構築することが十分可能であること。 

 ・ＫＤＤＩ殿、ソフトバンク殿が有する財務力、顧客基盤を用いれば、光ファイバを敷設し

サービスを提供することは十分可能であること。 

 ・加入者光ファイバについては、諸外国で日本のように厳格なアンバンドル規制を課してい

る例はないこと。 

なお、昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果では、メタル回線と光ファイバ回

線は、 

 ①共に利用者から見て代替性の高いブロードバンドサービスの提供に用いられていること、 

 ②既存の電柱・管路等の共通の線路敷設基盤の上に敷設されていること、 

 ③実態としてＮＴＴ東西はメタル回線を光ファイバ回線に更新する際のコスト・手続の両面

において優位性を有していること、 

から、メタルと光を区別せずに第一種指定電気通信設備として指定することとされておりま

す。 

  しかしながら、こうした理由は、以下の観点から、合理性はないと考えます。 

 ・メタル回線（ＤＳＬサービス）と光ファイバ（光サービス）との間でサービスの代替性が

あることと、設備のボトルネック性とは直接関係がないこと。 

 ・電柱・管路等の線路敷設基盤は、徹底したオープン化により、他事業者は、構築意欲さえ

あれば、光ファイバを自前敷設することが可能であること。 

 ・当社は、メタル回線とは別に光ファイバを重畳的に敷設しており、メタル回線を保有して

いることで他事業者よりも安く光ファイバを敷設できるわけではないため、当社にコスト

面での優位性もないこと。 

   また、他事業者も計画的に光ファイバを敷設することにより、個々のお客様からの申込

みに対して当社と同等の期間でサービス提供することは可能となっており、当社に手続面

での優位性はないこと。 

  現に、ＮＴＴ東西の加入電話契約者数は、平成１０年年３月末時点のピーク時に約６，３

００万でしたが、平成２４年年９月末時点では約３，０００万へと減少しています。一方、

バンド答申において、設備競争の促進の観点から、

課題が示されたところである。 

 

■ 端末系伝送路設備については、検証結果（案）Ⅲ

２（１）アにおいて示したとおり、昨年度の競争セ

ーフガード制度に基づく検証結果において、メタ

ル・光の種別を区別せずに一種指定設備として指定

することは、①共に利用者から見て代替性の高いブ

ロードバンドサービスの提供に用いられているこ

と、②既存の電柱・管路等の共通の線路敷設基盤の

上に敷設されていること、③実態としてＮＴＴ東西

はメタル回線を光ファイバ回線に更新する際のコス

ト・手続の両面において優位性を有していること等

に鑑みれば、合理性があると認められるとの考え方

を示したところである。 

また、ボトルネック性の判断に当たり、ブロード

バンドに利用されていないＣＡＴＶ回線や高速無線

アクセス回線については、利用者からみてメタル回

線で提供されるサービスと代替性があるとは必ずし

もいえない点で異なることから、これらを含めて判

断することは適当でない。 

ＮＴＴ東西の今回の御意見や、ＰＳＴＮからＩＰ

網への移行に伴うアクセス回線の移行の進展状況を

考慮しても、この考え方を変更すべき特段の事情は

依然認められないことから、端末系伝送路設備につ

いては、引き続きメタル・光の種別を区別せずに一

種指定設備として指定することが適当である。 
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フレッツ光のひかり電話契約者数（ｃｈ数）は、平成２４年９月末時点で約１，５００万た

らずであり、加入電話のピーク時に比べると約１，８００万ものお客様が、ＮＴＴ東西の固

定電話以外の他社直収電話やＦＴＴＨサービス又は携帯電話等へ移行したものと想定されま

す。 

  こうした状況は、お客様ご自身が自由にサービスを選択した結果であり、多種多様なお客

様ニーズがあること踏まえれば、メタル回線で提供される代替サービスについて、固定のブ

ロードバンド回線の光ファイバに限定するという考え方は市場実態を反映したものではな

く、光ファイバだけを抜き出して指定電気通信設備とする理由にはならないと考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

■ 加入光ファイバについては、以下の観点においてボトルネック性がないことは明らかであ

ることから、第一種指定電気通信設備の対象から除外していただきたいと考えます。 

①指定電気通信設備規制（ボトルネック規制）の根幹となる端末系伝送路設備については、

電柱等ガイドラインに基づく線路敷設基盤のオープン化や電柱の新たな添架ポイントの開

放・手続きの簡素化等により、他事業者が自前の加入者回線を敷設するための環境が整備

された結果、他事業者の参入機会の均等性は確保されており、ＩＰ・ブロードバンド市場

においては、アクセス区間においても現に設備競争が進展していること。 

②現に、光ファイバについては、電力会社が当社の約２倍の電柱を保有しており、電力系事

業者は相当量の設備を保有する等、当社と健全な設備競争を展開しており、ＣＡＴＶ事業

者も、通信と放送の融合が進む中、電力会社や当社の電柱を利用して自前アクセス回線を

敷設し、過去１０年間で契約数を約１．８倍の約２，８６７万世帯（平成２４年３月末。

登録に係る有線電気通信設備によりサービスを受ける加入世帯数、「再放送のみ」を含

む。）に増加させていること。 

これに関して、平成２２年度の「光の道」構想に関する意見募集に際して、ジュピターテ

レコム殿からも、「ケーブルテレビ事業者は、線路敷設基盤を保有しない状態で、今まで

設備競争を行ってきた。体力のある通信大手キャリアと異なり、規模の小さいケーブルテ

レビ事業者が、一社一社のカバーエリアは狭いながらも業界全体で世帯カバー率８８％ま

で設備を整えられたことは、電気通信業界において、設備競争をより活発に行うことが可

能であることの証明であると考える。」といった意見も提出されており、線路敷設基盤を

持たなくても、意欲のある事業者であれば、当社や電力会社の線路敷設基盤を利用して自

前ネットワークを構築することは十分可能であること。 

③主要国において、加入光ファイバをアンバンドルし、厳格な提供義務が課せられているの

は日本だけであること。 
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 これに関して、平成２２年度の「光の道」構想に関する意見募集に際して、米国電気通

信協会殿から、「米国では、高速大容量の光ファイバー網を構造分離・機能分離・オープ

ン化する規制ではなく、規制を軽微に留めて設備ベースの競争を促す方針が一貫して採ら

れています。」 「このように、日本においては、さらなる規制負担によって高度通信網へ

の設備ベースの投資を阻害するのではなく、現存するオープン化規制などの障壁を取り除

くことを検討する必要があると考えられます。米国には、高度通信網のオープン化規制が

存在しません。」といった意見も提出されていること。 

・ なお、現行の固定系の指定電気通信設備規制は、端末系伝送路設備（メタルと光の区別

がない）の５０％以上の使用設備シェアを保有する場合には、これと一体として設置され

る電気通信設備を指定電気通信設備として規制する仕組みとなっていますが、仮に、今回

は、加入光ファイバが第一種指定電気通信設備の対象から除外されないことになったとし

ても、今後に向けては、既に敷設済のメタル回線と、健全な設備競争の下で整備されてき

た光ファイバの規制を明確に区分し、個々にそのボトルネック性の有無等の検証を行い、

諸外国での規制の状況なども踏まえながら、規制の要否を判断する必要があると考えま

す。 

・ また、その際には、加入光ファイバのボトルネック性の判断にあたって、設備競争にお

ける競争中立性を確保する観点から、通信・放送の融合やモバイル系ブロードバンドサー

ビスの普及等を踏まえ、ＣＡＴＶ回線や高速モバイルアクセス等を含めるよう見直すこと

について検討していただきたいと考えます。 

・ さらに、現行のシェア基準値（５０％超）による規制は、事業者間のシェアが５０％前

後で拮抗する場合でも、５０％超か否かで事業者間に規制上の大きな差が生じる仕組みと

なっているため、競争中立性を確保する観点から、一定のシェアを有する事業者に対する

規制の同等性を確保するよう見直すことについて検討していただきたいと考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

 意見２８ ＦＴＴＨサービスの戸建て向け屋内配線については、一種指定設備の対象から除

外すべき。 

 考え方２８ 

■ 「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」答申(平成２１年１０

月１６日)において、戸建て向け屋内配線については第一種指定電気通信設備とすることが適

当とされ、平成２２年３月より接続約款に網使用料等を規定したところですが、当社の屋内

配線には、以下の観点から、ボトルネック性はなく、第一種指定電気通信設備に該当しない

と考えます。 

（１）屋内配線は、お客様の宅内に設置される設備であり、誰もが自由に設置できる設備であ

ること。 

■ 検証結果（案）参考資料の考え方１７において示

したとおり、「電気通信市場の環境変化に対応した

接続ルールの在り方」についての情報通信審議会答

申（平成２１年情通審第６９号。以下「接続ルール

答申」という。）において、屋内配線はサービスを

事業者が提供しそれを利用者が享受する上で、その

利用が事業者・利用者双方にとって不可欠となる設
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（２）現に、ＦＴＴＨサービス等で利用されている屋内配線には、メタルケーブル、光ケーブ

ル、同軸ケーブル、宅内無線、高速電力線通信（ＰＬＣ）等、多様な形態があるほか、

その設置主体も、お客様ご自身やビル・マンションオーナー、通信事業者、放送事業者

（ＣＡＴＶ事業者）等、様々であること。 

（３）また、屋内配線の設置工事は、工事担任者の資格があれば、誰でも実施可能であり、現

に多数の工事会社があること。実際、当社がお客様から依頼された屋内配線工事も工事

会社に委託して実施しており、他事業者においても同様に実施することが可能であり、

現に実施していること。  

（ＮＴＴ東日本） 

 

■ 戸建て向け屋内配線は、お客様の宅内に設置される設備であり、誰もが自由に設置できる

設備です。屋内配線の設置工事は、他事業者も同様に実施することが可能であり、現に実施

していることを鑑みれば、ボトルネック性がないことは明らかであり、当社の戸建て向け屋

内配線を第一種指定電気通信設備から除外していただきたいと考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

備であり、屋内配線に係る公正競争環境を整備する

ことは、接続事業者の事業展開及び利用者利便の向

上の観点から重要な意味を有するとされている。 

ＮＴＴ東西のＦＴＴＨサービスについて、その戸

建て向け屋内配線は、ＮＴＴ東西が自ら設置するた

め、ＮＴＴ東西のＦＴＴＨシェア（平成２４年１２

月末：約７３％）と戸建て向け屋内配線のシェアは

基本的に同水準になると考えられる。現在、コスト

削減の観点から、「引き通し」形態による屋内配線

の設置が進められているが、一種指定設備である引

込線と一体となった屋内配線の設置は、引込線を設

置しているＮＴＴ東西のみが可能であり、接続事業

者には可能とはいえない。この点からも、外壁の内

外で位置付けを違える取扱いは、イコールフッティ

ングを確保できない状況を招来するため、適当では

ない。 

以上の点から、同答申において、ＮＴＴ東西の設

置する戸建て向け屋内配線は、一種指定設備に該当

すると整理されたところであり、平成２２年９月に

戸建て向け既設屋内配線の転用についてＮＴＴ東西

の接続約款の変更を認可している。 

以上の状況は現時点においても変わりはないこと

から、ＮＴＴ東西の設置する戸建て向け屋内配線は

引き続き一種指定設備に指定することが適当であ

る。 

 

ウ アンバンドル機能に関する検証 
 意見２９ ＮＧＮの中継局接続機能について、さらにオープン化され、ＮＧＮが持つ特有の

機能を利用したＩＰ電話以外のサービスについても利用できるようになることを希望。Ｎ

ＴＴ東西と利用者側との意見交換等が重要。 

 考え方２９ 

■ 検証結果（案）で述べられている「収容局接続機能」ならびに「中継局接続機能」につ 

いて、どちらも『引き続きアンバンドルの対象とすることが適当』との判断は妥当と考えま 

す。 

■ 検証結果（案）に対する賛成の御意見として承

る。 

なお、ＮＮＩにおけるプラットフォーム機能につ
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ただし、特に中継局接続機能に関して、検証結果（案）で示されている利用例は、IP 電話

サービスの接続が中心に述べられています。もちろん、PSTN の IP 網への移行に伴い、NGN の

中継局接続機能を利用した IP 電話サービスの接続は重要性が増すと考えられますが、中継局

接続機能がさらにオープン化され、NGN が持つ特有の機能を利用した IP 電話以外のサービス

についても利用できるようになることを望みます。 

たとえば、現在でも NTT 東西の NGN には「フレッツ・キャスト」のような映像配信サービ

スがあります。IP 電話以外のこのようなサービスについても中継局接続機能が利用できれ

ば、これまで以上に NGN の利活用シーンが広がることも考えられます。さらに、将来的に NGN

上で提供される新たなサービスも含め、今後は中継局接続機能のオープン化が進展していく

ことを期待します。 

そのためには、NTT 東西と利用者側とのそれぞれ一方的な要求（「要望のあったものだけ検

討する」とか「すべての機能をオープン化すべき」といった対立）ではなく、NGN の新たなサ

ービスや利用イメージに関して、NTT 東西と利用者側との意見交換などが重要と考えます。

NTT 東西には、そのような場を広く設けていくこと、さらに利用者側にもサービスの検討がで

きるように、これまで以上にＮＴＴ東西から情報提供がなされることが重要と考えます。 

（テレコムサービス協会） 

いては、ブロードバンド答申において「ブロードバ

ンド普及促進に向けては様々な事業者による多様な

コンテンツ・アプリケーションサービス等の柔軟な

提供を可能とすることが必要となることに鑑み、Ｉ

Ｐ網同士の直接接続が現に検討される中、ＰＳＴＮ

において具備・アンバンドルされている機能を参考

に（中略）、一定のオープン化を検討することが適

当」とされたところである。 

また、検証結果（案）参考資料の再意見１８にお

いて、ＮＴＴ東西より、「ＳＮＩサービス等に関

し、テレコムサービス協会殿と定期的に意見交換す

る場を設けたところであり、今後とも実施していく

こととしています。また、当社としては、テレコム

サービス協会殿以外のプラットフォーム事業者やコ

ンテンツプロバイダ等に対しても、当社サービスの

ご提案やＳＮＩサービスに対するニーズの把握を行

い、より使いやすいメニューや新たなサービスの検

討を行っていく考え」との御意見が提出されてお

り、引き続き同様の取組が継続されることが期待さ

れる。 

 意見３０ ＮＧＮについて、競争事業者にとって事業展開上の不可欠性等がより高まってい

ることから、一種指定設備の指定を継続されるべき。 

 考え方３０ 

■ NTT-NGN は、その NTT-NGN が持つ特有の機能を利用して、多様な事業者が多様なサービスを

NTT-NGN 上で提供することで、サービス競争の活性化が求められていました。しかし、現実に

は NTT-NGN のオープン化が全く進んでおらず、新たなサービスもほとんど出現していない状

況です。 

一方で、平成 23 年度より、地域 IP網の NTT-NGNへの移行が開始しされており、B フレッツ

については平成 24 年度中にマイグレーション完了予定、ひかり電話は平成 25 年度中にマイ

グレーションされる予定※3 となっています。その結果、NTT-NGN は契約者数 1,700 万人※4

以上を抱える巨大な次世代ネットワークとなり、競争事業者にとって事業展開上の不可欠性

等がより高まっています。従って、ブロードバンドの普及促進のためには、如何に NTT-NGN

を柔軟に利用できるようにし、競争的なサービスや多様なコンテンツ・アプリケーションサ

ービスの提供を促進するかが重要であり、そのためには、事業者が提供したいと考えるサー

■ 検証結果（案）に対する賛成の御意見として承

る。 
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ビスを提供可能とする環境整備と低廉な利用料金設定を行うことが、市場の活性化を生み、

ひいては利用者利便に寄与するものと考えます。 

以上から、引き続き NTT-NGN は第一種指定電気通信設備としての指定を継続されるべきと

考えます。 

なお、これまでの答申※5※6 で優先制御機能等のオープン化が適当とされていることか

ら、NTT-NGN において新たなサービスが提供可能となるよう、迅速な環境整備がなされること

を望みます。また、活発な競争環境創出のためには、接続料を低廉化することが、市場の活

性化を生み、ひいては利用者利便に寄与するものと考えます。 

※3 情報通信審議会 電気通信事業政策部会 電話網移行円滑化委員会（第 2 回）配布資料   

参考資料 P.17「地域 IP網から NGN網へのマイグレーション」より引用 

【変更時期】H23 年度～H25年度 

【概要】ひかり電話ユーザについて、既存ひかり電話網の収容ルータから NGN 収容ルータ

への収容替えと併せて、既存ひかり電話網の SIP サーバから NGN の SIP サーバへ

の加入者データの移行を実施する予定 

※4日本電信電話株式会社殿 第 28 期四半期報告書(平成 24年度)より引用 

※5 平成 23 年 12 月 20 日情報通信審議会「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り

方 答申」：「PSTN において具備・アンバンドルされている機能を参考に、NGN におけ

るネットワーク同士を接続するためのインターフェース（NNI）において、通信プラッ

トフォーム機能の一定のオープン化を検討することが適当である。」 

※6 平成 24 年 9 月 27 日情報通信審議会「ネットワークの IP 化に対応した電気通信設備に係

る技術的条件」のうち「IP 移動電話端末の技術的条件等」一部答申「3.4.2 NGN におけ

る音声の優先制御機能のアンバンドル ・提案方式はその実施に相応のコストがかかる

こと、今後、光ファイバへの移行が進む中でふくそう時の最終手段としていつまでもド

ライカッパに依存することは適切でないことから、上記 3.4.1 の検討とは別に、競争事

業者が NGN においてアンバンドルされた音声の優先制御機能等を適切に利用できるよ

う、引き続き必要な取組を行うことが適当である。」 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 意見３１ ドライカッパ、ダークファイバ及びこれらと一体として構築される局内装置類、

局内光ファイバ等は利用の有無にかかわらず、引き続き一種指定設備の対象とすべき。 

 考え方３１ 

■ ＮＧＮをはじめとするＩＰ通信網は、一種指定設備である加入光ファイバと一体で設置・

構築されているものであるため、ボトルネック性を有している加入光ファイバから切り出し

て判断するべきではないと考えます。 

ボトルネック設備はいつでも競争事業者が使用できる状況にしておかなければ、競争を担

■ 検証結果（案）に対する賛成の御意見として承

る。 
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保できなくなるおそれがあります。ドライカッパ、ダークファイバ及びこれらと一体として

構築される局内装置類、局内光ファイバ等は利用の有無にかかわらず、引き続き指定設備の

対象とすべきであり、現行のアンバンドルの対象を維持する総務省の考え方に賛同します。 

（ＫＤＤＩ） 

意見３２ ＮＧＮ等に係るアンバンドル機能のうち、機能の提供開始以降、実需や他事業者

による利用実績がない機能については、早急にアンバンドル機能の対象から除外すべき。 

 考え方３２ 

■ 【ＮＧＮ等に係るアンバンドル機能】 

  ＮＧＮ等に係るアンバンドル機能のうち、機能の提供開始以降、実需や他事業者による利

用実績がない機能については、早急にアンバンドル機能の対象から除外していただきたいと

考えます。 

 ・一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能 

 ・特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能 

 ・一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能 

 ・特別中継ルータ接続ルーティング伝送機能 

 ・イーサネットフレーム伝送機能 

なお、「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」答申（平成２３年１２月２

０日）では、アンバンドルについて、①「具体的な要望があること」、②「技術的に可能で

あること」、③「過度な経済的負担がないことに留意」の三つの要件の考え方が整理された

ところですが、それぞれについて、以下の観点を踏まえた上で、アンバンドル要否の判断を

する必要があると考えます。 

 ①「具体的な要望があること」については、まずは、ご要望される事業者が、どのようなサ

ービスを提供するのか、そのためにはどういった接続形態でどのような機能が必要なのか

等、ご要望内容を具体化していただくことが必要と考えます。 

 ②「技術的に可能であること」については、理論的には開発等を行うことによって機能提供

そのものは技術的に可能である場合でも、その機能・装置自体が国際標準化されていない

技術によるものであれば、当社のＮＧＮの「ガラパゴス化」を招くこととなるため、少な

くともそのような開発を伴うアンバンドルは実施すべきでないと考えます。 

 ③「過度に経済的な負担がないことに留意」については、過度に経済的な負担がかからない

ことは当然のこととして、アンバンドルの実現に必要となる開発コスト等については、実

際にかかったコストに基づき、原則として要望事業者から速やかに回収すべきものである

と考えます。 

  いずれにしても、アンバンドルの要否については、個々の機能について、その必要性や市

場環境等を総合的に勘案したうえで、個別に検討･判断すべきと考えます。 

■ 収容局接続機能については、検証結果（案）Ⅲ２

（１）ウ（ア）において示したとおり、ＮＧＮ答申

において、①競争事業者からはアンバンドルして提

供することが求められていること、②今後、ＡＤＳ

ＬからＦＴＴＨへのマイグレーションが進展する中

で、アクセス回線での設備競争・サービス競争の激

化が想定されるが、それに伴い、他事業者が自ら調

達したアクセス回線等を収容ルータに接続する形態

が増えていくことも想定されること、③また、ＮＧ

Ｎは、今後我が国の基幹的な通信網となることが想

定され、新たな機能や今後段階的に追加される機能

等を活用した事業展開の機会が拡大するものと考え

られるが、その際、既存の地域ＩＰ網で存在してい

た収容局接続による接続形態を用意しておくこと

が、事業者による創意工夫を活かした多様な利用形

態でのＮＧＮへの参入を促進すると考えられること

から、収容局接続機能のアンバンドルは当面必要と

されたところである。 

また、同機能については、ブロードバンド答申に

おいて、「地域ＩＰ網と異なり１００Ｍといった小

口の接続料単位のメニューが存在せず、その分獲得

する必要のあるユーザ数が多くなること等から、接

続事業者が収容局接続機能を利用して電話サービス

やインターネット接続サービス等を提供することに

ついては一定の課題がある」とされ、「接続料設定

単位の多様化等の必要なオープン化について検討を

行うことが適当」とされたところである。ＮＧＮ答
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（ＮＴＴ東日本） 

 

■ 当社のＮＧＮ等、イーサネットスイッチ等の局内装置類、局内光ファイバ、加入光ファイ

バ等については、前述のとおり、第一種指定電気通信設備の対象から除外していただく必要

があると考えますが、仮に引き続き第一種指定電気通信設備の対象とするのであれば、少な

くとも他事業者による利用実績や実需要がない機能については、早急にアンバンドル機能の

対象から除外していただく等の対応を行っていただきたいと考えます。 

 

・ フレッツサービスに係る機能（一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能・特別収容ル

ータ接続ルーティング伝送機能）については、地域ＩＰ網において、特別収容ルータ接続ル

ーティング伝送機能の接続料を設定していたものの、平成１３年から現在に至るまで１０年

以上、他事業者による利用実績はないことから、アンバンドルの対象から除外していただき

たいと考えます。 

・ 中継局接続に係る機能（一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能・特別中継ルータ接

続ルーティング伝送機能）についても、接続料を設定したものの、他事業者による利用実績

はないことから、アンバンドルの対象から除外していただきたいと考えます。 

 

・ 光信号伝送装置（ＯＬＴ）は平成１３年より、メディアコンバータ・局内スプリッタに

ついては平成１４年より、当社が接続料を設定していたものの、平成１３・１４年から現在

に至るまで９年ないし１０年以上、他事業者による利用実績はないことから、アンバンドル

の対象から除外していただきたいと考えます。 

 

・ イーサネットスイッチに係る接続料（イーサネットフレーム伝送機能）についても、他

事業者からの強い接続要望を受け、平成２２年６月に接続料を設定したものの、同年７月、

当該他事業者からの接続申込みが取り下げられ、また現在に至るまで当該他事業者を含む事

業者からの利用要望がないことから、アンバンドルの対象から除外していただきたいと考え

ます。 

（ＮＴＴ西日本） 

申における②及び③については現時点においても依

然として妥当であり、かつ、ブロードバンド答申に

おいても今後の利用に向け、上記のような課題が挙

げられていることから、収容局接続機能について

は、引き続きアンバンドルの対象とすることが適当

である。 

 

■ 中継局接続機能については、検証結果（案）Ⅲ２

（１）ウ（ア）において示したとおり、ＮＧＮ答申

において、①地域ＩＰ網では、既に中継局接続に該

当していたＩＰｖ６サービスはアンバンドルされた

機能を用いて接続料を互いに支払ってサービス提供

をしており、②また、ＮＴＴ東西のＮＧＮ間のＩＰ

電話サービスの提供は中継局接続の形態のみで行わ

れている。③更に今後ＰＳＴＮからＩＰ網へとネッ

トワーク構造が変化するに伴い、他事業者のネット

ワークとの接続も、ＩＧＳ接続が減少し中継局接続

が増えていくことが想定される。 

また、同機能については、ブロードバンド答申に

おいて、「現在のＮＧＮの中継局接続機能は、ＩＧ

Ｓ接続機能やＰＳＴＮにおけるＧＣ・ＩＣ接続機能

と異なっており、この点がＩＰ網同士の直接接続の

実現に向けた課題となっている可能性がある」、

「ブロードバンド普及促進のためには、ＰＳＴＮ又

はメタル回線において確保されていた公正競争環境

の後退を極力招かないことや、事業者の積極的なＩ

Ｐ網への移行が妨げられないことが重要であると考

えられる。また、ＮＧＮならではの多種多様なサー

ビスの提供を通じたユーザ利便の向上が図られるこ

とも重要である。以上から、ＮＧＮ又は光ファイバ

回線においても実質的な公正競争環境を確保する必

要がある」とされており、これらを踏まえ、「ＮＴ

Ｔ東西のＮＧＮと接続事業者のＩＰ網の直接的な相
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互接続性を確保し、接続事業者のネットワークのＩ

Ｐ網への積極的な移行を促す観点から、現在の中継

局接続機能の更なるオープン化（設定単位の細分

化・柔軟化、インターフェースの多様化）を図るた

めに必要な措置をとることが適当」とされたところ

である。 

以上のとおり、ＮＴＴ東西のＮＧＮ間の接続にお

いては現に中継局接続機能が相互に利用されてお

り、ＮＧＮ答申においてＩＰ網同士の直接接続の実

現に向けた課題が挙げられ、現在それを踏まえた検

討が進められていることから、中継局接続機能につ

いては、引き続きアンバンドルの対象とすることが

適当である。 

 

■ イーサネットフレーム伝送機能については、検証

結果（案）Ⅲ２（１）ウ（ア）において示したとお

り、ＮＧＮ答申において、イーサネットサービスは

ユーザのネットワーク全体を単一の事業者が一括し

て提供することが望ましいという特性があり、また

今後イーサネットサービスに係る需要が拡大するこ

とが想定されることに鑑みると、ＮＴＴ東西が従来

の県域を越えた県間のサービスに進出するに際して

は、公正競争を担保する措置が必要であり、競争事

業者からの接続要望があることを踏まえると、イー

サネットサービスに係る機能（イーサネット接続機

能）については、引き続きアンバンドルの対象とす

ることが適当であると示されたところである。 

なお、他事業者からの接続の申込みが手続上取り

下げられたことをもって、直ちに接続の要望がなく

なったとまで判断することは必ずしも適当でない。 

 

■ 地域ＩＰ網に係る機能のアンバンドルについて

は、地域ＩＰ網からＮＧＮへの移行の進展状況等に
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留意しつつ対応することが適当と考えられる。 

なお、地域ＩＰ網の収容局接続機能の一部及び中

継局接続機能については、平成２４年度末までにＮ

ＧＮの収容局接続機能及び中継局接続機能にそれぞ

れ移行されるため、平成２５年度接続料の認可申請

の際に、接続約款から関連する規定を削除する申請

がなされたところである。 

 

■ 局内装置類については、検証結果（案）Ⅲ２

（１）ウ（ア）において示したとおり、現在、加入

光ファイバと接続する場合においては、接続事業者

が自前で設置しており利用実績がないものも存在す

るが、今後、多様な事業者が加入光ファイバへの接

続を希望することも考えられるところである。ＯＬ

Ｔ等の局内装置については、今後も拡大が予想され

るＦＴＴＨサービスの提供に必要な装置であるた

め、現時点で利用実績のない装置について、その理

由が具体的な接続要望等の不存在によるものかどう

か将来的に判断する必要があることに留意しつつ、

現時点では引き続きアンバンドルの対象とすること

が適当である。 

 

■ ＮＧＮのアンバンドルの要否については、検証結

果（案）Ⅲ２（１）ウ（ア）において示したとお

り、ブロードバンド答申において、創意工夫で新た

なサービスを生み出すことが期待されているＮＧＮ

の特性や、ＰＳＴＮからのマイグレーションの動向

を踏まえ、ＮＧＮにおける公正競争環境を整備し、

ブロードバンドの普及促進を図る観点から、今後必

要となる機能の取扱いに関し、ＮＧＮの段階的発展

に対応したアンバンドルの考え方が整理されたとこ

ろである。今後必要となるものと想定される機能は

ネットワークの段階的発展に応じて多種多様なもの
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となると考えられることから、ブロードバンド答申

において整理された考え方の個々の機能への当ては

めは、これまでどおり、個別具体的に行うことが適

当である。 

意見３３ ＩＰ電話サービスに係る機能（ＩＧＳ接続機能）については、アンバンドル機能

の対象から除外するべき。また、ＮＴＴ東西よりも高い接続料を設定する事業者から、算

定根拠の開示がない場合は、総務省において必要な措置を講じるべき。 

 考え方３３ 

■ また、ひかり電話網と他事業者網との接続は、独立したネットワーク同士の接続であり、

互いに接続料を支払う関係にあることから、当社のひかり電話網のみを指定電気通信設備と

することはバランスを失しており、関門交換機接続ルーティング伝送機能については、アン

バンドルの対象から除外していただきたいと考えます。 

  仮に、当該機能がアンバンドルの対象から除外されない場合には、現在、当社よりも高い

接続料を設定する事業者に対し、算定根拠の開示を求めているものの、一切情報が開示され

ない状況にあることから、平成２４年７月２７日に示された、「事業者間協議の円滑化に関

するガイドライン」に示されている通り、当社より求めがあれば、相手方は合理的な理由な

く差が生じないよう情報開示をすべきであり、少なくとも、当社と比べ接続料が高止まり

し、その格差が協議事項となっている場合、当該事業者は当社と同程度の算定根拠を必ず提

示いただき、合理的な説明を行っていただきたいと考えます。 

  なお、それでも情報開示をいただけない場合は、総務省殿において、こうした事業者の接

続料について透明性を確保し、適正性を検証できるよう、算定根拠に係る情報開示の程度を

更に高めるための必要な措置を講じていただきたいと考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

■ 音声通話に係る接続のように、各事業者がそれぞれネットワークを構築し、双方の利用者

同士が相互に通信を行うためにネットワークと接続する場合には、各事業者は相互に接続料

を支払い合う関係に立つことになります。当社のひかり電話網と他事業者網との接続も、こ

のような対等な関係にあるため、当社のひかり電話網のみを指定電気通信設備とすることは

もちろん、ひかり電話サービスに係る機能（関門交換機接続ルーティング伝送機能）のみを

アンバンドルの対象とすることはバランスを失することになります。 

・ したがって、当社のひかり電話網については、前述のとおり、第一種指定電気通信設備の

対象から除外していただく必要があると考えますが、仮に引き続き第一種指定電気通信設備

の対象とするのであれば、当該機能については、早急にアンバンドル機能の対象から除外し

ていただく等の対応を行っていただきたいと考えます。 

■ ＩＰ電話サービスに係る機能のアンバンドルにつ

いては、検証結果（案）参考資料の考え方２１にお

いて示したとおり、ＮＧＮ答申において、①他事業

者からは、ＮＧＮやひかり電話網を一種指定設備に

指定した上で、接続料設定を求める御意見が示され

ていること、②ひかり電話網では、ＩＧＳ接続の接

続料が設定されており、当該接続料設定が技術的に

実現不可能とはいえないこと、③当該接続料を相対

取引で決定される場合、相手側事業者によって接続

料水準が異なり、公正競争上大きな問題となるとの

御意見が示されていること等から、当該機能をアン

バンドルすることは必要とされたところであり、引

き続き、ＩＰ電話サービスに係る機能をアンバンド

ルの対象とすることが必要と考えられる。 

 

■ ＮＴＴ東西の御意見にある算定根拠の開示につい

ては、検証結果（案）参考資料の考え方２１におい

て示したとおり、「事業者間協議の円滑化に関する

ガイドライン」（平成２４年７月策定。以下「円滑

化ガイドライン」という。）において、事業者間協

議に当たっては、算定根拠に係る情報開示の程度に

ついて、両当事者間で合理的な理由なく差が生じな

いよう留意することが適当としたところであり、非

指定事業者においても、協議の要望を受けた場合に

は、円滑化ガイドラインの趣旨を踏まえ、当該接続

料を設定する理由について、算定根拠に係る情報を
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・ また、現在、当社のひかり電話網と接続する他事業者網の接続料の中には、他事業者網の

着信ボトルネック性が一因となって、当社よりも高い水準の接続料が設定され、事業者間取

引のバランスが損なわれる、いわゆる「逆ザヤ問題」が生じている場合があります。 

・ 当社から当該事業者に対し、当該接続料の妥当性を判断すべく、協議等で具体的な算定根

拠を提示いただくよう再三求めていますが、当該事業者には全く応じていただけない状況に

あることから、「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」（平成２４年７月２７日）

にあるとおり、当社から求めがあれば、相手方は合理的な理由なく差が生じないよう情報開

示を行うべきであり、少なくとも、当社と比べ接続料が高止まりし、その格差が協議事項と

なっている場合には、当該事業者には当社と同程度の算定根拠を提示いただき、合理的な説

明を行っていただきたいと考えます。 

・ それでもなお、十分な情報開示をいただけない場合には、総務省殿において、こうした事

業者の接続料について透明性を確保し、接続料の水準や算定方法の適正性を検証できるよ

う、算定根拠に係る情報開示の程度を更に高めるために必要な措置を講じていただきたいと

考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

一定程度開示しつつ説明するとともに、協議を行う

ことが望ましい。 

 

エ その他 
 意見３４ コロケーションについて、効率的な設備撤去を進めるためにも、「６ヶ月前ルー

ル」の期間短縮に向けた検討を進めるべき。 

 考え方３４ 

■ 「６カ月ルール」については、２０１２年８月６日の電話網移行円滑化委員会（第９回）

にて、ＮＴＴ東西殿より実態調査の内容や、接続事業者の提案・要望を踏まえながら見直し

を検討する方向性が示されましたが、未だ結論は得られていないと認識しております。効率

的な設備撤去を進めるためにも、早急に期間短縮に向けた検討を進めるべきと考えます。 

（イー・アクセス） 

■ コロケーション設備を接続事業者が撤去する場

合、予見可能性や転用に要する期間を考慮しＮＴＴ

東西に対し６ヶ月前に申入れをすることとされてお

り、撤去工事が完了したとしても、その期間（６ヶ

月）に対応したスペース使用料を支払うという「６

ヶ月前ルール」が事業者間で締結された協定により

定められている。 

ブロードバンド答申では、転用に要する期間に係

る実態に関するデータを収集して、「６ヶ月前ルー

ル」の妥当性の検証を行うなどにより、設備撤去に

係るルールを見直した上で、必要な取組を行うこと

が適当とされた。これを踏まえた総務省の要請を受

けて、ＮＴＴ東西において、コロケーションスペー

スの転用に要する期間に係る平成２３年度内の実態
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に関する調査が行われた。その結果については、平

成２４年６月に総務省に対し、「転用に要する期

間」を「コロケーション設備の撤去に係る期間」と

「新たな接続事業者がコロケーションスペースを利

用開始するまでの手続に係る期間」の合計とすれ

ば、転用に要する期間の実績はＮＴＴ東西において

１７６日、ＮＴＴ西日本において１８７日であり、

概ね６ヶ月となっているとの結果が得られた旨の報

告がなされている。 

ＮＴＴ東西においては、接続事業者から撤去工事

の期間の短縮化等に関する具体的な提案・要望を受

けながら、実際の平均期間を踏まえて、６ヶ月前ル

ールの見直しの検討を進めることが適当である。 

 意見３５ コロケーション設備に係る電気料について、競争事業者に対して過度な負担を与

えないよう、利用実績に近い値で電気料を算定する方法を検討すべき。 

 考え方３５ 

■ 現状、コロケーション電気料は、装置の定格容量値に基づき算定されることから、競争事

業者が実際の使用量以上の費用を負担せざるを得ない状況にあり、結果として、本来ＮＴＴ

東西殿が負担すべき金額の一部を競争事業者が実質的に負担する構造になっていると考えら

れます。 

なお、電力メータを設置することで実績値での精算が可能となりますが、メータ機器や設

置工事費用が高額であり、調達や設置工事に長期間を要することを鑑みれば、需要減に伴う

コロケーション設備の撤去や集約を実施している状況においては現実的な対応策とは言えま

せん。 

従って、ＢＢ普及答申（※３）の趣旨も踏まえて、競争事業者に対して過度な負担を与え

ないように、利用実績に近い値で電気料を算定する方法を検討すべきと考えます。 

（※３）ＢＢ普及答申（２０１１年１２月２０日） 第Ⅰ編第４章１（１）（ウ） 

以上の観点を踏まえ、コロケーション設備の仕様に基づく最大消費電力ではなく、例

えば、実際の使用電力を踏まえた接続事業者からの書面手続きに応じて電気料を計算

する等、コロケーション装置に係る電気料の扱い（「申込電力」の考え方）を柔軟化

することが適当である。 

（イー・アクセス） 

■ コロケーション設備に係る電気料については、ブ

ロードバンド答申において「コロケーション設備の

仕様に基づく最大消費電力ではなく、例えば、実際

の使用電力を踏まえた接続事業者からの書面手続き

に応じて電気料を計算する等、コロケーション装置

に係る電気料の扱い（「申込電力」の考え方）を柔

軟化することが適当である」とされた。これを踏ま

え、総務省よりＮＴＴ東西に対し、電気料の扱いの

柔軟化の具体的な考え方に関する検討状況及び事業

者間協議の状況について報告を要請した。その結

果、ＮＴＴ東西より、接続事業者からの要望を踏ま

え、ＤＳＬ用装置及び特定のサービス用の中継系伝

送装置については、契約電流値を超える電流が流れ

ないことを担保するための条件が満たされることを

前提として、電気料及び電力設備使用料の契約電流

値を実際に利用するパッケージ数見合いの消費電流

値に見直す措置を行った旨の報告がなされている。 

ＮＴＴ東西においては、引き続き、接続事業者か
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らの要望を踏まえ、コロケーション装置に係る電気

料の扱いの柔軟化の方策について検討を行うことが

適当である。 

 意見３６ 情報開示告示の一部改正は、ＮＴＴ東西の加入光ファイバを利用したＦＴＴＨへ

の算入やエリア展開の検討に際し、ある程度有効。展開するエリアにおけるＮＴＴ東西の

設備状況や今後の増設計画等について、ＮＴＴ東西利用部門と同じ内容・タイミングで開

示されることが必要であり、設備構築等に関する情報について開示させるべき。 

 考え方３６  

■ 今回の情報開示告示の一部改正は、ＮＴＴ東・西の加入光ファイバを利用して新たにＦＴ

ＴＨ市場に参入しようとする事業者やエリアを拡大しようとする事業者にとっては、提供エ

リアの展開を検討する際に、各収容局における光配線区画の概況を、事前に、従来より詳し

く把握できるという点で、ある程度有効であると考えます。 

シェアドアクセスを使って光ファイバのサービスを展開するにあたって、展開するエリア

におけるＮＴＴ東・西の設備状況や今後の増設計画等がどのようになっているか、ＮＴＴ

東・西利用部門と接続事業者との間で同じ内容・タイミングで情報が開示されていることが

公正競争上当然必要と考えます。そのため、ＮＴＴ東・西の増設計画等の設備構築等に関す

る情報についても開示すべきと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

■ 検証結果（案）Ⅲ２（５）（イ）において示した

とおり、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６

号。以下「事業法」という。）第３３条第４項第３

号の規定により自己の電気通信設備を接続すること

とした場合の条件に比して不利なものではなく、か

つ、同項第４号及び同条第９項の規定により他の電

気通信事業者に対し等しく同等に適用されることと

なる接続約款の規定等について、事業法第３１条第

６項に基づき、一種指定事業者に設置される設備部

門とその他の部門との間における手続等もこれに準

ずるものであるか否かを監視することとされてい

る。 

これに基づく監視の結果については、同条第７項

及び電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令

第２５号。以下「事業法施行規則」という。）第２

２条の８の規定により、平成２４年６月にＮＴＴ東

西から総務大臣に対して、ＮＴＴ東西設備部門が他

の電気通信事業者との間において実施した手続の実

施の経緯及び当該手続に係る接続条件が接続約款等

の規定によるものであること並びにＮＴＴ東西設備

部門が設備部門以外の部門との間で実施した手続の

実施の経緯及び当該手続に係る条件が接続約款等の

規定に準ずるものであることを確認した旨の報告が

なされており、総務省においてこれを検証した結

果、一種指定設備をＮＴＴ東西が自ら利用する場合

と接続事業者が利用する場合とで一定の同等性が確
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保されていると考えられる。 

総務省においては、ＮＴＴ東西から総務大臣に毎

年度報告される内容等に基づき、厳格な検証を行っ

ていく。 

 意見３７ 配線区画の拡大施策の他に、事業者が要望している又はＮＴＴ東西と協議を行っ

ている方法等について、真にブロードバンド普及促進に推進するものは何なのか審議会で

比較検討を実施すべき。 

 考え方３７ 

■ 現在、配線区画の拡大トライアルが進められていますが、利用開始時期が平成 26 年度以降

であること、拡大版の配線区画における分岐端末接続料が高額になることおよびその配線区

画の提供に係るシステム開発費が拡大版の配線区画の利用事業者負担となること等、事業展

開判断を行うための材料としては不十分な状態であり、事業者は適切な判断を行うことが出

来ません。 

・ なお、現時点での当協議会の認識による比較は別表「配線区画比較」のとおり 

・ そのような状況において当協議会は、分岐端末回線の有効活用を目的とし、ＮＴＴ東西殿

に新たな加入光ファイバの接続方式を提案しています。総務省殿におかれましては、配線区

画の拡大施策の他に、事業者が要望しているもしくはＮＴＴ東西殿と協議を行っている方法

等について、真にブロードバンド普及促進に推進するものは何なのか審議会で比較検討を実

施することを求めます。 

別表 配線区画比較 

 
主端末回線 

収容率 
分岐端末回線 

システム 

改修費 
屋内配線転用 ビジネス計画 

既存配線 

区画 
低 約 300円 なし 可 策定可 

拡大配線 

区画 
2 倍 

約 3倍 

※トライアル時 

約 900円 

多額必要 
不可の場合 

あり 
策定不可 

（ＤＳＬ協議会） 

■ 光配線区画の拡大については、ＦＴＴＨ市場にお

ける一層の競争促進を図る観点から、情報通信行

政・郵政行政審議会答申（平成２４年情郵審第３３

号）において、配線区画の拡大及びその補完的措置

としてエントリーメニューの導入の措置を行うこと

が適当とされたものである。 

 

■ 他事業者向けの光配線区画については、現在トラ

イアルが進められているところである。当該光配線

区画の本格提供に際しては、トライアルの結果を踏

まえ、適正な接続料等が設定されることが必要であ

る。 

なお、現在トライアルが進められている他事業者

向けの光配線区画以外の方式による新たな加入光フ

ァイバの接続方式については、まずは接続事業者と

ＮＴＴ東西との間で、技術的及び経済的観点を踏ま

えた協議を行うことが望ましい。 

 意見３８ 光信号分岐端末回線の収容数向上のためには、光配線区画に係る適切な運用の実

施・改善及び１光配線区画当たりの世帯数の適正化が必要。また、透明性を確保する観点

から、適正化を図った具体的なエリア・光配線区画等、適正化の結果についても情報開示

することが必要。 

 考え方３８ 

■ ＮＴＴ東・西のシェアドアクセスを利用する形態においては、１局外スプリッタあたりの

光信号分岐端末回線の収容数向上が、接続事業者の採算性向上に大きく寄与し、ひいては、

■ 光配線区画の見直しの状況については、検証結果

（案）Ⅲ２（１）エにおいて示したとおり加入光フ
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光ファイバの公正競争を促進させます。 

光信号分岐端末回線の収容数向上のためには、１光配線区画あたりの世帯数の適正化が重

要な要素であり、平成２４年度の加入光ファイバに係る接続料認可の際に、既存の光配線区

画とは別に接続事業者向けに新たな光配線区画を設定すること、及び、戸数が過小な光配線

区画等既存の光配線区画を適宜見直す方向性が示されたところです。 

しかしながら、現時点において、弊社で確認したシェアドアクセスを利用可能な１光配線

区画あたりの世帯数は、ＮＴＴ東日本で約３１世帯、ＮＴＴ西日本で約２４世帯程度であ

り、ＮＴＴ東・西が主張する平均５０世帯、４０世帯という水準とはかけ離れた実態となっ

ています。また、光配線区画に係る適切な運用の実施が収容数向上の大前提になりますが、

ＮＴＴ西日本においては、１光配線区画への複数局外スプリッタの設置や、事後的に光配線

区画が分割・縮小されるような事例が数多く発生し、光ファイバの公正競争が阻害される状

況となっています。 

公正な競争環境を確保し、ユーザーの利便性を向上させるためには、以下のとおり、速や

かに光配線区画に係る適切な運用の実施・改善及び１光配線区画あたりの世帯数の適正化が

必要であり、あわせて、透明性を確保する観点から、適正化を図った具体的なエリア・光配

線区画等、適正化の結果についても情報開示することが必要と考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

ァイバ接続料の算定に関する検討に係る情報通信行

政・郵政行政審議会答申（平成２４年情郵審第３３

号）を踏まえ、平成２４年度の加入光ファイバ接続

料に係る接続約款変更認可申請（補正）の認可に当

たり、ＮＴＴ東西に対し、光配線区画の見直しが完

了するまでの間、半年ごとに総務省に報告を行うこ

とを条件として付した。当該報告には、ＮＴＴ東西

の既存の光配線区画に関する状況についてもその内

容として含まれるものである。 

今後とも、ＮＴＴ東西からの状況報告等を踏ま

え、総務省において、見直しの状況を注視するとと

もに、情報通信行政・郵政行政審議会において適宜

の時機に報告することとする。 

 

■ ＮＴＴ西日本においては、接続事業者の指摘を踏

まえ、１光配線区画への複数局外スプリッタの設置

や事後的に光配線区画が分割・縮小されるような事

例についての検証を行うことが適当である。 

 

■ 適正化の結果に係る情報開示については、個別の

光配線区画の状況について、事業法施行規則第２３

条の４第３項の規定に基づき、他事業者が接続の請

求に際して必要な情報の開示に関する事項及び他事

業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場

所に関する情報の開示に関する事項（平成１３年総

務省告示３９５号）に基づき接続約款に規定されて

いる光配線区画に係る情報開示手続により把握する

ことが可能となっているため、ＮＴＴ東西は、接続

事業者からの請求に応じ、適切に開示することが必

要である。 
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（２）第二種指定電気通信設備に関する検証 
 意見３９ ソフトバンクモバイルとイー・アクセスの取引が不透明な取引等となれば規制の

潜脱に繋がりかねないため、公正競争を阻害していないか検証を実施するとともに、イ

ー・アクセスを二種指定設備を保有する事業者として指定すべき。 

 考え方３９ 

■ 本年 1 月 1 日より、イー・アクセス殿はソフトバンクモバイル殿と同一資本グループに属

しており、両社は、無線ネットワーク等のリソースを相互利用し競争上のシナジーを発揮す

ると明言しています。  

元来、MNO 間のローミングについては、2009 年 10 月に公表された「電気通信市場の環境変

化に対応した接続ルールの在り方について 答申」においても、MNO は「自らネットワーク構

築して事業展開を図ることが原則である」としており、許容されるべき具体的な形態につい

ては以下の場合としています。（下記例については当社にて追記） 

  ア自網で提供するサービスと異なる市場のサービスを提供するために、他 MNO 網を利用す

る形態 

   （例：携帯事業者による WiMAX 事業者網の利用） 

  イ新規参入 MNO が、認定開設計画等に基づき、自らのネットワークを全国展開するまでの

間、暫定的に他 MNO網を利用する形態 

（例：イー・アクセス殿参入時の当社網の利用） 

  ウトラフィックの急増により、ネットワーク容量が逼迫している既存 MNO が、新たな周波

数の割当を受けたり、自らのネットワークを増強するまでの間、暫定的に他 MNO 網を利

用する形態 

（例：現在提供されているソフトバンクモバイル殿によるイー・アクセス殿網の利用）

※1:2009年 3月にソフトバンクモバイル殿がイー・アクセス殿の MVNOとして、提供して    

いる定額制のデータ通信。（現在、新規受付は終了） 

しかしながら、ソフトバンクモバイル殿については、900MHz の割当てを受け既に運用開始

していること、NW 収容効率の高い LTE 導入等トラフィック対策を講じていること等を踏まえ

ると、上記のウには該当しないと考えます。  

また、どのような提供形態になるか両社は公表しておりませんが、仮に 1SIM でシームレス

に自動ローミングし、恒常的に行われるとすれば、これまでにないケース（※2）となり、以

下のような懸念が存在します。  

※2:これまでの事例では、上記アの場合、自社サービスと他社サービスのデュアル契約とな

り、それぞれに 1 契約を計上。イの場合、期間・エリアが予め定められた限定的な利

用。ウの場合、それぞれの会社の 2枚の SIMを利用者が使い分ける。 

①契約数の省令報告はホーム事業者のみに計上され、ユニバーサルサービス料もホーム事業

■ ソフトバンクモバイルとイー・アクセス間の取引

について、審議会等の公の場において公正競争を阻

害していないか検証を実施すべきとの御意見につい

ては、これまでも両社のローミング等が事業法上問

題がないかどうかについて検証を行ってきたところ

であり、今後も、状況を注視していくこととする。 

 

■ なお、接続ルール答申ｐ３５においてＭＮＯによ

る他ＭＮＯ網の利用に関して許容されるべきとして

いるア～ウの形態は、あくまでも想定される例とし

て示されているものであり、接続ルール答申ｐ３６

において、「ＭＮＯが、認定開設計画等に従った基

地局の整備を進めるとともに、（略）電波の能率的

な利用（開設基地局数、小セル化、セクタ分割等）

を図っている場合、更なるニーズに応えるために他

ＭＮＯ網を利用することは、現行制度上許容される

と考えられる」とされていることを踏まえて検証を

行っている。 

 

■ また、本年３月に、イー・アクセスの 1.7GHz 帯を

利用したソフトバンクモバイル契約者向けサービス

が開始されたところであるが、本件に係る両社の接

続は、ソフトバンクモバイル接続約款（同月届出・

公表）によって行われていると承知している。な

お、同接続におけるイー・アクセスの接続料につい

ても、状況を注視していくこととする。 

 

■ イー・アクセスを第二種指定電気通信設備（以下

「二種指定設備」という。）を保有する事業者とし
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者のみが負担することとなります。2 社のネットワークをそれぞれ恒常的に使用できるので

あれば、応分の負担をするべきであり、「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルール

の在り方について 答申」や競争政策の趣旨に反していないか注視すべきものと考えられま

す。 

②周波数帯域幅は競争の源泉であり、仮に互いの無線ネットワークも含め、自社のエリアで

あるとして競争しつつ、顧客獲得を行うとすれば、「電気通信事業法第３０条第１項の規

定に基づく禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者（移動通信分野における市場

支配的な電気通信事業者）の指定に当たっての基本的考え方」における「共同支配」に該

当するものと考えます。  

③第二種指定電気通信設備制度においては、閾値を定める「特定移動端末設備」について、

同一契約で複数 MNO と接続される場合の明確な規定がなく、仮に省令報告に準ずるとすれ

ばホーム事業者にのみ契約数が計上され閾値の判断がなされる事態が想定され、これはロ

ーミング先事業者のシェアを過小に評価することとなり、二種指定が適正に運用されない

事態と言えます。  

したがって、ソフトバンクモバイル殿とイー・アクセス殿の取引が、ローミングによる採

算を度外視した不透明な取引等となれば、規制の潜脱に繋がりかねず、審議会等の公の場に

おいて公正競争を阻害していないか検証を実施するとともに、イー・アクセス殿を第二種指

定電気通信設備を保有する事業者として指定すべきと考えます。仮に、ソフトバンク殿がイ

ー・アクセス殿の議決権を 3 分の 1 未満しか保持しないとしても、ソフトバンク殿が筆頭株

主かつ、資本の 99%超を持ち続けていること等を踏まえ、実質的に経営上の支配力を有してい

ることに変わりがないことから、イー・アクセス殿を第二種指定電気通信設備を保有する事

業者として指定すべきと考えます。  

（ＮＴＴドコモ） 

て指定すべきとの御意見について、現行の第二種指

定電気通信設備制度（以下「二種指定設備制度」と

いう。）は、事業法第３３条第１項に規定するとお

り、端末シェアが１０％を超える電気通信事業者が

設置する特定の電気通信設備の総体について指定す

る制度であり、当該指定の基準を満たしていないイ

ー・アクセスの電気通信設備を二種指定設備として

指定することは適当ではない。 

 意見４０ 総務省は、ＭＶＮＯによるモバイル市場への参入を促進するために、二種指定事

業者の接続料算定の適正性検証を厳格化すべき。さらに、二種指定事業者に対する規制強

化について検討すべき。 

 考え方４０ 

■ 二種指定事業者は、国民共有の財産である有限希少な周波数の割当てを受けて事業を営ん  

でいることから、電気通信市場全体に与える影響力から鑑みてその公益的役割は大きく、他

の電気通信事業者との接続には、公平性・透明性が強く求められます。 

現状では、モバイル市場におけるＭＶＮＯの契約者はごく僅か（携帯電話の契約数 １億３

千万加入に対し、ＭＶＮＯ契約数は５６０万加入程度）であり、二種指定事業者あるいは二

種指定事業者を中心とする企業グループによる寡占状態にある実態を踏まえると、算定根拠

のさらなる詳細化等により、これまで以上に接続料算定の適正性検証は一層厳格化されるべ

■ 検証結果（案）参考資料の考え方３１において示

したとおり、総務省においては、モバイル市場の公

正競争の確保を通じて、その活性化を図る観点か

ら、通信プラットフォーム機能のオープン化、「Ｓ

ＩＭロック解除に関するガイドライン」の策定、二

種指定制度の規制の対象の見直し、禁止行為等規制

関係ガイドラインの見直し、「ＭＶＮＯに係る電気
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きと考えます。現に、ＭＶＮＯのサービス原価において支配的であるデータ接続料が依然と

して高止まりしていることがＭＶＮＯによるモバイル市場への参入が進まない主因であり、  

このままではモバイル市場の寡占化が著しく進行するものと危惧するところです。 

加えて、現状において、ＭＶＮＯが競争力のある価格で自由度の高いサービス提供を行う

ことにより、ＭＮＯと競争を展開していけるだけの条件・環境は十分に整っていないことか

ら、接続料算定の適正性の向上に加え、少なくとも二種指定事業者に対し、次のような規制

強化についての検討が必要と考えます。 

・レイヤ２接続等の接続メニューや卸電気通信役務メニューの多様化 

・ＳＩＭフリー端末の更なる拡大やソフトＳＩＭの導入による端末のオープン化 

以上のことから、接続料算定に係る適正性の十分な確保に加え、ＭＶＮＯによるサービス

提供上の競争条件・環境が整備されれば、各事業者間の公平性が担保され、モバイル市場の

競争促進に繋がるものと期待します。 

（ケイ・オプティコム） 

通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドラ

イン」の見直し等、ＭＶＮＯの参入促進策を継続的

に講じているところである。 

 

■ 二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者

（以下「二種指定事業者」という。）の接続料算定

の適正性検証を厳格化すべきとの御意見について、

総務省は、「第二種指定電気通信設備制度の運用に

関するガイドライン」（平成２３年５月改正。以下

「二種指定ガイドライン」という。）において、

「総務省は、当該接続料の算定がガイドラインに示

す考え方に沿ったものであるか否かについて、必要

な検証を行うこと」とされており、総務省は同ガイ

ドラインに基づき必要な検証を行ってきたところで

あり、今後も二種指定ガイドラインに沿って適切に

検証を行うこととする。なお、平成２４年１０月か

ら、モバイル接続料算定の更なる適正性向上に向け

て「モバイル接続料算定に係る研究会」を開催し、

検証の在り方等について検討を行っているところで

ある。 

 

■ 接続メニュー等の多様化を検討すべきとの御意見

について、二種指定制度においては、二種指定設備

に一種指定設備のようなボトルネック性が存在しな

いことや、移動通信市場においてはサービス競争が

一定程度進展していることを踏まえ、事業者間協議

による合意形成を尊重しその促進を図る観点に配意

してアンバンドルに係る仕組みを整えているところ

である。具体的には、一定の判断基準を満たすと考

えられる機能について、まずは「注視すべき機能」

に位置付け、一定期間、事業者間協議の状況を注視

し、その上で、事業者間協議における合意形成が困

難と判断した場合には、「アンバンドルすることが
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望ましい機能」に位置付けるか否かについて、最終

的な判断を行う仕組みを整えている。総務省におい

ては、この仕組みに沿ってアンバンドルの検討を行

ってきたところであり、今後も適時適切に検討を行

うこととする。なお、御意見のレイヤ２接続機能に

ついては、二種指定ガイドライン上、アンバンドル

することが望ましい機能に位置付けており、二種指

定事業者には同機能を接続約款上に規定することが

求められる。 

 

■ ＳＩＭフリー端末の更なる拡大等の端末のオープ

ン化に関する御意見については、考え方６３のとお

り。 

 意見４１ 接続料水準の透明性・適正性については、現行制度の枠組みの中で公平的に対応

すべき。 

 考え方４１ 

■ 接続料水準の透明性・適正性については、「総務省殿における算定根拠の検証」、及び現

在進められている「モバイル接続料算定に係る研究会における算定ルールの見直し」など継

続的な取組で確保されていくものと考えます。また、公正競争上の観点からも、透明性・適

正性の確保にあたっては、現行制度の枠組みの中で公平的に対応する必要があると考えま

す。 

（イー・アクセス） 

■ モバイル接続料算定に係る算定ルールの整備に当

たっては、関係事業者の接続料算定に係る現状の考

え方を検証した上で、現時点で顕在化している課題

を抽出し検討・整理を行い、必要な範囲内で算定ル

ールの精緻化を行っていくことが適当である。 

 

■ なお、接続料の算定方法に係る考え方を示した二

種指定ガイドラインについては、二種指定事業者に

公平に適用されるものの、二種指定事業者以外の携

帯電話事業者についてもガイドラインを踏まえた積

極的な対応を行うことが適当である。 

 意見４２ 接続料の算定根拠が争点となった場合、競合他社に対して開示することが困難な

経営情報等が含まれることも想定されるため、その点について十分に留意すべき。 

 考え方４２ 

■ 接続料については、事業者間協議において可能な範囲で説明がなされるものと認識してい

ますが、仮に、接続料の算定根拠が争点となった場合、守秘義務を課す等の措置をしたとし

ても、競合他社に対して開示することが困難な経営情報等が含まれることも想定されるた

め、その点について十分に留意する必要があると考えます。なお、弊社では、総務省殿へは

第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドラインに基づいて説明を行っているとこ

■ 円滑化ガイドラインに示しているとおり、協議に

おける接続事業者の予見可能性を高め事業者間協議

の円滑化を図る観点から、携帯電話事業者は接続事

業者に対して算定根拠に係る情報を一定程度開示す

ることが望ましいと考えられる。ただし、この場合
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ろであり、今後も引き続き説明を行っていく予定です。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

であっても、経営秘匿性の高い情報まで無制限に開

示することが望ましいわけではなく、その開示の程

度や方法は事業者間の協議に委ねられるものであ

る。 

 意見４３ 二種指定事業者３者間の接続料水準に格差が生じていることから、他と比べ接続

料水準が高止まりしている事業者についてはＮＴＴ東西と同程度の算定根拠を提示し、合

理的な説明をすべき。 

 考え方４３ 

■ 情報通信行政・郵政行政審議会からの答申（平成２４年１１月２７日）に基づき、新たに

第二種指定電気通信設備規制の対象としてソフトバンク殿が追加されましたが、現時点にお

いて第二種指定電気通信設備規制の対象となる携帯事業者（以下、二種事業者という）３社

間の接続料水準には格差が生じています。 

  二種事業者が「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」（以下、二種

ガイドラインという）を遵守することで、携帯電話接続料の水準・算定に係る適正性・透明

性が確保され、接続料水準が下がっていくものと考えますが、他の二種事業者に比べ接続料

水準が高止まりし続けている事業者については 「事業者間協議の円滑化に関するガイドラ

イン」（平成２４年７月２７日）に示されている「双務的な接続料の算定根拠に係る情報開

示」の考え方に基づき、少なくとも、当社からの求めに応じ、当社と同程度の算定根拠を必

ず提示いただき、合理的な説明を行っていただきたいと考えます。 

  なお、それでも情報開示をいただけない場合は、総務省殿において、こうした二種事業者

間で接続料水準に格差が生じている要因や、他の二種事業者の接続料水準と比較しつつ、事

業者の設定する接続料が妥当であるかについて検証したうえで、これを公表するなど、接続

料水準の透明性・適正性を確保するための必要な措置を講じていただきたいと考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

■ 情報通信行政・郵政行政審議会からの答申（平成２４年１１月２７日）に基づき、新たに

第二種指定電気通信設備規制の対象としてソフトバンク殿が追加されましたが、現時点にお

いて第二種指定電気通信設備規制の対象となる携帯事業者（以下、二種事業者）３社間の接

続料水準には格差が生じています。 

・ 二種事業者が「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」を遵守するこ

とで、携帯電話接続料の水準・算定に係る適正性・透明性が確保され、接続料水準が下がっ

ていくものと考えますが、他の二種事業者に比べ接続料水準が高止まりし続けている二種事

業者については、当該ガイドラインの遵守に加えて、「事業者間協議の円滑化に関するガイ

ドライン」（平成２４年７月２７日）にあるとおり、当社から求めがあれば、当社と同程度

■ 双務的に接続料の算定根拠の情報開示を行うべき

との御意見については、円滑化ガイドラインにおい

て、「一方の事業者が他方の事業者と異なる水準の

接続料を設定する場合であって、接続料の水準につ

いて当事者間で十分な合意が成立しない場合には、

当該水準の接続料を設定する理由について、必要に

応じ、当事者間で守秘義務を課すなどの措置を講じ

た上で、算定根拠に係る情報を一定程度開示しつつ

説明するとともに、協議を行うことが望ましい」と

されており、円滑化ガイドラインの運用状況を注視

していくこととする。 

 

■ 総務省において接続料が妥当であるかについて検

証した上で必要な措置をとるべきとの御意見につい

ては、二種指定事業者については、二種指定ガイド

ラインにおいて、「総務省は、当該接続料の算定が

ガイドラインに示す考え方に沿ったものであるか否

かについて、必要な検証を行うこと」とされてお

り、総務省は二種指定ガイドラインに基づき必要な

検証を行うこととする。 
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の算定根拠を提示いただき、合理的な説明を行っていただきたいと考えます。 

・ それでもなお、十分な情報開示をいただけない場合には、総務省殿において、こうした二

種事業者間で接続料水準に格差が生じている要因や、他の二種事業者に比べ接続料水準が高

い事業者の設定する接続料が妥当であるかについて検証した上で、その検証結果を公表する

等、接続料水準の透明性・適正性を確保するために必要な措置を講じていただきたいと考え

ます。 

（ＮＴＴ西日本） 

 

（３）禁止行為に関する検証 
ア 第二種指定電気通信設備に係る禁止行為規制の適用時業者の指定要件に関する検証 

 意見４４ ＫＤＤＩ及びソフトバンクの市場支配力が高まっていることを踏まえ禁止行為等

規制の指定対象について見直しを行うべき、上位３社のモバイル事業者に対して総合的な

市場支配力等に対する厳正かつ包括的な規制をすべき、又は、非対称規制となっている禁

止行為等規制は撤廃すべき。 

 考え方４４ 

■ 携帯電話事業者に対する第二種指定電気通信設備制度は、国から割当を受けた公共財であ 

る電波の有限希少性に依拠しているものであることから、本来、全ての携帯電話事業者（Ｍ

ＮＯ）に同等の競争ルールが適用されるべきであると考えます。 

・ 特に、禁止行為規制については、携帯電話事業者の中でＮＴＴドコモ殿だけが引き続き規

制対象とされているところですが、昨今のスマートフォンの爆発的な普及やスマートフォン

をトリガーとする移動通信と固定通信が融合した市場の拡大等、市場環境や競争環境の急激

な変化等を踏まえると、携帯電話事業者同士で規制格差を設けなければならない程の市場支

配力の差は存在しないことから、規制格差の存在によって各社の利用者間で不公平な状況が

生じることにならないよう、非対称規制となっている禁止行為規制については撤廃すべきと

考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

 

■ 事業者単位ではなくグループ単位で捉えた場合、当社、ＫＤＤＩ殿、イー・アクセス殿を

含めたソフトバンク殿の 3グループの収益シェアは近接しています。  

また、KDDI 殿は同社傘下での J:COM 殿と JCN 殿の合併を発表（2012 年 10 月 24 日）する

等、CATV 各社との連携を強めています。CATV 各社との連携強化により、同社の移動系と固定

系の連携サービスである「au スマートバリュー」は開始後僅か 10 ヶ月で 285 万契約（2013

年 1 月 28 日 KDDI 殿決算発表）に達し、更には同社のスマートフォン新規契約の 33%が「au

スマートバリュー」に加入（同決算発表）する等、同社のスマートフォン契約に大きく寄与

■ 検証結果（案）Ⅲ２（３）アにおいて示したとお

り、ＫＤＤＩ及びソフトバンクモバイルに対する禁

止行為等規制の適用については、市場シェアの順位

が１位の電気通信事業者との市場シェアの格差等に

鑑みれば、現時点において、ＫＤＤＩ及びソフトバ

ンクモバイルを禁止行為等規制の対象として指定す

る必要性は認められない。 

ＮＴＴドコモに対する禁止行為等規制の適用につ

いては、ブロードバンド答申後の市場シェアの変化

等を勘案しても、ＮＴＴドコモに対する規制適用の

必要性が著しく低下するまでの市場環境の変化は認

められないことから、現時点においては、引き続

き、非対称規制として維持していくことが適当であ

る。 

  ただし、事業者の経営体制を含む近年のモバイル

市場における環境変化を踏まえ、今後とも状況を注

視していくことが重要であり、平成２６年を目途と

して実施する包括的な検証において、既存の市場構

造や考え方を前提とした競争ルールに制度的課題が

５２ 

 



 

しており、固定側の合従連衡が移動体通信市場へ与える影響が更に拡大する懸念が存しま

す。 

以上のように、KDDI 殿・ソフトバンク殿の市場支配力も高まっていることから、禁止行為

規制の指定対象について速やかに見直しを行うべきであると考えます。  

  さらには、「電気通信事業法第３０条第１項の規定に基づく禁止行為等の規定の適用を受

ける電気通信事業者（移動通信分野における市場支配的な電気通信事業者）の指定に当たっ

ての基本的考え方」において、指定の考え方について「当該電気通信事業者の総合的な事業

能力を測定するための諸要因も踏まえ、総合的に判断する」とされ、「サービスや端末等の

販売・流通における優位性」等が判断要素とされています。 

ソフトバンク殿によるスプリント・ネクステル殿買収（2012 年 10 月 15 日ソフトバンク殿

発表）は同社が買収の狙いとして述べているように、端末や通信設備の調達力など規模の経

済性が増す事案と言えます。規模の経済性により、日本国内においても同社の市場支配力が

大きく向上することは必至です。禁止行為規制が市場支配力に起因した規制である以上、本

買収によるソフトバンク殿の市場支配力が高まることを踏まえ、審議会等の公の場において

公正競争を阻害していないか検証を実施するとともに、指定対象の見直しを行うべきと考え

ます。 

（ＮＴＴドコモ） 

 

■ 「市場環境の変化に鑑み、ＫＤＤＩ及びソフトバンクモバイルを禁止行為規制の対象に追

加すべき、又は、携帯電話事業者間で規制格差を設けなければならない程の市場支配力の差

は存在しないため、非対称規制となっている禁止行為規制は撤廃すべきとの指摘（意見３

４、３５）について」に係る検証結果（案） 

≪弊社意見≫ 

  固定通信市場では、意欲のある事業者であれば、随時設備競争への参入が可能であります

が、モバイル市場は、少数の周波数割当て事業者しか設備競争に参入できないといった特性

があることから、有限希少な周波数の割当てを受けているモバイル事業者には、一定の規制

があって然るべきと考えます。 

現に、次のような点から、情報通信市場全体の独占化や寡占化を招くものと危惧するとこ

ろです。 

・モバイル事業者上位３社の顧客規模は、固定通信の各市場を凌ぐ規模に成長しており、既

に大きな影響力を保持している 

・資本関係のあるモバイル事業者を有する「企業グループ」は、モバイル事業者の顧客基盤

やブランド力をもとに、固定通信市場に影響力を拡大している 

生じていると認められる場合には、必要に応じ、禁

止行為等規制の見直しについても検討することとす

る。 
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以上のことから、情報通信市場全体での公正競争環境の確保のため、上位３社のモバイル

事業者に対して、総合的な市場支配力やグループドミナンスに対する厳正かつ包括的な規制

が必要と考えます。 

（ケイ・オプティコム） 

意見４５ ＮＴＴドコモ又はＫＤＤＩ及びソフトバンクに対する禁止行為等規制の適用につ

いての総務省の考え方に賛同。 

 考え方４５ 

■ 本検証結果（案）おける「非対称規制として維持していくことが適当」とする考えに賛同

します。 

NTT グループは、固定・移動・データ通信事業等各々の市場において、市場支配力を有する

事業者を抱え、その相互の支配力をレバレッジとして、グループサービスの強化を図ること

が想定され、NTT ファイナンス株式会社（以下、「NTT ファイナンス」という。）殿による統

合請求の実施等はこの一例と考えております。このような公正競争環境上の課題が顕在化し

ている限り、当該行為を禁止する措置については厳格な検証・運用を行うとともに、平成 26

年を目途として実施する包括的検証の際においても、安易に制度適用の解除や、制度廃止・

撤廃等に結論付けることはせず、より市場の実態を踏まえた実効性ある規制内容へと見直す

ことが必要と考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 「電気通信事業法第３０条第１項の規定に基づく禁止行為等の規定の適用を受ける電気通

信事業者（移動通信分野における市場支配的な電気通信事業者）の指定に当たっての基本的

考え方」に示された総務省の考え方は適切です。 

（ＫＤＤＩ） 

■ 検証結果（案）に対する賛成の御意見として承

る。 

 

イ 指定電気通信設備制度における禁止行為規制の運用状況に関する検証 
 意見４６ ＮＴＴ東西の県域等子会社の行為が禁止行為規制の潜脱行為に該当しないかどう

か実態調査を行った結果について検証結果に明記すべき 

 考え方４６ 

■ 総務省殿においては、KDDI 株式会社殿が「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビ  

ュー制度の運用に関する意見募集」（以下、「本制度の意見募集」という。）の際に示した

資料等に基づき、当該事例※7 等が禁止行為規制の潜脱行為に該当しないかどうか実態調査を

行った結果についても、本検証結果（案）で明記すべきと考えます。 

総務省殿の考え方の中で、NTT 東西殿の報告や電気通信事業法第 31 条第 7 項に基づく再委

託先を含めにおいて禁止行為等規制を潜脱する行為が行われることを防止するための一定の

■ 具体的指摘があったＮＴＴ東西の県域等子会社にお

けるＮＴＴドコモの商品の販売の事例について、総務

省は、当該指摘があったＮＴＴ東西の県域等子会社に

関し、それぞれの担当部署を確認することによりＮＴ

Ｔ東西からの受託業務とＮＴＴドコモからの受託業務

を行う組織を分けていることや、ＮＴＴ東西と当該県
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措置が講じられていることが示されていますが、実態調査の結果等が示されていないため、

県域等子会社において禁止行為規制の潜脱行為が行われている懸念を払拭することができま

せん。 

なお、当該行為に問題が発覚した場合は、直ちに販売行為を停止させる等の是正措置を講

じることが必要と考えます。 

※7 ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度の運用に関する意見募集（平成

24年度）の結果（平成 24 年 8月 24日） 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000173750.pdf 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

域等子会社との間の委託契約の内容や研修教材等を確

認することにより委託契約において禁止行為を防止す

るための措置が義務付けられていること、全社員を対

象とした禁止行為防止等のための研修を実施している

こと等を確認しており、その旨を検証結果（案）Ⅲ２

（３）イ（ア）に記載しているところである。  

なお、検証結果（案）Ⅲ２（３）イ（ア）において

示したとおり、ＮＴＴ東西が講じている措置が徹底さ

れない場合には、県域等子会社において禁止行為等規

制を潜脱するおそれがあるため、当該措置の徹底につ

いて、その状況を引き続き注視していくこととする。 

 意見４７ ＮＴＴ東西の１１６窓口における不適切な営業行為について、これまで以上の厳

格な検証を行い、問題が発覚した場合には、是正措置を講じるべき。 

 考え方４７ 

■ 本制度の意見募集の際、弊社共が述べたとおり、ユーザへのアンケート調査においては、

接続関連情報を利用した営業活動を NTT 東西殿が行っているのではないかと疑われる結果が

出ております。 

従って、総務省殿においては、引き続き注視することはもちろんのこと、NTT 東西殿の報告

を確認する検証だけにとどまらず、アンケート調査等実態調査を行って頂きたいと考えま

す。その上で、総務省殿の調査において問題が発覚した場合においては、NTT116 窓口におけ

る一切の営業行為を禁止することを含め、是正措置を講じることが必要と考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ ＮＴＴ東・西の１１６窓口でフレッツ光等の営業行為が行われていたとしても、他事業者

がそれらの証拠を提出することは事実上困難です。現行の検証スキームでは、証拠がなけれ

ば、違反と認められないのが現状です。 

また、１１６窓口において接続関連情報を取り扱うことがないよう措置が講じられている

か否か等については、ＮＴＴ東・西の報告を基に判断されています。しかし、ＮＴＴ東・西

の報告をベースにしている限りは、十分な透明性・外部検証性が確保できていないため、総

務省によるこれまで以上の厳格な検証（総務省による立ち入り調査、委員会での調査審議

等）がなされるべきと考えます。その上で、違反が認められる場合は、総務省において直ち

に是正措置を講じることが必要です。 

（ＫＤＤＩ） 

■ １１６窓口におけるＮＴＴ東西の営業行為について

は、検証結果（案）Ⅲ２（３）イ（イ）において示し

た報告の確認に加え、ＮＴＴ東西が自社内において、

「１１６窓口」への加入電話又はＩＮＳネット６４の

移転申込みを行う加入者に対し、問合せ・要望がない

にも関わらず当該者へフレッツ光サービスの勧奨を行

うことを厳格に禁止し、具体的な周知・徹底の措置と

して、公正競争遵守のための社内マニュアルに「１１

６窓口」におけるフレッツ光サービス勧奨禁止を記載

の上、自社及び県域等子会社等の従業員を対象に研修

及び e-ラーニングを実施していることについて実態を

踏まえた確認を実施しているところである。 

なお、ＮＴＴ東西の１１６窓口において他事業者情

報の目的外利用が行われ、事業法第３０条第３項第１

号及び第３１条第５項に抵触する場合には、必要な措

置を講じる考えである。 

 意見４８ 「現行の規制のうち時代にそぐわない規制は撤廃又は廃止すべき」との指摘に対  考え方４８ 

５５ 
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する総務省の考え方に賛同。 

■ 総務省殿の考え方において、「禁止行為等規制は、市場支配力を有する電気通信事業者が

その市場支配力を濫用した場合、電気通信事業者間の公正な競争等に及ぼす弊害は著しく大

きく看過し得ないものとなるため、それを未然に防止する観点から規定されている」と示さ

れていますが、弊社においてもその考えに賛同します。 

平成 26 年を目途として実施する包括的な検証の中で、利活用の促進や利用者利便の向上の

ために規制の見直しをしていくことは必要と考えますが、その場合にあっても非対称規制等

NTT 東西殿に対する規制と混同することなく、規制の目的、趣旨等を踏まえて議論を行うべき

と考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

■ 検証結果（案）に対する賛成の御意見として承る。 

 意見４９ 現行の禁止行為等規制の趣旨が確保されるよう、ＮＴＴグループの連携等による

現行の規制の趣旨の潜脱のおそれを回避するための措置を講ずるべき。また、ＮＴＴファ

イナンスへの料金業務の移管に関しては、ＮＴＴグループの措置が永続的に有効であるか

どうか継続的に監督し、審議会等の場を通じて定期的に議論すべき。 

 考え方４９ 

■ 現行の禁止行為規制の下では、第三者を経由した排他的連携や、競争事業者がビジネス上

組むことがあり得ないケースでの事実上の排他的連携がなされるおそれがあります（例：Ｎ

ＴＴファイナンス、県域等子会社のドコモ携帯販売等）。 

現行の規制の趣旨が生かされるよう、潜脱の恐れを回避するための措置を取るべきです。

例えば、今後、潜脱的なグループ連携と思われる情報を得た場合等は、サービス開始前に必

要な措置を取るべきと考えます。 

 

■ 今般のＮＴＴファイナンスの事例などのように、現状の禁止行為規制の下では、第三者を

経由した排他的連携や、競争事業者がビジネス上組むことがあり得ないケースでの事実上の

排他的連携がなされるおそれがあります。 

現行の規制の趣旨が生かされるよう、潜脱の恐れを回避するための措置を取るべきです。

例えば、今後、潜脱的なグループ連携と思われる情報を得た場合等は、サービス開始前に必

要な措置を取るべきと考えます。行政指導により要請された措置が適切に講じられているか

を判断するため、ＮＴＴグループ各社は毎年度総務省に報告することになっていますが、各

社の報告をベースにしている限りは、十分な透明性・外部検証性が確保できていないと考え

ます。各社の報告に加えて、必ず、総務省による立ち入り調査、委員会での調査審議等を実

施するなど、総務省によるこれまで以上の厳格な検証がなされるべきと考えます。違反が認

められる場合は、総務省において直ちに是正措置を講じることが必要です。 

（ＫＤＤＩ） 

■ ＮＴＴグループに係る規制の在り方に関する御意見

については、考え方２のとおり。 

  なお、ＮＴＴグループの業務統合や連携について

は、その状況を引き続き注視していくとともに、関係

法令やＮＴＴ等に係る累次の公正競争要件の趣旨を確

保する観点から課題が認められる場合には、必要な措

置を講じる考えである。 

 

■ ＮＴＴファイナンスへの料金業務の移管に関して継

続的に監督し、審議会等の場を通じて定期的に議論す

べきとの御意見については、検証結果（案）Ⅲ２

（３）イ（エ）において示したとおり、総務省におい

て、各事業会社からの報告内容をインターネット上に

公表するとともに、平成２４年８月、情報通信審議会

電気通信事業政策部会ブロードバンド普及促進のため

の競争政策委員会の議題の１つとして取り上げられ、

総務省より、要請の内容のほか、総務省における検証

の際の判断基準・検証方法・検証結果に関し、総務省

が行った確認内容について説明を行い、その妥当性等
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■ ＮＴＴグループは、指定電気通信設備規制や禁止行為規制等の公正競争要件に関する各種

規制を形式的にはクリアしつつも、ＮＴＴファイナンス殿を通じた料金の請求・回収業務の

統合等により、自らの論理によってグループ連携を進めていることが根本的な問題です。こ

のことは、これまで積み重ねられてきた、移動体通信業務分離やＮＴＴ再編の趣旨を逸脱し

て、なし崩し的にグループの再統合、独占への回帰を図るものと考えます。 

市場におけるＮＴＴグループ各社のシェアは依然として高いことから、真に公正競争環境

を確保するためには、ＮＴＴグループにおける事業運営上の全ての行為に対して適切かつ抜

けのない規制をかけることが必要であり、総務省殿においては、料金の請求・回収業務を梃

子とした共同営業行為がなされないよう厳正に措置いただくことが必要です。 

加えて、総務省殿における判断基準・検証方法の妥当性についての外部検証性の確保は極

めて重要であることから、ＮＴＴグループ各社からの毎年度の報告内容の公表に留まらず、

ＮＴＴグループの措置が永続的に有効であるかどうか継続的に監督いただいた上で、その状

況については、審議会・競争政策委員会等を通じて定期的に議論いただくことを要望いたし

ます。 

（ケイ・オプティコム） 

 

■ NTT ファイナンスによる一括請求等について検証案では、「総務省は NTT 関係各社に要請を

実施、NTT 各社から定期的に要請に基づく報告がなされ、審議会への報告が行を行ったことで

直ちに追加の措置が必要とは認められない」としております。 

しかし、当社を含め各社から指摘のある NTT グループの巨大な経営情報の集約は、情報の

共同利用の懸念のみならず、お客さまが NTT グループは一体と認識することにつながり、分

割の意義が有名無実化される恐れがあります。つきましては、審議会等オープンな形で十分

な調査審議を行うことを要望致します。 

（ジュピターテレコム） 

 

■ 検証結果案では、「県域等子会社におけるＮＴＴドコモ商品の販売」、及び「ＮＴＴファ

イナンス殿への料金業務の移管」に関して、ＮＴＴグループ各社に要請された措置を注視す

る方向性が示されております。 

  しかしながら、「ＮＴＴファイナンス殿への料金業務の移管」の事例では、ＮＴＴグルー

プ各社が制度上の整理が不透明なまま利用者周知等の準備を進め、施策の実施を既成事実化

したことを踏まえれば、今後も同様に、ＮＴＴグループ各社がなし崩し的に業務統合や、営

業連携を実現することで、「禁止行為規制」、及び「特定関係事業者制度」といった各種公

について同委員会で討議が行われたところであり、今

後も引き続き、各事業会社からの報告内容について、

総務省において公表していくが、各社に要請した措置

が徹底されない場合等には、必要に応じ、改めて検証

を行うことも必要と考えられる。 
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正競争要件が形骸化し、結果として、事実上のＮＴＴグループの一体化を招くことが懸念さ

れます。 

従って、今回の検証では、将来的な市場環境の変化やＮＴＴグループの業務形態を見据え

て（例えば、今後想定される業務統合、営業連携の洗い出しを行うなど）公正競争要件の枠

組みの在り方を議論し、包括的検証に向けて一定の方向性を示すべきと考えます。 

（イー・アクセス） 

 

■ 本施策については、平成 23 年 3 月 23 日付けで、NTT東西殿、エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ株式会社（以下、「NTT コミュニケーションズ」という。）殿及び株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「NTT ドコモ」という。）殿並びに NTT ファイナンス殿に対

し、行政指導が出されましたが、NTT グループの延べ 1 億 3 千万人に上るユーザ、合わせて 8

兆円を超える料金債権が NTT ファイナンス殿へと集約され、「ヒト・モノ・カネ・情報」と

いうグループの経営資源が NTT 持株殿の元に統合されることについては、NTT グループの組織

の再統合・独占回帰という、より本質的な問題が依然として存在します。このような問題が

ある中で、NTT グループは、本施策と同様のスキームで、NTT 事業会社の営業や保守、電話受

付等の各機能を統合していくことも想定されます。こうした施策は、公正競争確保の観点か

ら、基本的に実施されるべきではないため、脱法的なグループ連携を防止する規制整備等を

事前に検討すべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

意見５０ 現行のドミナント規制の緩和は必要ではなく、競争促進を通じたユーザ利便向上

のために公正競争の確保が今後も重要。 

 考え方５０ 

■ 国際競争力維持・ＩＣＴ利活用促進の観点から、規制が緩和され、事業者の創意工夫・競

争促進につながることは歓迎します。ただし、そのために通信レイヤーにおける現行のドミ

ナント規制の緩和が必要ということにはなりません。ＩＣＴ利活用上位国のスウェーデンや

韓国*でもドミナント事業者に対する非対称規制が整備・運用されており、競争促進を通じた

ユーザー利便向上のためには公正競争の確保が今後も重要であると考えます。 

*世界経済フォーラム（ＷＥＦ）のＩＣＴ利活用ランキング（2012 年） では、1 位：スウェ

ーデン、2 位：韓国、3 位：デンマーク、4 位：フィンランド、5 位：シンガポールの順位と

なっている。 

（ＫＤＤＩ） 

■ 考え方２のとおり。 

意見５１ ブロードバンドの利活用促進及び利用者利便の向上を図るために、現行の規制の

うち時代にそぐわない規制は撤廃又は廃止すべき。 

 考え方５１ 

■ 当社は、従来より電気通信事業法等の法令及び各種ガイドラインを遵守してきており、平■ 考え方２のとおり。 
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成２３年１１月３０日施行の改正事業法及び同法施行規則についても、以下のとおり措置を

講じていることから、公正競争上の問題は特段生じないものと考えております。 

（１）すべての監督対象子会社において禁止行為に関する規程等を制定し、管理者の配置、研

修の実施、点検の実施等の措置を実施。 

（２）接続関連情報等の取り扱いに関する体制の整備等を実施。 

・設備部門の設置、並びに、兼務の禁止、及び、居室の分離。 

・接続関連情報を有するシステムにおける利用権限の管理、ログの記録・保存。 

・接続関連情報の取扱いに関する規程の制定、研修の実施。 

・当社設備部門が第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の設備の接続のために

実施した手続の実施の経緯等の記録・保存及び当社設備部門が第一種指定電気通信設

備を用いた電気通信役務を提供するために当社設備部門以外の部門との間で実施した

手続の実施の経緯等の記録・保存。 

・設備部門とは独立した監視部門による、他の電気通信事業者との間において記録され

た手続の実施の経緯等が接続約款等の規定によるものであること、及び、当社設備部

門以外の部門の間において記録された手続の実施の経緯等が接続約款等の規定に準ず

るものであることの確認。 

・設備部門とは独立した監視部門による、設備部門における接続関連情報の取扱いに問

題がないことの確認。 

                                     等 

  一方、現在ＮＴＴグループ以外の事業者は、市場環境・競争環境の変化に対応し、自社の

スマートフォンと自社または特定の他社のＦＴＴＨ等を組み合わせた割引サービスの提供を

開始する等、柔軟なサービス提供を展開しています。このような中でＮＴＴグループだけが

柔軟に連携・対応できないとすると、ＮＴＴグループのお客様だけが不利益を被ることにな

り、ＩＰ・ブロードバンドの利活用促進やお客様利便の向上を阻害することになります。 

  したがって、お客様利便を向上する観点から、現在の規制のうち時代にそぐわないものは

撤廃または緩和していただきたいと考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

■ 当社は、従来より電気通信事業法等の法令及び各種ガイドラインを遵守してきており、平

成２３年１１月３０日に施行された改正事業法及び同法施行規則について、以下のとおり措

置を講じております。 

①すべての監督対象子会社において禁止行為に関する規程等を制定し、責任者の配置、研修

の実施、点検の実施等の措置を実施。 

５９ 

 



 

②接続関連情報等の取り扱いに関する体制の整備等を実施。 

・設備部門の設置、並びに、兼務の禁止、及び、居室の分離。 

・接続関連情報を有するシステムにおける利用権限の管理、ログの記録・保存。 

・接続関連情報の取扱いに関する規程の制定、研修の実施。 

・当社設備部門が第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の設備の接続のために実

施した手続の実施の経緯等の記録・保存及び当社設備部門が第一種指定電気通信設備を

用いた電気通信役務を提供するために当社設備部門以外の部門との間で実施した手続の

実施の経緯等の記録・保存。 

・設備部門とは独立した監視部門による、他の電気通信事業者との間において記録された

手続の実施の経緯等が接続約款等の規定によるものであること、及び、当社設備部門以

外の部門の間において記録された手続の実施の経緯等が接続約款等の規定に準ずるもの

であることの確認。 

・設備部門とは独立した監視部門による、設備部門における接続関連情報の取扱いに問題

がないことの確認。 

                                         等 

・ むしろ、情報通信市場においては、固定と移動の融合、プレイヤーの多様化、市場のグロ

ーバル化が急速に進展する中で、お客様利便の高いサービスの提供に向けて、各事業者が他

の事業者との協業も活用し、活発な事業展開を行っているところです。現に、例えばＫＤＤ

Ｉ殿は、特定の事業者の固定通信を利用した場合にスマートフォンの月額料金を割り引くな

ど固定とモバイルを組み合わせた新たなサービスを開始しています。 

・ その一方で、ＮＴＴ東西に対しては、電話時代を前提とした指定電気通信設備規制や禁止

行為規制といった非対称規制や、往時の競争環境を前提とした累次の公正競争要件などが課

せられており、これにより、お客様の利便性の向上に対する要請に機動的かつ柔軟に対応で

きないとなれば、ＮＴＴグループのお客様だけが不利益を被ることとなります。 

・ したがって、全ての事業者のお客様が多様なサービスの利便を制約なく享受し、ブロード

バンドサービスの利活用の一層の促進を図る観点から、現在の規制のうち時代にそぐわない

ものは撤廃または緩和していただきたいと考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

 

ウ 特定関係事業者制度に係る禁止行為規制の運用状況に関する検証 
 意見５２ ＮＴＴグループの規制の見直しに当たっては、監督対象会社との資本関係・連携

業務の内容等を踏まえ、脱法的な連携を防止する仕組みを構築すべき。 

 考え方５２ 

■ 総務省殿は、本検証結果（案）において「NTT グループの業務統合や連携については、そ ■ 考え方２のとおり。 
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の状況を引き続き注視し、平成 26 年を目途として実施する包括的な検証において、既存の市

場構造や考え方を前提とした競争ルールに制度的課題が生じていると認められる場合には、

必要に応じ、禁止行為等規制の見直しについても検討する」としているとおり、従来の範囲

外についても適用を検討することが必要です。 

例えば、NTT グループの連携は、統合請求を開始した NTT ファイナンス殿に見られるよう

に、通信会社間の連携、電気通信と金融・決済という異業種間での連携や業務の切り出しと

いう形で新たな広がりを見せているところです。そのため NTT グループの規制の見直しに当

たっては、監督対象会社との資本関係・連携業務の内容等を踏まえ、脱法的な連携を防止す

る仕組みを構築することが必要と考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 県域等子会社のドコモショップ、量販店・代理店、ＮＴＴファイナンス、日本電信電話ユ

ーザ協会等、ＮＴＴグループ会社、資本関係のない第三者を介して、共同営業やセット割引

などが行われる恐れが高いと考えます。例えば、日本電信電話ユーザ協会については、以下

のような実態になっています。 

・本部を中心に４７各都道府県に各支部を設置。さらに各支部の下に地区協会（例えば、東

京都では、東京支部の下に１１の地区協会、静岡県では、静岡支部の下に８の地区協会が

設置されている）がある。 

・本部の理事長・監事に現役ＮＴＴグループ顧問が就任し、評議員には現役ＮＴＴ東・西、

ＮＴＴコミュニケーションズ、ＮＴＴドコモの法人営業部門の役員等が就任。各支部の役

員には現役のＮＴＴ東・西各支店長、県域等子会社の営業部長などが就任している。 

・全国都道府県に組織される支部の事務局等は、ＮＴＴ東・西か県域等子会社に設置されて

いるケースが多い。 

・三者（日本電信電話ユーザ協会、ＮＴＴ東・西の支店、県域等子会社）が一体となって、

会員（日本全国の地場の有力企業）に対して、ＮＴＴグループ各社の商品・サービスにつ

いて割引を行う等、実質的にＮＴＴグループ各社の営業拠点となっているように見受けら

れる。 

・主な会員特典として、ＮＴＴドコモの携帯電話料金割引、電話帳／ｉタウンページの広告

料割引等があるほか、定期的にイベント・講演会が開催され、ＮＴＴグループ各社が同社

のサービスを訴求しており、財団の活動内容がＮＴＴグループ各社の受注に繋がっている

可能性もある。 

同協会はまさに公社時代から継承した営業基盤そのものです。同協会を基盤とした営業行

為は、ＮＴＴ分離分割の趣旨に反するものであり、公正競争上問題であると考えます。 

  なお、ＮＴＴグループの業務統合や連携について

は、その状況を引き続き注視していくとともに、関

係法令やＮＴＴ等に係る累次の公正競争要件の趣旨

を確保する観点から課題が認められる場合には、必

要な措置を講じる考えである。 

 

６１ 

 



 

特に、同協会は、昨年１０月に「公益財団法人」として認定され、税制上の優遇措置も受け

ています。同協会を介した営業行為は、不当な競争を引き起こすだけでなく、公益財団法人

としてもその行為の妥当性を問われるところです。 

ＮＴＴは特殊会社であり、高いシェア・強いブランド力を維持しており、禁止行為規制は

引き続き必要です。脱法的な禁止行為規制回避がなされないよう、ＮＴＴグループ各社に法

の趣旨を遵守・徹底させるような手当を行うべきと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

（４）業務委託先子会社等監督の運用状況に関する検証 
 意見５３ 業務委託先子会社等監督の対象について、自己の子会社のみならず、自己を子会

社とする親会社、当該親会社の子会社にする等、適切に運用するとともに、再委託先の内

容や監督状況等について厳格に検証すべき。また、再委託先を業務委託先子会社等監督の

対象とするとともに、外部検証性の観点から、再委託契約や規定等の内容、検証結果、判

断基準等を公開すべき。 

 考え方５３ 

■ 業務委託先子会社等監督については、共同ガイドラインにもその監督対象を「業務を委託

する子会社等」との解釈が示されています。従って、基本的には監督対象子会社のほぼ全て

が再委託を行っていることからも、当然再委託先も監督対象となるものと認識しています。 

このため、最低限、第一種指定電気通信事業者による再委託の有無に応じ、監督対象子会

社に対する委託契約の内容、再委託に係る規定等の確認を通じて、当該子会社に対する必要

かつ適切な監督が行われているか否かについて厳格に検証し、また外部検証性の観点から、

その契約や規定等の内容、検証結果、判断基準等を公開すべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 検証結果案の通り、監督対象子会社に対する委託契約の内容、再委託に係る規定等を総務

省殿が確認することだけでは、再委託先における反競争的行為の有無を確認、また抑制する

ことは不十分と考えます。 

  ２００９年に発覚した「ＮＴＴ西日本情報漏洩問題」では、県域等子会社と再委託先の販

売代理店の間での顧客情報の授受にて接続情報の不適切な扱いがあったことを踏まえれば、

実際の販売業務等を担う再委託先では、接続情報の目的外利用や排他的な営業連携が行われ

ていないか特に留意する必要があると考えます。 

従って、監督対象に再委託先も含めることで、検証の実効性を高める必要があると考えま

す。 

（イー・アクセス） 

■ 業務委託先子会社等監督の対象について、自己の

子会社のみならず、自己を子会社とする親会社、当

該親会社の子会社にする等、適切に運用すべきとの

御意見については、事業法第３１条第３項に規定す

るとおり、業務委託先子会社等監督の対象は、当該

電気通信事業者から電気通信業務又はこれに付随す

る業務の全部又は一部の委託を受けた子会社並びに

当該電気通信事業者の子会社とみなされる当該電気

通信事業者及びその一若しくは二以上の子会社又は

当該電気通信事業者の一若しくは二以上の子会社が

その総株主又は総社員の議決権の過半数を有する他

の会社であり、当該電気通信事業者を子会社とする

親会社及び当該親会社の子会社は、業務委託先子会

社等監督の対象とならない。 

 

■ 再委託先の内容や監督状況等について厳格に検証

すべき及び再委託先を業務委託先子会社等監督の対

象とすべきとの御意見については、総務省は、事業

法第３１条第７項及び事業法施行規則第２２条の８
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■ 再委託の有無は報告されていますが、再委託の内容や監督状況まで報告されていないた

め、総務省によるこれまで以上の厳格な検証（総務省による立ち入り調査権限の付与、委員

会での調査審議等）、内部の実態を厳格に検証すべきと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

の規定による平成２４年６月のＮＴＴ東西からの報

告等により、ＮＴＴ東西の監督対象子会社が再委託

先の選定・変更を行うに当たっては、禁止行為の禁

止徹底の適正な管理、運営ができることを要件とし

ているとともに、ＮＴＴ東西の承諾を義務付けてい

る等、再委託先において禁止行為等規制に抵触又は

潜脱する行為が行われることを防止するための一定

の措置が講じられていることについて厳格な確認を

実施しているところであり、直ちに再委託先等を監

督対象に追加するまでの必要性は認められない。 

 

■ 外部検証性を確保すべきとの御意見については、

考え方５７のとおり。 

 

（５）機能分離の運用状況に関する検証 
 意見５４ ＮＴＴ東西の機能分離について、サービス競争を通じたブロードバンドの利活用

促進を達成するために、包括的な検証を待たずにより実効性のある新たな施策の検討が必

要である。 

 考え方５４ 

■ 検証結果（案）に示されている通り、「機能分離の運用状況」に関する NTT 東西からの報

告は公開されており、総務省殿による「厳格な検証」も経ているため、NTT 東西による機能分

離の運用は正しく実施されているのでしょう。ただし、以前の「ひかりの道」議論の際に

は、『公正競争環境を整備することで、多くの事業者によるサービス競争を通じてブロード

バンドの利活用の促進を図る』ことを目的としたはずです。そのための手段として、「資本

分離」、「構造分離」と併せて検討し、総合的な判断で現在の「機能分離」に決まったと理

解しています。 

この点から考えると、NTT 東西の「機能分離」が正しく運用されているとしても、現状では

本来の目的であった『サービス競争を通じたブロードバンドの利活用促進』にはつながって

いないと考えます。少なくとも、NTT 東西の NGN 上でのサービス競争などほとんど進展してい

ないのが現状です。 

平成 22 年 12 月の『「光の道」構想に関する基本方針について』では、機能分離の実施な

どについて「制度実施後 3 年を目途に、その有効性・適正性について、包括的な検証を行

う」とされています。しかし、その期限を待たなくても、ブロードバンドの利活用促進に対

して、より実効性のある新たな施策の検討が必要であると考えます。 

■ 考え方１のとおり。 
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（テレコムサービス協会） 

 意見５５ ＮＴＴ東西から提出された禁止行為規定遵守措置等報告書のチェックに留まら

ず、定期的に競争政策委員会等のオープンな場で運用状況を審議すべき。 

 考え方５５ 

■ 検証結果案では、「業務委託先子会社等監督」の運用状況、及び「機能分離措置」の運用

状況は、ＮＴＴ東西殿の禁止行為規定遵守措置等報告書の内容をチェックすることで、検証

する方針が示されております。 

  しかしながら、①例えば、「ＮＴＴファイナンス殿への料金業務の移管」のように、体制

整備当初からＮＴＴグループの組織・業務形態が変化することが想定される点、及び②本制

度の枠組みで各社からボトルネック設備利用の同等性に係る問題事例が随時指摘されている

点、を踏まえれば、ＮＴＴ東西殿の報告書のチェックに留まらず、定期的に競争政策委員会

等のオープンな場で運用状況を審議し、課題、及び追加措置の洗い出しを行う必要があると

考えます。 

（イー・アクセス） 

■ 制度運用ガイドラインに示しているとおり、本制

度に基づく検証の結果は、透明性確保及び政策検討

の観点から、情報通信審議会において報告すること

としており、本制度において検証した業務委託先子

会社等監督の運用状況及び機能分離の運用状況につ

いても、当該報告に含まれるものである。 

 意見５６ 「接続約款の納期範囲内でのリードタイム」や「オペレーションシステムにおけ

る開発コスト」に係る同等性については、事業法第１６６条に基づく立入調査のスキーム

等を活用して実態を明らかにすべき。調査の結果、同等性に課題が認められた場合は、適

宜是正措置を実施すると共に、包括的検証へ反映し「機能分離措置」等の在り方について

再検討を図るべき。 

 考え方５６ 

■ 検証結果案では、接続条件等が接続約款の規定を遵守していることから、一種指定設備の

同等性が確保されているとの考え方が示されております。 

  しかしながら、ボトルネック設備利用の同等性は、必ずしも接続約款の規定遵守のみで担

保されるものではなく、従前より競争事業者各社から指摘されている通り、「接続約款の納

期範囲内でのリードタイム」や「オペレーションシステムにおける開発コスト」といった課

題も存在すると考えます。 

  特に、オペレーションシステムについては、①ＮＴＴ東西殿が開発費用を接続料で全て回

収可能であるためコスト削減インセンティブが働かない点、及び②２０１２年のＤＳＬ開通

申込受付システムの大規模な機能追加のように市場動向に沿わない改修が実施されている

点、といった課題があり、結果として、競争事業者の事業運営に多大な負担を与えておりま

す。 

これら事例については、競争事業者からの検証が難しいことから、電気通信事業法第１６

６条に基づく立入調査のスキーム等を活用して実態を明らかにすべきと考えます。 

また、調査の結果、同等性に課題が認められた場合は、適宜是正措置を実施すると共に、

包括的検証へ反映し「機能分離措置」等の在り方について再検討を図るべきと考えます。 

■ 考え方３６のとおり、事業法第３１条第７項及び

事業法施行規則第２２条の８の規定に基づく報告に

おいては、ＮＴＴ東西設備部門が他の電気通信事業

者との間において実施した手続の実施の経緯及び当

該手続に係る接続条件が接続約款等の規定によるも

のであること並びにＮＴＴ東西設備部門が設備部門

以外の部門との間で実施した手続の実施の経緯及び

当該手続に係る条件が接続約款等の規定に準ずるも

のであることを確認した旨の報告がなされており、

総務省においてこれを検証した結果、一種指定設備

をＮＴＴ東西が自ら利用する場合と接続事業者が利

用する場合とで一定の同等性が確保されていると考

えられる。 

総務省においては、ＮＴＴ東西から総務大臣に毎

年度報告される内容等に基づき、厳格な検証を行っ
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（イー・アクセス） ていく。 

   

■ オペレーションシステムに係るコストについて

は、円滑化ガイドラインにおいて、「接続の申込み

等に係るオペレーションシステムのうち、コストの

負担、仕様、業務フローへの影響等の点で接続事業

者に対する影響が特に大きいと予想されるものにつ

いては、開発・更改に着手する前に当事者間で十分

な協議を行い、可能な限り各当事者の意見を聴取す

ることが適当である。また、接続事業者から求めが

ある場合には、当該システム開発の必要性や費用対

効果、仕様の合理性等について、十分な説明を行う

ことが適当である。」とされていることを踏まえ、

まずはＮＴＴ東西と接続事業者の間で十分な協議を

行うことが適当である。 

 意見５７ 禁止行為規定遵守措置等報告書に関して情報開示が不十分であり、外部検証性が

十分に確保するため可能な限り公表するとともに、厳格な検証等を行うべき。 

 考え方５７ 

■ 本制度の意見募集で述べたとおり、「禁止行為規定遵守措置等報告書」については、すべ

てが経営情報にあたるものとは考えられないため、外部検証性が十分に確保するため、可能

な限り公表すべきものと考えます。特に別添資料 8「接続関連情報の適正な取扱い等に関する

規程」については、具体的にどのようなファイアウォールを確保しているかを確認する項目

であり、可能な限り公開すべきと考えます。 

また、本規程の内容に関しては、例えば「接続関連情報の目的外利用の禁止」に関しては

その罰則規定や、「接続関連情報の管理の用に供するシステムの利用権限の管理」、「接続

関連情報の持ち出し管理」については、システムにおけるアカウントの管理方法や持ち出し

の記録、監視方法等、より具体的な報告がなされなければ、総務省殿としても検証が不十分

になるおそれがあります。従って、仮にこうした具体的な情報の報告が第一種指定電気通信

事業者からなされていないのであれば、追加で報告を求めるべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ ＮＴＴ東・西の報告をベースにしている限りは、十分な透明性・外部検証性が確保できて

いないと考えます。総務省によるこれまで以上の厳格な検証を行い、内部の実態を正確に把

握すべきと考えます。違反が認められる場合は、総務省において直ちに是正措置を講じるこ

■ 本検証結果（案）Ⅲ２（５）（ア）において示し

たとおり、事業法第３１条第５項の規定の遵守のた

めにＮＴＴ東西が講じた措置及びその実施状況につ

いては、同条第７項及び事業法施行規則第２２条の

８の規定により、平成２４年６月にＮＴＴ東西から

総務大臣に対して、その具体的な内容が報告されて

おり、総務省においては、報告された事項のうち、

公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがあると認めら

れる情報を除き、全てを公表しているところであ

り、これにより、ＮＴＴ東西が講じた措置について

の外部からの客観的な検証可能性を担保している。 

また、「接続関連情報の適正な取扱い等に関する

規程」の内容については、総務省においてその内容

を視認しており、接続関連情報の入手、利用、提供

その他の接続関連情報の取扱いについてこれを適正
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とが必要です。 

（ＫＤＤＩ） 

なものとするための一定の措置が講じられているこ

とを確認しており、現時点において追加で報告を求

める必要性は認められない。 

なお、当該規程については、その主な内容が上述

の報告の本文に記載され、総務省において当該内容

を公表しているところである 。 

 

■ 禁止行為規程遵守措置等報告書に認められる課題

について厳格な検証等を行うべきとの御意見につい

ては、本検証結果（案）Ⅲ２（５）（ア）において

示したとおり、ＮＴＴ東西が講じた措置及びその実

施状況に関し、ＮＴＴ東西からの報告に基づき厳格

に検証を行うとともに、必要に応じて講じられた措

置内容の確認（視認等を含む。）を行い、それぞれ

において禁止行為等規制に抵触又は潜脱する行為が

行われることを防止するための一定の措置が講じら

れていることを確認している。 

  ただし、ＮＴＴ東西において上述の措置が徹底さ

れない場合には、接続関連情報の目的外利用が行わ

れ、公正競争環境を阻害するおそれがあることか

ら、当該措置の徹底について、その状況を注視して

いくとともに、ＮＴＴ東西から総務大臣に毎年度報

告される内容等に基づき、引き続き厳格な検証を行

っていく。 

 意見５８ 同等性に係る非公開情報は、経営情報に当たらない範囲で公開し、最低限の外部

検証性を確保すべき。 

 考え方５８ 

■ 設備構築情報の扱いの同等性、開通までの期間の同等性、アンバンドル機能の利用条件の

同等性等については、「一種指定設備を NTT 東西が自ら利用する場合と接続事業者が利用す

る場合とで一定の同等性が確保されていると考えられる」と総務省殿の判断がなされていま

す。 

この中で、例えば開通までの期間の同等性については、その期間が全て経営情報として非

公開となっており、「一定の同等性が確保されている」かどうか、外部で検証することがで

きません。しかしながら、期間の差異の日数や差の割合等の公表であれば、経営情報に当た

■ 同等性に係る情報については、ＮＴＴ東西又は接

続事業者の経営情報に該当しないものについては公

開することとしてきたところであり、総務省におい

ては、適切な情報の公開の在り方について引き続き

検討することとする。 

  また、事前調査については、個別のケースに応じ

てその内容や回答までに要する期間が異なると考え
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らない範囲での公開は可能です。従って、同等性に係る非公開情報は、このように経営情報

に当たらない範囲で公開し、最低限の外部検証性を確保すべきと考えます。 

また、接続事業者が接続を実施する際は、通常「事前コンサル」や「事前調査」も必要と

なることから、こうした事前手続も含めた形で、期間、内容、拒否件数等の比較を行わなけ

れば、開通の同等性の検証はできないものと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

られるため、申込から回答までの平均日数を比較す

ることより直ちに同等性の確認が行えるものではな

いと考えられるが、総務省においては、ＮＴＴ東西

から総務大臣に毎年度報告される内容等に基づき、

厳格な検証を行っていく。 

 意見５９ 機能分離は有効。コロケーションや光配線区画等における課題が多く残ってお

り、引き続き厳格な検証を行うべき。 

 考え方５９ 

■ 設備構築情報の扱いの同等性、開通までの期間の同等性、アンバンドル機能の利用条件の

同等性等に関するデータを検証基準として予め規定すべき 

機能分離は一定の成果が認められ有効であると考えます。ただし、コロケーションや光配

線区画等における課題も多く残っているのが現状です。それらについては事業者間で引き続

き解決に向けて取り組んでいますが、総務省においても引き続き厳格な検証を行うよう要望

します。 

（ＫＤＤＩ） 

■ 総務省においては、ＮＴＴ東西から総務大臣に毎

年度報告される内容等に基づき、引き続き厳格な検

証を行っていく。 

 

 

（６）日本電信電話株式会社等に係る公正競争要件の検証 
 意見６０ 総務省は、ＮＴＴ東西の販売代理店等における不適切な営業活動について、これま

で以上の厳格な検証を実施し、問題が発覚した場合には、是正措置を講じるべき。 

 考え方６０ 

■ 「ＮＴＴ東西殿によれば、～販売代理店に対して厳格な対応を実施しているとしている」、

「総務省殿においても、～ＮＴＴ東西において販売代理店に対して営業に関する研修・指導を

実施していること等について確認した。」とありますが、実際に事例が確認されたため意見を

しております。 

・ 現状においても東日本の会員エリアにおいて情報通信審議会 電気通信事業政策部会 電話網

移行円滑化委員会資料を用いて、「電話がなくなるため、切り替える必要がある」と営業活動

を行っているとの事例が発生しています。当該事例に関しては、ＮＴＴ東日本殿に改善要望の

連絡を入れたものの明確な改善対策回答を頂いておりません。 

・ このような状況が続く以上、総務省殿においては、対策実施の確認だけではなく、ＮＴＴ東

西殿全代理店中、どの程度の不正事例があったのか、また、契約解除を行なわれた事例はある

のか、ある場合には年何件程度あるのか等をＮＴＴ東西殿に申告させ、その多寡に係わらずそ

の内容を検証すべきです。 

（ＤＳＬ協議会） 

 

■ 総務省は、ＮＴＴ東西が販売代理店との間で締結

する契約書等に関し、利用者に対する正確な社名等

の伝達の義務付け、事実と異なる説明の禁止、取次

業務を通じて知り得た顧客情報の目的外利用の禁

止、違反行為があった場合の措置を規定しているこ

と、ＮＴＴ東西において販売代理店に対して営業に

関する研修・指導を実施していること等について、

当該措置を実施したこと等も含め厳格な確認を実施

しているところである。 

  ただし、検証結果（案）Ⅲ２（６）（ア）におい

て示したとおり、これらの措置が徹底されない場合

には、加入電話等の加入者情報や接続関連情報の流

用等が行われ、公正競争確保等に支障を来すおそれ

もあることから、当該措置の徹底について、その状
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■ ＮＴＴ西日本殿の販売代理店等における不適切な営業活動については、従来から指摘を重ね

ていますが、ＡＤＳＬユーザをターゲットとした電話勧誘や、弊社サービスに関する不正確な

説明によるサービス誘導といった事例がいまだに見受けられます。 

他方、第１０４回内閣府消費者委員会では、「電気通信事業者の販売方法に係る消費者問

題」について議論がなされ、「インターネット接続回線に関する相談件数」について、「年々

増加している」、「販売方法に問題があるのは、電話勧誘販売と訪問販売が突出している」と

いった状況が確認されています。 

以上のことから、総務省殿においては、ＮＴＴ西日本殿による不適切な営業活動を防止する

ための措置が十分であるか継続的に管理監督いただくことに加え、総務省殿主導による厳格な

調査・検証を実施するべきと考えます。 

（ケイ・オプティコム） 

 

■ 販売代理店等において、加入者情報や接続情報の流用が行われていたとしても、他事業者が

違反事実についての客観的な証拠を提出することは事実上困難です。 

また、検証結果案では、ＮＴＴ東・西の報告を基に、「一定の措置が講じられており、直ち

に追加の措置が必要とは認められない」と判断されています。 

しかし、ＮＴＴ東・西の報告をベースにしている限りは、十分な透明性・外部検証性が確保

できていないため、総務省によるこれまで以上の厳格な検証（総務省による立ち入り調査権限

の付与、委員会での調査審議等）がなされるべきと考えます。違反が認められる場合は、総務

省において直ちに是正措置を講じることが必要です。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ 加入者情報や接続関連情報の流用の可能性の疑念や不適切な営業活動については、従前より

当社を含めた競争事業者から指摘を行なっているところです。 

検証結果案では「NTT 東西によれば厳格な対応を実施しているとしている。総務省でも代理

店契約等で確認しており、一定の措置が講じられており直ちに追加の措置が必要とは認められ

ない」となっております。 

当社でも、NTT 東の代理店を名乗る者からの虚偽の説明による勧誘があったとの相談をお客

さまから受け、NTT 東に申入れを行なったことがあります。NTT のブランド力を背景とした不

適切な営業は広く通信業界のイメージの低下につながることが懸念され、ひいては当社の事業

にも影響を与えかねません。 

つきましては、現場の代理店を含めた実際の営業実態についてより詳細な調査審議を行うこ

とを要望致します。 

況を引き続き注視していくこととする。 

なお、御指摘のあった事例については、総務省に

おいても当該指摘の内容をＮＴＴ東西に対して伝え

ているところであり、当該指摘に関するものも含

め、今後、公正競争確保の観点等から問題が発覚し

た場合には、必要な措置を講じる考えである。 
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（ジュピターテレコム） 

意見６１ 総務省は、ＮＴＴ東西とＮＴＴコミュニケーションズの共同営業について、これま

で以上の厳格な検証を実施し、問題が発覚した場合には、是正措置を講じるべき。 

 考え方６１ 

■ 本制度の意見募集で弊社共が述べたとおり、NTT 東西殿及び NTT コミュニケーションズ殿の

共同営業行為が存在しているのではないかとの疑念を払拭できない状況です。 

加えて、現在 NTT 東西殿は、「情報通信関連商品の販売・保守」として目的達成業務を届け

出ることにより、「音声利用 IP 通信網サービス等を用いた音声通話サービス等の利用が可能

なスマートフォン（SIM カードを除く）」の販売・保守が可能な状況になっています。しかし

ながら、SIM カードのないスマートフォンでは通話することが出来ないことから端末単体で販

売することは想定されにくく、通常 SIM カードとセットでの販売になると考えます。この際、

同じグループ会社の NTT ドコモ殿の紹介や同社との共同営業等、排他的なグループ連携に繋が

るおそれも考えられます。従って、総務省殿は、公正競争環境を確保するため、実質的に脱法

的な営業行為を許していないか等、販売端末やその販売手法等を含め、営業の実態を厳格に調

査、検証すべきと考えます。 

なお、問題が認められた場合においては、NTT グループ会社間の受委託を禁止する等徹底し

た指導等是正措置を実施することを要望します。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 現状の法律では、総務省が立ち入り検査などを行うなど厳格に検証する仕組みがないため、

量販店等を通じたＮＴＴ東・西とＮＴＴコミュニケーションズのセット販売など、第三者を介

した排他的な一体営業は、公正競争が担保されないまま野放しになりかねません。 

これまでの検証では、排他的な共同営業を行わない等の措置や、全社員を対象とした禁止行

為防止等のための研修実施等の措置が講じられているかについては、ＮＴＴグループ各社の報

告をベースに判断されています。 

しかし、これらの報告をベースにしている限りは、十分な透明性・外部検証性が確保できて

いないため、総務省によるこれまで以上の厳格な検証（総務省による立ち入り調査の権限を付

与、委員会での調査審議等）がなされるべきと考えます。その上で、違反が認められる場合

は、総務省において直ちに是正措置を講じることが必要です。 

（ＫＤＤＩ） 

■ ＮＴＴ東西とＮＴＴコミュニケーションズの共同

営業に関しては、ＮＴＴコミュニケーションズ及び

ＮＴＴ東西からの御意見に加え、ＮＴＴ東西がＮＴ

Ｔコミュニケーションズの販売業務を受託する場合

の条件等について他の電気通信事業者との間のもの

と同一としていること等についての確認を実施して

いるところであり、検証結果（案）Ⅲ２（６）

（ウ）において示したとおり、現時点では、公正競

争上の問題が発生しているという論拠があるとはい

えない。 

  ただし、これらを確保するための運用等が徹底さ

れない場合には、事業法第３０条第３項第２号及び

第３１条第２項第２号並びに「ＮＴＴの承継に関す

る基本方針」（八）及び（九）に抵触するおそれが

あるため、ＮＴＴ東西とＮＴＴコミュニケーション

ズとの間の販売業務の受託について、その状況を引

き続き注視していくこととする。 

 

■ ＮＴＴ東西が目的達成業務として届け出た「情報

通信関連商品の販売・保守」におけるスマートフォ

ンの販売について、総務省は、ＮＴＴ東西が目的達

成業務の届出を行った際に、ＮＴＴ東西が特定の電

気通信事業者のサービスと排他的に組み合わせた販

売を行わないとしていることを確認しているところ

であり、現時点では、公正競争上の問題が生じてい

るとは認められない。 

ただし、今後、特定の電気通信事業者のサービス

と排他的に組み合わされた販売が行われ、事業法第

３０条第３項第２号に抵触する場合には、必要な措

置を講じる考えである。 
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 意見６２ 活用業務制度は、ＮＴＴ再編成の趣旨をないがしろにするものであることから、廃

止すべき。また、個々の活用業務に係る手続についてより一層の透明性・客観性を確保すべ

き。 

 考え方６２ 

■ ボトルネック設備を保有するＮＴＴ東西殿に対する活用業務制度は、ＮＴＴ殿の独占部門と

競争部門を分離して競争を一層促進し、ひいては国民利便の向上に繋げるというＮＴＴ再編の

趣旨をないがしろにするものであることから、本来、同制度については即刻廃止すべきと考え

ます。 

特に、届出制への移行後は、ＮＴＴ東西殿によるなし崩し的な業務範囲の拡大が進行してい

ることから、個々の活用業務に係る手続きについてより一層の透明性・客観性の確保が求めら

れます。 

よって、総務省殿における検証については、サービス開始時やＮＴＴ東西殿からの毎年度の

報告時に留まらず、サービス開始以降永続的に実施いただくことが重要であるのと同時に、当

該検証結果については、審議会や競争政策委員会等の公の場で議論いただくことを要望いたし

ます。 

活用業務について現行の届出制で進めていくにあたっては、過去の個別の活用業務につい

て、各種措置が適切に講じられているか等を永続的に検証し、その状況によってはさらなる措

置の実施を指導することが必要です。 

（ケイ・オプティコム） 

 

■ 本制度の意見募集で弊社共が述べたとおり、NTT-NGN や光アクセス回線といったボトルネッ

ク設備の開放が不十分な状況下において、業務範囲を拡大させることは、その市場支配力をさ

らに強化するものとなることから、そもそも活用業務の実施自体が、電気通信事業の公正な競

争の確保に支障を及ぼすおそれがあるものと考えます。また届出制への移行をきっかけとし

て、NTT 東西殿によるなし崩し的な業務範囲拡大が進行し、公正競争上、さらに大きな問題を

生じさせることになっていることは明らかです。従って、NTT 法の改正により、活用業務制度

を廃止することで、当該問題を抜本的に解決することが必要と考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ そもそもＮＴＴ東・西については、ＮＴＴ再編の趣旨を踏まえた厳格なドミナント規制が必

要です。独占時代から継承しているＮＴＴ東・西の営業基盤・顧客基盤の存在及び機能分離に

残されている公正競争上の根本的問題が解決されない限り、公正競争ルールをないがしろにす

る活用業務制度は直ちに廃止すべきと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

■ 検証結果（案）Ⅲ２（６）イにおいて示したとお

り、活用業務は、日本電信電話株式会社等に関する

法律（昭和５９年法律第８５号。以下「ＮＴＴ法」

という。）第２条第５項の規定により、地域電気通

信業務等の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競

争の確保に支障のない範囲内に限り営むことができ

るとされており、総務省において、個々の活用業務

に係る届出ごとに当該業務が上述の範囲内で営まれ

ることについて確認していることから、御指摘のＮ

ＴＴ再編成の趣旨をないがしろにするものではな

い。 

 

■ 活用業務に係る手続についてより一層の透明性・

客観性を確保すべきとの御意見については、検証結

果（案）Ⅲ２（６）イにおいて示したとおり、、日

本電信電話株式会社等に関する施行規則（昭和６０

年郵政省令第２３号）第２条の３の規定により、活

用業務の届出を受理した場合は、速やかに、当該届

出書に記載された事項を公表するとともに、活用業

務の開始の日までに、届出のあった活用業務の内容

について「ＮＴＴ東西の活用業務に係る公正競争ガ

イドライン」（平成２３年１１月策定）に沿って確

認し、当該確認の内容についても公表している。ま

た、活用業務の開始以降も、同ガイドラインにおい

て、ＮＴＴ東西に対し、公正競争確保に支障のない

範囲内で営むためにＮＴＴ東西が講ずる措置の実施

状況等について、毎年、総務省に報告することを求

め、ＮＴＴ東西も当該報告を毎年公表している。こ

れらに基づき、競争事業者等は、ＮＴＴ法第２条第

５項に規定にする範囲内で営まれることとなるか否

７０ 

 



 

 

■ また、活用業務制度は、NTT 再編の趣旨を有名無実化するものと考えております。例えば

「フレッツ・テレビ」による実質的な放送参入は、当社のケーブルテレビ事業にも影響を与え

ています。 

活用業務制度については、改めてオープンな場での調査審議を要望いたします。 

（ジュピターテレコム） 

かの指摘や具体的事例の提示を行うことが可能であ

ることから、活用業務に係る手続について透明性・

客観性は確保されている。 

 

 

（７）その他 
 意見６３ ＳＩＭロック解除に関しては事業者間の取組み格差が顕在化しており、公正競争

及びユーザ利便性の観点から、詳細な検証を実施するとともに、「ＳＩＭロック解除に関

するガイドライン」を早急に見直すべき。 

 考え方６３ 

■ 「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度の運用に関する再意見募集（平

成２４年度）」時にも申し述べましたが、SIM ロック解除に関しては、未だにごく一部の機種

しか対応しない事業者が存在するなど、事業者間の取組み格差が顕在化しています。  

また、特定の端末において、仮に SIM ロック解除がなされたとしても、ソフトウェアによ

って特定の事業者の利用を制限している例も生じていることが判明しています。当社・KDDI

殿・ソフトバンクモバイル殿が共通の方式（FDD-LTE）を採用している LTE 方式については加

入者の大幅な増加が見られ、さらに、Wireless City Planning 殿の AXGP や UQWiMAX 殿が今後

提供予定の WiMAX2.1 はともに TD-LTE 方式に互換がある等、キャリアスイッチにおける SIM

ロック解除の需要は益々高まることが想定されます。 

このような環境の変化も踏まえ、公正競争及びユーザー利便性の観点から、詳細な検証を

実施するとともに、現行の「SIM ロック解除に関するガイドライン」を早急に見直すべきと考

えます。 

（ＮＴＴドコモ） 

■ ＳＩＭロック解除については、「ＳＩＭロック解

除に関するガイドライン」（平成２２年６月策定）

に示しているとおり、事業者の主体的な取組によ

り、対応可能な端末からＳＩＭロック解除が実施さ

れることを期待しているところである。 

 

■ 同ガイドラインの見直しについては、同ガイドラ

インが、通信サービス・アプリケーション等の利用

の全部又は一部が制限されるという課題が存在する

こと等にかんがみ、当分の間、事業者による主体的

な取組を求めていることを踏まえつつ、①ＳＩＭロ

ック解除に係る事業者の取組、②ＳＩＭロック解除

に対する利用者等の評価、③ＳＩＭロックが解除さ

れ、ＳＩＭカードが差し替えられた場合において利

用可能となる通信サービス、アプリケーション等の

状況等の携帯電話市場を取り巻く環境変化について

多角的に検討する必要がある。 

  なお、ＳＩＭロック解除の動向については、検証

結果（案）Ⅲ１（２）イ（キ）において示したとお

り、平成２４年度の競争評価において、移動系のデ

ータ通信に関し、ＳＩＭロック解除の動向等を分析

に当たっての基本データとして取り扱うこととして
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いる。 

意見６４ ベストエフォート回線を用いた０ＡＢ－ＪＩＰ電話サービスについては、技術基

準等を取り扱う場の議論のみで容認されるべきではなく、競争政策の観点からも議論を尽

くした上でその是非が判断されるべきであり、それまでの間は、当該サービスの提供は見

送られるべき。 

 考え方６４ 

■ ソフトバンク殿の提案に基づくベストエフォート回線を用いた０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービ

スの実現方式については、情報通信審議会答申（平成２４年９月２７日）において、安定品

質以外の技術基準への適合、定期的な品質測定及び分析の結果の報告を前提に、実施期間及

び実施条件を限定した特例措置を付した上で、０ＡＢＪ番号の使用を認めることが適当とさ

れたところですが、当該サービスは、現行の０ＡＢＪ－ＩＰ電話の通信品質基準が確保され

ておらず、緊急通報呼が繋がらなくなる可能性もあるなど、国民生活に支障を及ぼすことに

なります。 

  また、ユニバーサルサービスの在り方等、以下のような競争政策上の問題も孕んでいるに

もかかわらず、こうした観点からの議論は一切なされておりません。 

（１）ユニバーサルサービスの在り方について 

・ 今回のソフトバンク殿の提案は、当社のフレッツ光（ブロードバンドサービス）上で提供

することを前提としているため、ユニバーサルサービスには該当しませんが、同様の方式で

「電話のみメニュー」を低廉な料金で提供する場合、当該メニューがユニバーサルサービス

に該当するか否か明確になっていません。 

・ 仮に、当該メニューがユニバーサルサービスに該当するのであれば、当社もこれからＰＳ

ＴＮマイグレーションを控えている中で、ＩＰによる電話サービスの提供方法を抜本的に見

直さざるを得ません。 

・ 逆に、当該メニューがユニバーサルサービスに該当せず、ユニバーサルサービスとしては

従来どおりの品質を求めるというのであれば、（２）のようなアンフェアな競争下におい

て、当社はユニバーサルサービス責務を果たすことが困難となるため、ユニバーサルサービ

スの定義そのものを抜本的に見直すことが必要です。 

・ 現在、ユニバーサルサービスの維持に係るコストについては、その一部を基金で補填し、

大半をＮＴＴ東西の内部補填により賄っていますが、他事業者が都市部等の競争エリアにお

いて、今回の提案方式によるベストエフォートの０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービスを低廉な料金

で提供するようになると、都市部等でのＰＳＴＮユーザの流出が進み、ＮＴＴ東西の内部補

填によるユニバーサルサービスの維持が困難になることから、ユニバーサルサービス基金制

度の抜本的な見直しが必要です。 

（２）ネットワーク利用料の負担の公平性について 

■ 検証結果（案）Ⅲ２（７）において示したとお

り、ソフトバンクの提案に基づくベストエフォート

回線を用いた０ＡＢ－Ｊ番号のＩＰ電話サービスの

実現方式については、情報通信審議会における審議

の過程においては、明示的に安定品質以外の品質基

準に適合しないとのデータは得られなかった。この

ため、「ネットワークのＩＰ化に対応した電気通信

設備に係る技術的条件」のうち「ＩＰ移動電話端末

の技術的条件等」について、情報通信審議会からの

一部答申（平成２４年９月２７日。以下「一部答

申」という。）において示されたとおり、当該方式

は、その測定データに基づき判断する限り、現時点

では安定品質以外の品質基準を概ね満足していると

考えられる。 

また、当該方式については、優先制御機能がアン

バンドルされていない中で、講じうる限りの措置を

実施し、ふくそう時にも通信品質を確保するとして

いる。このため、その背景等に鑑みて、安定品質に

関して実施条件を付す等した上で、個別に承認され

たものである。 

当該方式の承認に際しては、今後のＮＧＮにおけ

る音声の優先制御機能等のアンバンドルの検討状況

も踏まえるため暫定的なものとし、従来の０ＡＢ－

Ｊ番号とは異なるものであることの利用者への周知

の徹底を条件としたものであることから、競争条件

を抜本的に変更するものではないと考えられる。 

また、負担の相違については、当該方式が、ベス

トエフォート・ネットワークを利用するために生ず
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・ 今回、ソフトバンク殿は、当社のＮＧＮとＩＳＰ接続することで、ルータによる伝送部分

のネットワーク利用料を負担することなく０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービスを提供しようとして

おり、通話料を無料にしてくることも想定されますが、当社を含む０ＡＢＪ電話サービス提

供事業者は、交換機やルータによる伝送部分のネットワーク利用料（コスト）について通話

料で回収することを前提に事業を運営してきたところであり、当該コストを他の料金で回収

するような見直しは現実的に難しいと考えます。 

・ このように既存事業者が、現実的に採り得ない仕組みで０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービスの提

供を認めることは、これまでの０ＡＢＪ電話市場における競争環境を根本的に覆し、現行の

ＰＳＴＮ並みの品質確保を前提に技術開発・研究・投資を重ねてきた既存事業者に対して圧

倒的に不利な競争条件を強いるものであり、同じ０ＡＢＪ電話でありながらネットワーク利

用料の負担の公平性が図れないなどの点について、競争政策上の観点から検討が必要です。 

・ したがって、本件については、技術基準等を取り扱う場の議論のみで容認されるべきでは

なく、十分に国民からのコンセンサスを得るとともに、競争政策の観点からも議論を尽くし

た上でその是非が判断されるべきであり、それまでの間は、当該サービスの提供は見送られ

るべきであると考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

■ ソフトバンク殿の提案に基づくベストエフォート回線を用いた０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービ

スの実現方式については、情報通信審議会答申（平成２４年９月２７日）において、安定品

質以外の技術基準への適合、定期的な品質測定及び分析の結果の報告を前提に、実施期間及

び実施条件を限定した特例措置を付した上で、０ＡＢＪ番号の使用を認めることが適当とさ

れたところですが、当該サービスは、現行の０ＡＢＪ－ＩＰ電話の通信品質基準が確保され

ておらず、緊急通報呼が繋がらなくなる可能性もあるなど、国民生活に支障を及ぼすことに

なることに加え、以下のとおり、技術的な問題だけでなく、競争政策上の極めて大きな問題

を孕んでいるため、もっぱら技術基準等を取り扱う場の議論のみで容認されるべきではな

く、競争政策の観点から、十分議論を尽くした上で、その是非を判断する必要があり、それ

までの間は、当該サービスの提供は見送られるべきであると考えます。 

（１）ユニバーサルサービスの在り方について 

・ 今回のソフトバンク殿の提案は、当社のフレッツ光（ブロードバンドサービス）上で提

供することを前提としているため、ユニバーサルサービスには該当しませんが、同様の方

式で「電話のみメニュー」が低廉な料金で提供されるようになった場合に、当該メニュー

がユニバーサルサービスに該当するか否か明確になっていません。 

・ 仮に、当該メニューがユニバーサルサービスに該当するとされるのであれば、当社もこ

るものであり、以上を踏まえれば、直ちに競争上の

問題となるものではないと考えられる。なお、当該

方式による電話サービスは、ＮＴＴ東西のフレッツ

光の利用を前提として提供されるものであり、事業

法施行規則第１４条第３号の役務に当たらないこと

から、ユニバーサルサービスに該当しないものと考

えられ、現時点においてユニバーサルサービスの定

義を見直す必要はないと考えられる。 

また、都市部等の競争エリアにおけるＩＰ化の進

展に伴うユニバーサルサービスへの影響について

は、既にコスト算定上の補正を措置済みである。 
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れからＰＳＴＮマイグレーションを控えている中で、ＩＰ電話サービスの提供方法を抜本

的に見直さざるを得ないものと考えます。 

・ 逆に、当該メニューがユニバーサルサービスには該当せず、ユニバーサルサービスとし

ては従来どおりの品質を求めるとされるのであれば、（２）に後述するような競争中立性

を欠いた競争環境下において、当社はユニバーサルサービスを提供する責務を果たすこと

が困難となるため、ユニバーサルサービスの定義そのものを抜本的に見直すことが必要に

なると考えます。 

・ また、現在、ユニバーサルサービスの維持に係るコストについては、その一部を基金で

補填し、大半をＮＴＴ東西の内部補填により賄っているところですが、他事業者が都市部

等の競争エリアにおいて、今回の提案方式によるベストエフォートの０ＡＢＪ－ＩＰ電話

サービスを低廉な料金で提供するようになると、都市部等でのＰＳＴＮユーザの流出が進

み、ＮＴＴ東西の内部補填によるユニバーサルサービスの維持が困難になることから、ユ

ニバーサルサービス基金制度についても抜本的に見直すことが必要になると考えます。 

（２）ネットワーク利用料の負担の公平性について 

・ 今回、ソフトバンク殿は、当社のＮＧＮとＩＳＰ接続することで、ルータによる伝送部

分のネットワーク利用料を負担することなく、０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービスを提供しよう

としており、当該サービスの通話料を無料にしてくることも想定されますが、当社を含む

０ＡＢＪ電話サービス提供事業者は、交換機やルータによる伝送部分のネットワーク利用

料（コスト）について、電話サービスの通話料で回収することを前提に事業を運営してき

たところであり、当該コストを他の料金で回収するような見直しは現実的には難しいと考

えます。 

・ このように既存事業者が、現実的に採り得ない仕組みで０ＡＢＪ－ＩＰ電話サービスの

提供を認めることは、これまでの０ＡＢＪ電話市場における競争環境を根本的に覆し、現

行のＰＳＴＮ並みの品質確保を前提に技術開発・研究・投資を重ねてきた既存事業者に対

して圧倒的に不利な競争条件を強いるものであり、同じ０ＡＢＪ電話でありながらネット

ワーク利用料の負担の公平性が図れない等の点について、競争政策上の観点から十分検討

する必要があると考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

 意見６５ ベストエフォート回線を用いた０ＡＢ－ＪＩＰ電話サービスの競争条件への影響

については、競争条件を変更するものではないとした根拠を示すとともに審議会等の場で

議論すべき。また、サービス開始に先立ち、利用者への周知徹底の条件の提供事業者によ

る遵守状況を継続的に検証できる仕組みを確立することが必要。 

 考え方６５ 

■ ベストエフォート回線を用いた０ＡＢ－ＪＩＰ電話サービスは、「競争条件を抜本的に変 ■ 「「ＩＰネットワーク設備委員会報告書（案）」
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更するものではない」とされておりますが、競争条件への影響については、これまで全く議

論がなされていないものと認識しており、当該見解に至った根拠を示されるべきと考えま

す。 

また、利用者の利益を著しく損なうことがないか、不公正な競争環境の形成に繋がること

がないかという視点にたって、審議会や競争政策委員会等の公の場で議論を尽くしていただ

くことを要望いたします。 

加えて、「従来の０ＡＢ－Ｊ番号とは異なるものであることの利用者への周知の徹底を条

件としたもの」とされておりますが、当該サービスは、安定品質が担保されないため、緊急

通報が安定的に確立できない等により、人命および国民の安心・安全が脅かされ、利用者利

益が著しく損なわれる可能性があることから、サービス開始に先立ち、提供事業者による当

該条件の遵守状況を継続的に検証・確認できるしくみを確立することが必要と考えます。併

せて、当該周知事項に関する利用者の理解・浸透状況を調査、確認することも必要であり、

これらの取組は公正な競争環境確保の検証にも資するものと考えます。 

なお、当該サービスのように、利用者利益や競争条件といった複数の側面でさまざまな影

響を及ぼす可能性のあるサービスについては、一部の視点のみで検討されることなく、さま

ざまな視点から広く検討がなされるべきと考えます。 

（ケイ・オプティコム） 

に寄せられた御意見及びＩＰネットワーク設備委員

会の考え方」（平成２４年１１月２８日公表）及び

検証結果（案）参考資料の考え方６５において示し

たとおり、提案方式の承認に際しては、今後のＮＧ

Ｎにおける音声の優先制御機能等のアンバンドルの

検討状況も踏まえるため暫定的なものとし、従来の

０ＡＢ－Ｊ番号とは異なるものであることの利用者

への周知の徹底を条件としているものであることか

ら、競争条件を抜本的に変更するものではないと考

えられる。 

  また、本制度に基づく検証の結果については、情

報通信審議会に対して報告する予定である。 

 

■ ソフトバンクの提案に基づくベストエフォート回

線を用いた０ＡＢ－Ｊ番号のＩＰ電話サービスの実

現方式は、常時監視等の措置のほか、利用者への周

知の徹底等、そのサービス提供に際して課された条

件を遵守することで、安定品質の規定により確保さ

れるべき利用者利益を確保することが期待できるも

のである。 

 意見６６ ベストエフォート回線を用いた０ＡＢ－ＪＩＰ電話の商用サービスの開始に当た

っては、品質確保のための措置が実現できることを事前にしっかりと検証し、かつ結果の

情報開示がなされるべき。 

 考え方６６ 

■ ベストエフォート回線を用いた０ＡＢ－ＪＩＰ電話は、これまで品質確保等のために投資

を行ってきた既存電気通信事業者の投資意欲を減退させる可能性があり、結果的に、設備競

争によるユーザー利便性向上を阻害する恐れがあります。 

商用サービスの開始に当たっては、平成２４年９月２７日付け情報通信審議会答申「ＩＰ

ネットワーク設備委員会報告－ＩＰ移動電話端末の技術的条件等－」に記載された品質確保

のための措置が間違いなく実現できることを事前にしっかりと検証し、かつ結果の情報開示

がなされるべきと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

■ ソフトバンクの提案に基づくベストエフォート回

線を用いた０ＡＢ－Ｊ番号のＩＰ電話サービスの実

現方式については、情報通信審議会における審議の

過程において、明示的に安定品質以外の品質基準に

適合しないとのデータは得られなかった。このた

め、常時監視等の措置のほか、利用者への周知の徹

底等、そのサービス提供に際して課された条件を遵

守することで、安定品質の規定により確保されるべ

き利用者利益を確保することが期待できるものであ

る。 
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また、提案方式については、期間を限って承認す

ることとしているが、当該期間の満了時には改めて

必要性を見極めた上でその延長を判断することとし

ている。例えば、音声の優先制御機能等のアンバン

ドルが実現した場合には、その判断に変更が生じう

るものと考えられる。 

なお、商用サービスの開始に際しての検証及びそ

の結果の情報開示については、一部答申の主旨に鑑

み、遺漏なく実施する予定である。 

 意見６７ ＮＧＮ上での公正競争を実現するためには、優先制御や帯域確保といった機能の

アンバンドルが必要。関係事業者のみでアンバンドルすべき機能等について解決を図るこ

とは困難なため、審議会等のオープンな場も活用し、議論の進展を図るべき。 

 考え方６７ 

■ 「情報通信審議会 情報通信技術分科会 IP ネットワーク設備委員会」報告書※8 にも記載

されているとおり、NTT-NGN において音声の優先制御機能がアンバンドルされていないこと等

を考慮して、暫定的に弊社提案の 0ABJ-IP電話サービス提供が認められています。 

一方で、NTT 東西殿が NTT-NGN 上で提供する 0AB～J IP 電話サービス（ひかり電話）におい

ては、優先制御機能等を用いてサービス提供がなされていますが、現在においてもその機能

は、NTT 東西殿のみが利用可能であることから、他事業者がひかり電話と同様のサービスを提

供することはできない状況です。従って、NTT-NGN 上での公正競争を実現するためには、NTT-

NGN 上での優先制御や帯域確保といった機能のアンバンドルが必要と考えます。 

弊社では、従前より、NTT 東西殿に対し優先制御等の機能アンバンドルを求めているもの

の、事業者間での協議において大きな進展はありません。 

また、本検証結果（案）の考え方 65 にて、「NGN のオープン化については、現在「PSTN マ

イグレーションに係る関係事業者間の意識合わせの場」等において議論が進められていると

ころであり、引き続き関係事業者間で協議が行われることが適当である。」と示されていま

す。しかしながら、「PSTN マイグレーションに係る関係事業者間の意識合わせの場」等にお

いては、複数の関係事業者において、NTT の IP 電話網との接続に係る技術的検討は行われて

いるものの、優先制御機能も含めたアンバンドルに関する議論は行われていません。前述の

個別の事業者間協議の経緯等からも、関係事業者のみでアンバンドルすべき機能等について

解決を図ることは困難なため、審議会等のオープンな場も活用の上、当該議論の進展を図る

ことが必要と考えます。 

※8「情報通信審議会 情報通信技術分科会 IP ネットワーク設備委員会」報告書（平成 24 年

9月 27日）http://www.soumu.go.jp/main_content/000182398.pdf 

■ ブロードバンド答申においては、「意識合わせの

場においては、インターフェイスの標準化や接続形

態にといった諸課題について幅広く検討が行われて

おり、今後ＩＰ網間接続を利用したサービスの実現

に向けて、通信プラットフォーム機能のオープン化

に資する議論が行われることが期待される。」とさ

れているところであり、総務省においては、ＮＴＴ

東西と関係事業者間の協議に参画することにより協

議の進展を注視するとともに、環境変化の注視や課

題の検討等を踏まえ、必要に応じ、適切な対応を講

じていくこととする。 

なお、接続事業者からＮＴＴ東西に対して、帯域

確保を行う機能の提供について要望がなされてお

り、要望の明確化・具体化に向けて個別に協議が行

われているところである。 
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（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 意見６８ ＯＮＵの開放の是非については、競争政策や規制・制度と密接に関わる問題であ

り、事業者間でのみで結論付けることは適当ではないことから、審議会等のオープンな場

において議論を行うべき。また、ＯＮＵの端末開放議論と併せて、ひかり電話用ＴＡ・ル

ータ等の端末機器の提供の在り方についても検証をすべき。 

 考え方６８ 

■ 現状、NTT-NGN において、光回線加入者側終端装置（ONU）は NTT 東西殿の事業用電気通信

回線設備となっているため、NTT 東西殿のみが利用者宅内に設置可能であり、他事業者やユー

ザによって設置することができない非競争領域となっています。弊社は、「ブロードバンド

普及促進のための公正競争レビュー制度の運用に関する再意見書」（平成 24 年 9 月 26 日提

出）でも述べさせて頂いているとおり、ONU の開放が実現されれば、月額費用の低廉化、機能

やデザインの多様化、そして機器とサービスの連携等多面的な競争が可能になると考えま

す。 

また、「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方答申（案）への意見及びこれ

に対する考え方」（平成 23 年 12 月 20 日公表）において、ONU の開放の是非やその在り方を

検討するに当たっては、「具体的な技術的課題の洗い出しを行うべく、NTT 東西殿は、ONU と

OSU が協調して動作することで同一芯線内に複数ユーザの通信を同時に流していることに関連

する課題等について事業者間で共有し、課題解決に向けた論点整理を行うことが適当」と示

されており、今後も弊社は、事業者間協議において、NTT 東西殿と具体的な技術的課題の洗い

出しを行うべく、引き続き協議を行っていきたいと考えます。 

しがしながら、ONU の開放の是非については、競争政策や規制・制度と密接に関わる問題で

あり、事業者間でのみで結論付けることは適当ではないことから、審議会等のオープンな場

において議論を行うべきと考えます。 

  一方、ひかり電話用 TA やルータについては端末設備であるため、本来は、ONU の設備区分

に係らず多くの企業が参入し、競争が行われる自由な競争領域であるはずです。しかしなが

ら、NTT 東西殿は、事業用電気通信回線設備である ONU と端末設備であるひかり電話用 TA、

ルータを一筐体として提供しています。また、NTT 東西殿は、独占的に提供される ONU を利用

し、実質 0 円でひかり電話用 TA やルータを提供しているため、ONU を提供していない他社は

実質的に参入することが不可能です。弊社は、数年前より、これらの問題を解決すべく NTT

東西殿と協議を行っていますが、未だ協議の成果はありません。 

また、上記のとおり、ひかり電話用 TA やルータが ONU と同一の筐体で、適正な価格設定が

なされずに提供し得る理由としては、NTT-NGN のネットワーク利用料等によって端末設備を調

達・供給しているためと推定されます。この状況は、ONU 提供に係る独占的な立場を利用し、

端末市場において排他的市場を形成しているもので、競合他社の市場参入意欲を大きく減退

■ ＦＴＴＨサービスにおけるＯＮＵの開放の是非及

びその在り方については、ブロードバンド答申に至

る審議において既にオープンに議論されており、そ

の結果として、技術的課題の整理など必要な検討を

行うことが適当と判断されたものである。 

  例えば、ＯＮＵを端末設備として開放する場合

（すなわち、利用者が自らＯＮＵを調達し、設置す

る場合）には、同一芯線内の他の利用者の通信に支

障を生じさせるとの指摘があるが、こうした技術的

課題等について事業者間で共有し、課題解決に向け

た論点整理を行うことが必要である。 

  こうした検討の結果、技術的課題を解決する目途

が立つなどした場合には、審議会等のオープンな場

において再び議論を行うことも考えられるが、現状

は、なお技術課題の整理などの途上であり、そうし

た段階には至っていない。 

 

■ ＯＮＵ、ひかり電話用ＴＡとルータについては、

全てが同一筐体で提供されているわけではなく、別

筐体で提供されている場合もあると認識している。 

ＮＴＴ東西のフレッツ光サービスのプランによっ

てはひかり電話ＴＡやルータのレンタル料金が無料

となる場合があることは承知しているが、他の事業

者が提供する光ファイバーサービス等においてもル

ータ等が無料で提供されている場合もあり、端末等

が無料で提供されていることだけをもって競争阻害

要因になっているとは一概に言えないと考えられ

る。なお、料金設定については、ＯＮＵを含む指定
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させるものです。従って、ONU の端末開放議論と併せて、ひかり電話用 TA・ルータ等の端末

機器の提供の在り方についても検証をすべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

電気通信役務に関するものは事業法第２０条第１項

に基づく保障契約約款に含まれているのに対して、

ひかり電話用ＴＡ及びルータは、保障契約約款の対

象外の約款等において別に定められており、外形的

に区別されて設定されている。御意見にあるような

「ＮＴＴ－ＮＧＮのネットワーク利用料等によって

端末設備を調達・供給している」状況が生じないか

注視していくこととする。 

 意見６９ 「ＮＴＴＩＤログインサービス」、「ＮＴＴネット決済」に関しては、厳格な注

視が必要。 

 考え方６９ 

■ 当該サービスに関しては、自己の関係事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サー

ビスの提供を禁止する電気通信事業法に抵触するおそれがある以上、厳格な注視が必要で

す。特に、今後の状況の注視に当たっては、特典の付与にポイント等を活用する等実質的な

割引として行われていないか、実態を捉えた検証を行うべきと考えます。 

その結果、総務省殿において問題があるとされたときには、当該サービスにおける NTT グ

ループ会社の連携を禁止する等、確実に指導等是正措置を実施して頂くことを要望します。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

■ 検証結果（案）参考資料の考え方３９において示

したとおり、「ＮＴＴ ＩＤログインサービス」及び

「ＮＴＴネット決済」については、現時点で、ＮＴ

Ｔグループ内の排他的な取扱いにより公正競争上の

問題が発生しているという論拠があるとはいえない

が、当該サービスに関して何らかの特典を付与する

等の実態如何によっては、自己の関係事業者のサー

ビスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供等

を禁止する事業法第３０条第３項第２号に抵触する

おそれがあるため、その状況を引き続き注視し、当

該おそれが認められる場合には、必要な措置を講じ

る考えである。 

 意見７０ ＮＴＴグループ会社間の役員等の人事異動について、包括検証においては、客観

的に実態調査すべき。 

 考え方７０ 

■ NTT 東西殿による活用業務の範囲の拡大や、NTT ファイナンス殿による統合請求提供等、サ

ービスを起点とした一体経営強化の動きがうかがえる中、業務遂行上に必要という理由でな

し崩し的に NTT グル―プの人事異動を許容することは、グループドミナンスの強化の後押し

につながりかねないと懸念します。 

包括検証においては、誓約書が有効に機能しているかどうか、具体的には、異動した者が

退職・転職後の業務において、退職・転職前の業務で取得した情報を活用していないか等、

客観的に実態調査することが必要と考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

■ 検証結果（案）参考資料の考え方５８において示

したとおり、ＮＴＴグループ会社間の役員等の人事

異動について、直ちに公正競争確保の観点から問題

が生じているとは認められないが、公正競争環境を

阻害するような問題が生じていないかについて、今

後、必要があると認められる場合には、検証を行う

こととする。 

 意見７１ 「フレッツ・テレビ」サービスの広告について、ＮＴＴ東西が放送サービスの提  考え方７１ 
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供主体でないことについて誤認を与えていないか実態の調査・検証を行い、誤認が解消し

ていない場合には、ＮＴＴ東西に対して措置を講じるべき。 

■ NTT 東西殿が主張されるとおり、誤認がないように明記したとしても、それだけで誤認の問

題が解決するものではないと考えます。 

弊社共が本制度の意見募集において例示したとおり、広告物にオプティキャスト殿の名称

を明記したとしても、その表記に比して大きく「NTT」のロゴマーク付きで「NTT 東日本」等

と表示されている場合、ユーザ視点からは NTT 東西殿がオプティキャスト殿の提供役務を含

めて提供しているように見えるのが自然と考えます。 

従って、本検証においては、アンケート等の手段により実態の調査・検証を行うというこ

とも必要と考えます。また、結果として誤認が解消していない場合には、NTT 東西殿等に誤認

を生じさせない周知や表記への修正等の措置を講じて頂くことを要望します。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

■ 検証結果（案）参考資料の考え方５９において示

したとおり、ＮＴＴ東西によれば、両社が電気通信

サービスを提供し、他社が放送サービスを提供する

ことについて、誤解が生じないように広告物に明記

しているとしており、総務省においても、それを確

認していること等から、直ちに更なる対応を取るこ

とが必要とはいえないが、今後、必要があると認め

られる場合には、更に検証を行うこととする。 

 意見７２ 包括的検証においては、「ＮＴＴ」等の名称の利用実態やＮＴＴ各社別の認知度

調査等を実施した上で、ブランド分割やその使用ルールの必要性を検討すべき。 

 考え方７２ 

■ 先のフレッツ・テレビの例でも示した通り、サービス提供主体を誤認させることはユーザ

視点からトラブル等を生じさせうるため問題と考えます。また、NTT 東西殿による活用業務の

範囲の拡大や、NTT ファイナンス殿による統合請求提供といった一体経営強化の動きの中にお

いては、「NTT」ブランドの使われ方や受け止められ方もグループドミナンスの強まりを判断

する一つの指標となりうるものと思料します。 

従って、包括的検証においては、「NTT」等の名称の利用実態や NTT 各社別の認知度調査等

を実施した上で、ブランド分割やその使用ルールの必要性を検討すべきです。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

■ 検証結果（案）参考資料の考え方６０において示

したとおり、ＮＴＴグループ各社における「ＮＴ

Ｔ」等のブランドの使用については、現時点で、公

正競争確保の観点から直ちに問題となる事象とは必

ずしもいえないが、今後、ブランド力に関して公正

競争の観点から問題が生じていないかどうか、引き

続き注視していくこととする。 
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